




序     文 
 

ネパール連邦民主共和国（以下、「ネ」国）では、近年の人口増加や経済発展によって水需要の増

加と水質悪化が深刻化しつつあり、安全な飲料水の確保が喫緊の課題となっている。安全な飲料水の

供給体制を強化するためには、施設整備のみならず、水道事業を運営する水道事業体の経営を健全化

するための人材育成と、それを実現する支援機関の強化も必要である。上下水道局は重要な役割を担

っているが、体制・能力不足が指摘されている。こうした中、「ネ」国公共事業計画省は、上下水道

局の技術支援体制の強化が今後の課題であるとして、2007 年 7 月に日本政府に対して本件の実施を

日本政府へ要請した。 

これを受け、JICA は事前調査団を派遣し、2009 年 2 月に「ネ」国政府と討議議事録を署名し、プ

ロジェクトを実施することが合意された。 

本報告書は、同調査団の調査・協議結果をとりまとめたものであり、今後の技術協力実施にあたっ

て、関係方面に広く活用されることを願うものである。ここに調査団の各位をはじめ、調査にご協力

頂いた、外務省、在ネパール日本大使館など、内外関係各機関の方々に深く謝意を表するとともに、

引き続き一層のご支援をお願いする次第である。 
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略語一覧 
略語 正式名称 日本語対訳 

ADB Asian Development Bank アジア開発銀行 

DDC District Development Committee 郡開発委員会 

DFID Department for International Development 英国政府開発庁 
DWSS Department of Water Supply and Sewerage 上下水道局 

JFY Japanese Fiscal Year (April to March) 日本会計年度 

JCC Joint Coordination Committee 合同調整員会 

JICA Japan International Cooperation Agency 独立行政法人・国際協力機構 

KUKL Kathmandu Upatyaka Khanepani Limited カトマンズ上水道公社 

LSGA Local Self-Governance Act 地方行政法 
MoLD Ministry of Local Development 地方開発省 

MoPPW Ministry of Physical Planning and Works 公共事業計画省 

NPC National Planning Commission 国家計画委員会 

NWSC Nepal Water Supply Cooperation ネパール上水道協会 

LDO Local Development Officer 地方開発官 

PDM 
 

Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・ 
マトリックス 

RMSO Regional Monitoring & Supervision Office 地域水道事業監督事務所 

TYIP Three-Year Interim Plan（2007/08 – 2009/10） 国家暫定三カ年計画 

UN-HABITAT United Nations Human Settlements 
Programme 

国際連合人間居住計画 

VDC Village Development Committee 村落開発委員会 

WB The World Bank 世界銀行 

WHO World Health Organization 世界保健機関 

WUSC Water Users Service Committee 水道事業体 

WSSDO 
 

Water Supply and Sanitation Divisional Office 郡上下水道事務所 

WSSSDO Water Supply and Sanitation Sub-Divisional 
Office 

サブ郡上下水道事務所 

 
一般情報 

1. ネパール政府の会計年度はグレゴリオ暦（西暦）7 月 15 日に終わる。例えば 2007/08 年度は 
2008 年 7 月 15 日に終わる。 

2. ネパール・ルピー（NR）の交換率：US$=約 95NRs（2008 年 12 月現在） 
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東部 RMSO における調査 モラン WSSDO における調査 

ジャパ WSSDO における調査 マンガドゥ WUSC における調査 

 

ドゥラバリ WUSC における調査 ゴウラダ WUSC における調査 
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事業事前評価表 

１．案件名 
 地方都市における水道事業強化プロジェクト 
 The Project for Capacity Development on Water Supply in Semi-urban Area 

２．協力概要 
（１）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

ネパール国では、中小規模の水道事業は、個別の水道事業体が、公共事業計画省上下水

道局の支援を得ながら、事業の実施を担っている。本技術協力プロジェクトは、モラン郡

とジャパ郡において、上下水道局による水道事業体への技術支援体制が強化されることを

目標とする。具体的には、３つの水道事業体で実際の給水サービスの改善を図りながら、

技術支援を提供する側（上下水道局）と活用する側（水道事業体）のモデル（如何に体制

を整備しサービス向上を実現するか）を構築し、マニュアル等の形でこれら２つのモデル

を両郡内に普及させることを通じ、目標を達成する。 
（２）協力期間 

2009 年 4 月～2012 年 12 月（3 年 9 ヵ月） 
（３）協力総額 

2.5 億円 
（４）協力相手機関先 

公共事業計画省上下水道局（本局、東部地域上下水道事務所、対象２郡の郡上下水道事

務所）、対象地域内の３つの水道事業体 
（５）受益者及び規模等 

プロジェクト対象地域：モラン郡、ジャパ郡 
直接受益者：東部地域上下水道事務所職員、対象２郡の郡上下水道事務所職員、3 つの

水道事業体職員とその給水対象住民（約 2 万 1 千人）、上下水道局の技術

支援をうけた水道事業体 
間接受益者：上下水道局が技術支援を行なう水道事業体から給水を受ける住民 

３．協力の必要性 
（１）現状及び問題点 

ネパール国（以下、「ネ」国）では、近年の人口増加や経済発展によって水需要の増加

と水質悪化が深刻化しつつあり、安全な飲料水の確保が喫緊の課題となっている。政府は

現在の給水率を 76.6％と公表しているが、漏水等の実態を踏まえると、実際の給水状況は

この数字を下回るとドナー等は推測している。 
中規模の地方都市部から村落部の水道事業に関しては、”地方自治法（Local Governance 

Act）”（1999 年）に基づいて地方自治体と水道事業体が、施設の運転・維持管理と水道事

業の運営を行なっている。他方、施設等の建設（予算措置を含む）と事業運営に係る技術

支援は、上下水道局が実施することになっている。安全な飲料水の供給体制を強化するた

めには、施設整備のみならず、水道事業体の経営を健全化するための人材育成と、それを

実現する支援機関の強化も必要であり、上下水道局は重要な役割を担っている。 
「ネ」国公共事業計画省は、上下水道局の技術支援体制の強化が今後の課題であるとし

て、2007 年 7 月に日本政府に対して本件の実施を要請した。 
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（２）相手国政府国家政策上の位置づけ 
「ネ」国暫定 3 ヵ年国家開発計画（2008 年～2010 年）は、上下水道を社会開発セクタ

ーにおける重点分野として取り上げ、給水率を 90％まで向上させる上位目標を掲げてい

る。また、①水道事業実施のための関係組織の強化、②水道サービスの向上、③水質向上

などを戦略として打ち出しており、本件は、「ネ」国の国家政策と合致する。 
（３）他援助機関の関連事業との整合性 

上水道分野においては、世銀、ADB、DFID 等との間で不定期ではあるが情報共有、意

見交換を行い、支援に重複がないよう調整されている。このうち ADB は、地方水道事業

体のサポート施設として Technical Support Center（仮称）の建設を計画しており、相乗効果

が得られるように連携を図る予定。 
（４）我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ（プログラムにおける

位置づけ） 
2008 年 5 月の「対ネパール経済協力方針」は、「社会・経済基盤整備」を重視した支援

を行うとしている。「社会・経済基盤整備」の具体的内容として、上水道に関しては「首都

圏近郊及び地方都市における水道事業体の経営能力・技術力向上を図る」ことが目標とな

っており、本件はこれに合致する。 
 

４．協力の枠組 
本プロジェクトは、３つの水道事業体で実際の給水サービスの改善を図りながら、技術支援

を提供する側（上下水道局）と活用する側（水道事業体）のモデル（如何に体制を整備しサー

ビス向上を実現するか）を構築し、モラン郡とジャパ郡において、上下水道局による水道事業

体への技術支援能力の強化を行なう。 
 
［主な項目］ 
（１）協力の目標（アウトカム） 
ア）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 
【目標】対象２郡において、上下水道局による水道事業体への技術支援体制が強化される。

【指標】①対象２郡の XX％の水道事業体で、本件活動を通じて作成される技術支援マニュ

アルに基づいた支援業務が実施される。 
②上下水道局の支援を受けた水道事業体での給水サービスが、本件開始時よりも改

善される。（具体的な改善の内容に関しては、ベースライン調査後に、測定可能

な指標を設定する。） 
イ）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 
【目標】本件で構築した上下水道局側のモデルが全国に普及し、水道事業体への技術支援体制

が強化される。 
【指標】①上下水道局の技術支援で改善された水道事業体数が全体の XX％に達する。 

②自らの技術支援体制の強化が、全地域と全郡の上下水道事務所の年間事業計画 
に明文化される。 

ウ）協力終了後に達成が期待される目標（スーパーゴール）と指標・目標値 
【目標】地方都市において安全な水が安定的に供給される。 
【指標】安定的に安全な水が給水される世帯数が増加する。 
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（２）成果（アウトプット）、そのための活動及び指標・目標値 
【成果 1】プロジェクト実施のための基礎情報及び指標に必要な情報が収集され、適切なプ

ロジェクトマネジメントが実施される。 
【活動】 

1-1 対象地域においてベースライン調査を実施する。 
1-2 上下水道局、東部地域上下水道事務所、ジャパ郡上下水道事務所、モラン郡上下水道

事務所、対象３水道事業体の技術・経営・組織・財政等に関するキャパシティ・アセ

スメントを実施する。 
1-3 他機関及び他ドナーによる対象地域の水道事業支援の現状確認行う。 
1-4 1-1～1-3 により得られた情報により PDM 改訂案が作成される。 
1-5 合同調整委員会（JCC：Joint Coordination Committee）と運営委員会（StC：Steering 

Committee）を開催し、PDM 改訂案について了解を得る。 
1-6 StC が中心となって指標のモニタリングを定期的に実施する。 

【指標】 
1-1 PDM の改訂案が取りまとめられ、指標のモニタリングが定期的に実施される。 

 
【成果 2】地域と郡の上下水上事務所及び水道事業体に関し、水道事業体支援業務の進め方や水

道事業のあり方がモデルとしてとりまとめられる。 
【活動】 

2-1 上下水道局が、水道事業体支援のための業務要領（本局、地域水道事務所、郡水道事

務所が行なうべき業務内容を記したもの）を整備する。 
2-2 ジャパ郡とモラン郡の上下水道事務所は、３つの水道事業体に以下に関する技術支援

と研修を行なう。 
（１） 浄水場と配水施設の運転と維持管理 
（２） 水質モニタリング 
（３） 水道メーターの検針と精度管理 
（４） 料金徴収 
（５） 顧客管理 
（６） 苦情処理 
（７） 節水のための住民啓発 
（８） 年間事業報告書の作成 
（９） 中長期事業計画の作成 

2-3 上下水道局本局は、東部地域上水道事務所とモラン、ジャパ両郡の上下水道局を対象

に、以下の研修を実施する。 
（１） ステークホルダー間の調整・解決、権利義務 
（２） 施設計画、設計、施工 
（３） 水道事業モニタリングのあり方 

2-4 上下水道局本局は、2-2 と 2-3 のプロセスと結果を、上下水道局の水道事業体への技

術支援業務に関しては「中小規模水道事業体支援モデル」として、水道事業体の業務

に関しては「中小規模水道事業体運営モデル」としてとりまとめる。 
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【指標】 
「中小規模水道事業体支援モデル」のマニュアルと、「中小規模水道事業体運営モデル」のマ

ニュアルの完成。 
 

【成果 3】モラン、ジャパ両郡において、成果 2 のモデルが普及する。 
【活動】 

3-1 郡の上下水道事務所が、成果 1 に関する活動に加わっていない他の郡内の水道事業体

に対して水道事業体への技術支援に関する研修を実施する。 
3-2 郡の上下水道事務所が、各郡内での水道事業体連絡会議を設立し、技術交流ワークシ

ョップを開催する。 
3-3 上下水道局が、地方自治体等関係機関を含む M&E（Monitoring and Evaluation）連絡

会議を開催する。 
【指標】モラン、ジャパ両郡内の XX％の水道事業体が「中小規模水道事業体運営モデル」の導

入計画を立てる。 
 
（３）投入（インプット） 

① 日本側（総額 約 2.5 億円） 
・ 専門家派遣：約 60 M/M 

総括、行政強化、浄水場維持管理、水質管理、電気機械、配水施設管理・計画、 
経営改善、研修管理、住民啓発、業務調整 

・ 現地国内研修：活動に併せて年に複数回実施予定 
・ 第三国研修及び本邦研修：10 人程度（研修分野は、ベースライン調査後に決定） 
・ 関連機材の供与： 

車両、バイク、簡易水質分析機器、コンピューター関連機器、OJT に関連する配水

施設関連機器と浄水場施設関連機器、ジェネレーター・インバーター、研修関連教

材等 
・ 現地業務費： 

② ネパール側 
カウンターパートの配置、執務室、必要予算（執務室の維持や職員配置に必要な経費、

研修用国内交通費、電話代、電気代等） 
 
（４）外部条件（満たされるべき外部条件） 

① 前提条件 
・ プロジェクト対象地域の治安状況が現状より悪化しない。 
・ 政府（中央、地方）の組織体制が大きく変わらない。 

② 成果達成のための外部条件 
・ 3 水道事業体施設への電気が安定的に供給される。 
・ 水道施設の発電用燃料価格が高騰しない。 
・ 施設・設備の運営に影響する自然災害が発生しない（洪水や取水口における土砂崩

壊等）。 
③ プロジェクト目標達成のための外部条件 
・ 上水道事業に関連する国家政策が大きく変更しない 
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・ 上下水道局（郡上下水道事務所及び地域水道事務所含む）の権限が大幅に変更しな

い。 
・ 一定の要件を備えたカウンターパートが確保される。 

④ 上位目標達成のための外部条件 
・ 公共事業計画省はモデルを全国に普及するために必要な予算を措置する。 

 

５．評価 5 項目による評価結果 
以下の視点から評価した結果、協力の実施は適切と判断される。 
 

（１） 妥当性 
この案件は、以下の理由から妥当性が高いと判断される。 

 「３．協力の必要性 （２）相手国政府国家政策上の位置づけ」に記載のとおり、本件

は相手国開発政策と整合性がある。また、「３．協力の必要性 （４）我が国援助政策

との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ」に記載のとおり本件は日本の援助政

策・JICA の国別事業実施計画との整合性がある。 
 本件対象地域は、我が国の他、ADB によっても施設整備が進められている。先行して

整備された施設の能力を発揮させる観点から、地域選定の妥当性は高い。また、モラン

郡は交通の要所で、隣接するジャパ郡とともに、周辺他郡への技術協力成果波及の拠点

となることが期待できる。 
 ネ「国」では、平和構築の視点から、地方開発・地方行政能力向上を重視している。本件対

象郡が含まれるタライ地域は、和平プロセス進展と開発を両輪で進めようとしている中、開

発援助が未だ限定的な状況にあり、当該地域での案件実施が望まれている点からも、本件実

施の妥当性は高い。 
 本件では、日本人専門家とともに郡と地域の水道事務所職員が、実際に水道事業体で技

術指導を行いながら、指導体制のあり方を身につけ、その経験を通じてモデルは作成、

検証されるので、実態に則したものとすることができる。また、規模・仕様の異なる３

水道事業体の支援を同時に実施することで、条件の異なる水道事業体への支援手法を学

び、水道事業支援側の応用力を身につけることも配慮しており、手段の選定においても

妥当性が認められる。 
 
（２） 有効性 

この案件は以下の理由から有効性が見込める。 
 水道事業体への技術支援の普及度及び普及によるサービスの改善度を指標として設定

し、そのモニタリングも組み込まれていることから、プロジェクト目標の設定は明確で

ある。なお、具体的な指標と目標値は、ベースライン調査後に、測定可能かつ今後のモ

ニタリングに有効なものを設定する予定。 
 成果 1 と成果 2 を受けて成果 3 へと、段階的な成果の達成が設定されておりプロジェク

ト目標と成果の因果関係は明らかである。アウトプットからプロジェクト目標に至るま

での外部条件も事前調査に基づいて、適切に認識されている。 
 対象となる 3 水道事業体の能力及び施設規模に違いがあるが、相互の連携を強めること

により、能力差の縮小及び２郡内他の事業体へのケーススタディとしての適用を図る。

また、料金徴収等を含む経営能力の向上も図る計画となっており、一つの事業体として
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もバランスのとれた改善を目指す。さらに、モデルの普及には、それを可能とする基盤

が必要であるため、本件では、関係機関のネットワーク作りを促す活動も含めており、

これらは、目標達成に対して有効なアプローチといえる。 
 
（３） 効率性 

この案件は以下の理由から効率的な実施が見込める。 
 成果を産出するために過不足なくかつ実現可能な活動が計画されている。 
 日本人専門家はカウンターパートの能力向上に合わせて投入を減少させ、効率的な投入

が計画されている。 
 既存の施設の活用を前提とし、資機材の人材の投入は最小限となるよう計画されてい

る。また、対象の３水道事業体は無償資金協力で施設の改善と基本的な運転技術指導が

なされており、既存のシステム／研修／マニュアルを利用しつつ改善を図るため、効率

性は高い。 
 対象地域は言語、民族、カーストなど多様であるため、研修や OJT によるキャパシテ

ィビルディングを効率よく進めるために、十分な経験のある現地 NGO の雇用を計画し

ている。 
 
（４） インパクト 

この案件のインパクトは以下のように予測できる。 
 今後、地方都市上水道の施設整備とあわせて、本件で構築されたモデルを適用すること

により、水道整備事業はより持続発展性のある事業となる。また、地方都市の上水道整

備に今後中心的役割を果たす計画を示している ADB の連携が期待される。特に本技プ

ロでは水質管理、メータ精度管理体制を共同で構築していくこと予定している。 
 ネ「国」では、平和構築の視点から、地方開発・地方行政能力向上を重視している。本

件を通じて、行政機関と住民との信頼関係の醸成が、インパクトとして期待される。 
 上位目標に関し、指標と指標の入手は本件の成果 2 の活動（Ｍ＆Ｅ連絡会議の開催）を

通じて得ることができる。また、事前調査を通じて外部条件は論理的に明らかになって

おり、負の波及効果も想定されていない。 
 
（５） 自立発展性 

以下のとおり、本件による効果は、相手国政府によりプロジェクト終了後も継続されると見

込まれる。 
① 政策・財政面 

水道事業に関しては、「３．協力の必要性 （２）」で述べたとおり、政策的な位置づけ

は明確。他ドナーの関心も高い分野であり、資金的にも継続的支援が見込まれる。本案

件で構築したモデルの他地域への展開が期待できる。 
② 技術面 

本件は、職員研修やネットワーク作りを通じて組織的に技術力を保持することにより、

自立発展を図ろうとしている。また、本件で使用・供与する機械や機器は「ネ」国内に

て極力入手可能なものにする計画であり、維持管理／補修等は容易である。 
水道事業体への指導は、カウンターパート（C/P）である上下水道局職員の能力向上に伴

って日本人専門家から C/P へ移行し、日本人専門家の関与は減らしていく計画であり、
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自立性の確保に留意している。また技術の普及は、中央政府から郡事務所へのタテの流

れと同時に、水道事業体同士の横の流れにも考慮している。 
③ 組織面 

定期的なモニタリングを技術支援活動の中に組み込む計画であるため、適切な体制の維

持が通常の業務の一部として実行される。また、水道事業体間のネットワークは、成果

の自立発展に寄与することが期待されている。 
 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 
本件では、①水道事業体の構成員に女性・少数民族・社会的に阻害されるグループの代表者

が含まれるように、②貧困層、少数民族、低カーストにも安全な水が供給されるように、啓発

活動や規定作成の支援を進める。 
また、水道事業体理事会、職員、住民等を対象にワークショップを実施する際は、社会包摂、

グッドガバナンス、和平プロセスへの貢献、及び住民組織の問題解決能力の向上といった平和

構築の観点も、盛り込んで、安定したコミュニティの形成に寄与する。 
 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 
本件はカンボジアで実施された「水道事業人材育成プロジェクト」（2003 年 10 月～2006 年

9 月）から得られた成果（水道事業体の経営能力向上と人材育成体制の改善）と教訓（よい研

修計画の設計、機材の活用度のモニタリング、マニュアル完成の必要性）を踏まえながら実施

する。 
また、案件形成に際しては、ボリビアにおける上水道案件も参考とした（規模の小さい事業

体は持続性確保のためには行政の支援が必要）。 
 

８．今後の評価計画 
①中間評価  2010 年 7 月 
②終了時評価 2012 年 3 月 
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第1章 事前評価調査の概要 

1-1 要請の背景 
ネパール国（以下、「ネ」国）では、近年の人口増加や経済発展によって水需要の増加と水質悪化

が深刻化しつつあり、安全な飲料水の確保が喫緊の課題となっている。政府は現在の給水率を 76.6％
と公表しているが、漏水等の実態を踏まえると、実際の給水状況はこの数字を下回るとドナー等は推

測している。 

水道実施体制は、1999 年に発効した地方行政法に基づき地方自治体への移管が掲げられているが、

地方都市水道（中規模都市含む）の受け皿となる地方自治体及び水道事業体は、技術面・経営面とも

に脆弱で、健全な事業経営のためには克服すべき課題が山積している。 

公共事業計画省上下水道局（DWSS）が担当する中規模地方都市部から村落部エリアについては、

上下水道局等が予算措置を行い施設が建設された後、地元の水道事業体へ移管され、水道事業体主体

で運転・維持管理する体制の導入が進められつつある。ただし、中小規模の水道事業体の組織体制・

技術水準が未熟であるため、上下水道局の支援が必要であるにもかかわらず郡上下水道事務所及び地

域上下水道事務所が弱体であることが課題となっている。 

こうした中、日本は無償資金協力で、カトマンズ盆地内及び国内主要地方都市（ジャパ郡・モラン

郡）において上水道施設の改善・新設（カトマンズ及び中規模地方都市を対象）を進めてきたほか、

公共事業計画省への水道政策アドバイザーの派遣を実施してきている。水道政策アドバイザーを中心

に都市水道行政への支援・分析等を進めた結果、水道事業体制の脆弱さ、適正な予算・人員配置の欠

如、財政計画の不在等経営上の問題が改めて明らかになった。 

今後、「ネ」国の安全な水の供給体制を高めていくためには、施設整備のみならず、水道事業体の

人材育成及び経営の健全化と、水道事業体を技術的に支援する政府組織の役割強化を通じて、安全な

水の持続的な供給を図る必要があり、2007 年 7 月、「ネ」国公共事業計画省より、上下水道局が技術

支援を行うべき地方都市を対象とした水道事業体の能力強化を図るために、本プロジェクトの要請が、

日本国政府に対してなされた。 

1-2 事前評価調査の目的 
（1）ネパール国地方都市における上水道事業実施状況の確認、分析を行い、先方の要請背景およ

び内容、わが国協力の骨子、妥当性を確認する。 
（2）地方都市における上水道事業の現状、課題、将来の方向性、技術協力のニーズを分析の上、

プロジェクトの全体構想を検討する。また、参加型で計画立案を行い PDM 案、PO 案を作成

する。 
（3）他ドナー等と情報交換を行い、援助の重複を避け相乗効果を生むプロジェクト内容を調整・

検討する。 
（4）「ネ」国側政府関係者とプロジェクトの目的・成果・範囲・対象・工程について協議し、合

意・決定事項について M/M、PDM（案）、PO（案）に取りまとめ署名する。 
（5）事前評価表（案）及び業務指示書（案）を作成する。 
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1-3 調査団の構成 
 
担当 氏名（敬称略） 所属 

総括 福田 義夫 JICA ネパール事務所次長 

上水道政策 山本 敬子 JICA 国際協力専門員 

上水道施設整備 尾嵜 昇 堺市上水道局 

協力企画 日浅 美和 JICA ネパール事務所所員 

経営改善（人材

育成含む） 
西村 邦雄 ICONS 国際協力株式会社 社会開発部長 

 
 

1-4 調査日程 
2008 年 8 月 2 日～8 月 30 日（うち尾嵜団員: 8 月 7 日～8 月 24 日、山本団員: 8 月 6 日～8 月 19 日） 

No. 日時   
1 2008/8/2 土 （西村）NRT-BKK 
2 2008/8/3 日 BKK-KTM 

16:00 Meeting with Ms. HIASA 
3 2008/8/4 月 11:00 Interview to MoPPW(Joint Secretary) 
4 2008/8/5 火 11:30 Interview to DWSS  
5 2008/8/6 水 Interview, Drafting PDM and M/M 

（山本）NRT-BKK 
（尾嵜）KIX-BKK 

6 2008/8/7 木 （Ms. Yamamoto/Mr. Ozaki）BKK⇒KTM 
15:00 CC to MoPPW (Secretary, Joint Secretary) 
16:30 CC to JICA Nepal Office 

7 2008/8/8 金 10:30 Visit to ADB (Second town/Emerging town) -  
14:30 Visit to DWSS (Mr. Raj K. Malla, DG; Mr. Deepak Puri, Planning Chief) 

8 2008/8/9 土 10:00 Move to Biratnagar via YT 151  
11:00 Meeting at Morang WSSDO  
12:15 Observation of Mangadh WTP & Meeting with WUSC  
14:30 Move to Birtamod 
15:30 Visit to Itahali WSSDO office 
17:30 Reach Birtamod 

9 2008/8/10 日 07:45 Move to Jhapa WSSDO  
08:00 Meeting (Mr. Ram Chandra Sah, Chief; Mr. Ram Kumar Kafle, Engineer) 
10:30 Move to Dhulabari WUSC 
11:30 Meeting with WUSC 
14:00 Move to Dhulabari WTP and observation 
16:30 Return to Birtamod 

10 2008/8/11 月 08:00 Move to Gauradaha 
09:30 Meeting with WUSC and Observation of WTP 
11:00 Leave Gauradaha for Birtamod 
12:30 Reach Birtamod 
13:00 Analysis WS with all stakeholders 
16:00 Move to Biratnagar 
19:00 Reach Biratnagar 

11 2008/8/12 火 09:25 Leave Biratnagar for Kathmandu Via BHA 706 
10:05 Reach Kathmandu 

12 2008/8/13 水 10:00 - 13:00 PCM Workshop (MoPPW/DWSS/WSSDO/3 WUSCs) at JICA 
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No. 日時   
13 2008/8/14 木 10:30-13:30 Discussion with DWSS/WSSDP/RMSO, MoPPW 

15:00- Internal Meeting 
14 2008/8/15 金 AM Internal Meeting 

14:00-16:00 Discussion with MoPPW, DWSS/RMSO/WSSDO 
16:00-16:30 Signing M/M 

15 2008/8/16 土 Internal Meeting 
16 2008/8/17 日 Internal Meeting 
17 2008/8/18 月 09:00 Report to EoJ/ JICA office 

10:30 DWSS 
（Ms Yamamoto）KTM-BKK-NRT 

18 2008/8/19 火 （尾嵜氏、西村氏）Visit to HRC at Nagarkot 
19 2008/8/20 水 （尾嵜氏,西村氏）Information Collecting from ADB、UN-Habitat 
20 2008/8/21 木 （尾嵜氏, 西村氏）Visit to KUKL Center Labo, HAZAMA, Enpho 

（Mr. Ozaki）Visit to Manohara WTP 
21 2008/8/22 金 （西村氏）Information Collecting from Local Consultant 

（尾嵜氏）Discussion with Mr. Yuki, Report to JICA 
22 2008/8/23 土 （尾嵜氏）KTM-BKK-KIX 

（西村氏）KTM-Biratnagal 
23 2008/8/24 日 Visit to Itahari Labo, ERMSO 
24 2008/8/25 月 Survey in Morang/Jhapa 
25 2008/8/26 火 Survey in Morang/Jhapa 
26 2008/8/27 水 Jhapa-KTM 
27 2008/8/28 木 Additional Survey to DWSS/Local Resources 
28 2008/8/29 金 AM; Report to JICA 

KTM-BKK 
29 2008/8/30 土 BKK-NRT 



 

 2-1

第2章 ネパール国の概要 

2-1 人口・面積 
「ネ」国は、国土面積が 14.7 万 km2（北海道の約 1.8 倍）で南北約 200km の国土を東西の帯状に

亜熱帯から極帯までが存在している。一般に標高 5,000m 以上の北部山岳地帯、標高 600～5,000m の

カトマンズ盆地を中心とする中部地帯、標高 300m 以下のテライと呼ばれる南部平野地帯の 3 地帯に

大別され、北部には 6,000m 以上の山が 240 以上あり、中部には都市や集落、山腹の段々畑の風景が

見られる。南部は穀倉地帯となっている。 

「ネ」国の人口は、約 2,589 万人（2005／06）で人口増加率 2.4％（1995～2000 年平均 国連人口局）

である。ネパール語が公用語であるが、南のインドと北のチベット、モンゴル系との接点にあるため

ネワール人、リンプー人、タマン人、タカリー人等がそれぞれ独自の言語を使用する多民族国家であ

り、文化的・宗教的にも多種多様で複雑な様相を呈している。 

「ネ」国は、地勢的に南北にインドと中国に挟まれて歴史的文化的に両国との関係が深いが、特に

内陸国であるため、インドからの物資輸送への依存度が高く、インドとの友好関係維持は死活的重要

性を持っている。「ネ」国は、伝統的に非同盟中立の立場を掲げており、その安定的発展は南アジア

の安定にとっても重要であり、南アジア地域協力連合（SAARC）の事務局が所在するなど地域協力

の推進にも力を入れている。 

行政は極西部、中西部、西部、中央、東部からなる 5 つの開発地域に区画され、その下に 14 のゾ

ーン（Zone）が構成されている。更に、その 14 ゾーンは 75 の郡（District）に分かれている。 

2-2 社会経済概要 
＜社会・政治概要＞ 

「ネ」国は、1990 年の民主化運動を経て、国王親政体制（パンチャヤート制）から立憲君主制へ

移行し、1991 年、1994 年、1999 年には総選挙が実施された。しかし、1996 年以降、マオイスト（共

産党毛沢東派）が武装闘争を開始し、国内の広い地域を勢力下に収めていった。また、2002 年に下

院が解散されて以降、国王の指名により組閣がされていたものの、党派対立やマオイスト問題への対

応の失敗により、いずれの政権も短命に終わった。2005 年 2 月、国王はデゥバ首相を解任し自ら政

権を掌握するとともに、緊急事態令を発令し、基本的人権の一部制限、政党指導者等の拘束、報道に

対する検閲を実施した。国王と政党との溝が深まる一方、政党とマオイストは連携を模索し、2005
年 11 月、制憲議会選挙の実施、地方選挙及び下院選挙のボイコットを含む 12 項目に合意し、国王か

らの政権奪取を目的として、抗議行動を開始し、反国王支持層は拡大、抗議行動の動員数も増加の一

途を辿った。2006 年 4 月、制憲議会選挙の実施及びマオイストとの対話の再開、停戦の表明等が合

意・採択され、新内閣が発足した。2006 年 5 月、下院宣告を通じ、全ての立法権が議会に属するこ

と、国王の政治や軍事に関する諸権限を廃止することなどが決定され、新政権によるマオイストのテ

ロ指定解除を契機として、新政権とマオイストによる和平交渉が行われ、和平プロセスは急速な進展

を見せた。 

国際社会もこのような政治プロセスを支援するため、2007 年 1 月 23 日、国連ネパール政治ミッシ

ョン（UNMIN ：United Nations Mission in Nepal）を設立して自由かつ公正な選挙の実施に向け、UNMIN
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によるマオイスト及び国軍の兵士と武器の管理の監視を実施した。2008 年 4 月 10 日、制憲議会選挙

は、一部混乱等もみられたが、当初の想定の範囲内であり、概ね平和裡に実施され、ネパールにおけ

る民主化、平和構築プロセスは進捗しつつある。 

＜経済概要＞ 
前述のように、「ネ」国では山岳高地であるヒマラヤから南下する渓谷によって東西を結ぶインフ

ラ整備が遅れており、一人当り国内総生産（GDP: Gross Domestic Product）は約 294 米ドル（2004/05）
の典型的な後発開発途上国（LDC: Least Development Countries）の農業国である。 

「ネ」国の経済成長率は、2001/02 年度マイナスを記録したが、2003/04 年度は 3.3％に回復した。

しかし、2004/05 年度の経済成長率は、天候不順による農業部門の不振、輸出産業及び観光業の不振

により 2.0％にとどまり、2005/06 年度はモンスーン時の好調な天候に支えられ、農業部門の伸びがネ

パール全体の経済成長を支えた。2005/06 年度の GDP 成長率は 1.8％（推定値、政府経済調査）であ

る。主要産業は農業（GDP の約 4 割、就業人口の約 7 割、2001 年国勢調査）である。その他の主要

産業は観光業と繊維加工業である。観光業は重要な外貨獲得手段であり、1996 年度以前の観光業収

入は取得外貨の 20％以上を占めていたが、国内の混乱により観光客が減少し 2002 年度以降は 10％以

下に減少した。 

「ネ」国は恒常的な歳入不足により財政赤字構造を呈しており、不足分を借入れと外国援助で補っ

ている。特に最近は治安維持活動費の増加が財政悪化の大きな要因であった。貿易赤字は財政赤字と

共に「ネ」国の経済最大の懸案であり、2005/06 年度における貿易赤字は 13.6 億米ドル（輸出額 約
8.0 億米ドル、輸入額 約 21.6 億米ドル）に達しており、主に海外出稼ぎ労働者からの送金と外国か

らの贈与で赤字を補填する構造となっている。ちなみに 2007/08 年度の 11 ヵ月間に約 21.5 万人の労

働者が海外に働きに出ており、そのうちの約 93％の仕事先がカタール、マレーシア、UAE 及びサウ

ディアラビアの 4 ヵ国である。 

主要輸出品はカーペットと既製服であり主要輸出先はインド、米国及びドイツ、また主要輸入品は

石油製品、糸、化学肥料、輸送用機械等であり主要輸入先はインド、シンガポール及びスイス等であ

る。 

2-3 社会基盤整備状況 

2-3-1 道路交通・航空 
「ネ」国の道路交通網は総じて遅れており、特に険しくかつ脆弱な山々が連なる山岳地帯の道路は

難工事・高コスト・低便益等の観点から進んでいないのが現状である。全国 75 郡のうち郡庁へ自動

車道路の通じていない郡が 17 郡ある（2000 年 7 月時点）。それでも、「ネ」国政府及びドナーの尽力

により道路総延長は 1956 年の 624km から 2000 年の 15,305km と延びている。そのうち、舗装道路は

4,522km で舗装率は約 30％にとどまっている。 

「ネ」国全体の道路の基本的な骨格は出来上がりつつあるが、幹線道路も災害に対する安全度は極

めて低く、毎年繰り返して起こる降雨災害（斜面崩壊・土砂流）による道路の交通遮断が「ネ」国の

経済活動に与える影響も無視できない状況にある。カトマンズ市内の都市交通に関しては近年、年率

15％程度の伸びで交通量が増加しており、交通渋滞問題と排気ガスによる市内の大気汚染問題が深刻

化している。 
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航空輸送は、道路建設の困難な山間部の僻地への唯一のアクセス手段であるほか、観光開発に大き

く寄与している。「ネ」国には唯一の国際空港であるトリブバン国際空港をはじめ 40 余りの空港施設

があるが、滑走路の舗装がアスファルト／芝／土／砂利、また管制業務が提供されている空港／飛行

情報業務のみが提供されて管制業務を行なわない空港などの格差がある。 

2-3-2 情報通信 
「ネ」国では、長い間、ネパール電気通信公社（NTC: Nepal Telecommunication Corporation）が、

市内電話、携帯電話、市外電話、国際通話及び付加価値サービスを提供する唯一の国営電気通信事業

者であったが、会社法（the companies Act 2053）の下、2004 年、Nepal Doorsanchar company Limited
（一般的には”Nepal Telecom”）に民営化された。 

2006／07 年度末時点で、電話加入者 520 千件、モバイル加入者 1,219 千件及びインターネット加入

者 25 千件にサービスを提供している。また、71 郡に CDMA system、55 郡に GSM モバイルが提供さ

れている（Nepal Doorsanchar company Limited "ANNUAL REPORT 2007”）。 

2-3-3 電力 
「ネ」国では、石油、石炭及び天然ガスの資源はなく、水力資源が唯一のエネルギー資源である。

開発可能な包蔵水力は、42,000MW と推定されているが、既開発設備は 556.4MW（2006 年 7 月）で

あり、開発可能な包蔵水力の 1.3％にすぎない。 

「ネ」国では主にネパール電力公社（NEA: Nepal Electricity Authority）が電力を供給している。「ネ」

国の電力総消費量の年平均増加率は 7.0％（1992－2000）、また電力総供給量の年平均増加率は 7.1％
（1992－2000）とほぼ同様の増加率を示している。しかし、「ネ」国内の電力量不足を補うため、総

供給量の 10％程度はインドから購入したり（2006/07）、計画停電を行っている。 

2-3-4 下水道 
DWSS 内の下水管理セクション（Sewerage Development And Management Section）は下水に関する

ガイドラインやマスタープランの準備、適切な技術の調査・開発、他機関との調整、プロジェクトの

監督・モニタリング・評価等を行なっている。また、WHO の協力で、"A Draft National Policy and 
Implementation Strategy on Wastewater and Storm water Management in Nepal"を準備している。現在、下

記のプロジェクトを実施中である。 

S/No Name of Project Location 
1 Ilam drainage system Ilam Municipality 1 to 9 
2 Hanuman Nagar drainage Saptari Hanuman Nagar municipality 1 to 9 
3 Mirchaiya drainage system, Siraha Mirchaiya Municipality 
4 Sital bazaar drainage Dhading Nilkanta VDC 
5 Bhandara bazaar drainage, Chitwan Bhandara VDC 
6 Gorkha bazaar drainage Prithivi Nagar Municipality 
7 Adarshanagar drainage system, Banke Nepalgunj municipality 13 
8 Khajura drainage system, Banke Bageswori VDC 
9 Thimi Sewerage system MadhyapurThimi municipality 

10 Thaiba Sewerage system Thaib VDC 
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このような努力にも関わらず、「ネ」国では生活排水などの下水処理能力は、元々処理のための施

設／敷設整備が十分行なわれなかったこともあり、また最近の人口増加と住宅増加に対応しきれてい

ないのが現状である。そのため、道路沿いに垂れ流し状態であったり、下水管敷設が未完成／未使用

であったりし、下水道事業は立ち遅れ、環境問題や人々の健康問題に及んでいる。 

例えば、首都カトマンズでは計画的な下水整備（Wastewater management infrastructure）が不足して

おり、カトマンズ盆地内の 2/3 の家庭が下水管（Sewerage facility）にアクセス可能であるが（CBS: 
Central Bureau of Statistics）、処理場が無く、多くの家庭排水や一般廃棄物はカトマンズ市内を流れる

バグマティ川（Bagmati）などに 1 年中直接捨てられ、河川の汚染原因となっている。また家庭排水

による地下水汚染も深刻になっている。 

2-4 平和構築・民主の進展 
2006 年 11 月 21 日ネパール政府とマオイスト（反政府勢力）の間で包括的和平合意が成立し、マ

オイストによるいわゆる「人民戦争」として始まった過去 11 年におよぶ紛争に、正式に終止符が打

たれた。その後、2007 年 1 月暫定憲法公布、暫定議会樹立、2007 年 4 月にマオイスト大臣を含む暫

定政権が樹立され、和平プロセスを進めている。最大の懸案であった制憲議会選挙は、二度の延期の

後に 2008 年 4 月 10 日に実施された。 

制憲議会選挙は比較的平和裏に実施され、その結果、予想に反してマオイストが最多得票し、第一

政党となった。マオイストが躍進した理由には、これまでの政権に対する国民の不満と国を変えたい

という国民の意志が現われたものと考えられる。他党よりマオイストの選挙活動中の脅し等不正行為

を批判する声はあったものの、各政党は選挙結果を受け入れた。5 月 28 日に第 1 回制憲議会が開催

され、同会合で王政を廃止し、連邦民主共和制に移行することが可決され宣言された。これにより約

240 年間続いたシャハ王朝は幕を閉じた。また第 4 次暫定憲法改定案が可決され、国家元首としての

象徴的大統領の設置及び権限について規定された。 

その後、7月に初代大統領にコングレス党のDr. Ram Baran Yadav、副大統領にはMPRFのPramananda 
Jha、制憲議会議長には UML の Subhas Chandra Nembang、8 月にマオイストの Pushpa Kamal Dahal（プ

ラチャンダ）が首相として選定され、8 月 31 日に新内閣が樹立された。これらの主要 4 ポスト及び

閣僚決定にあたっては、パワーシェアリングのための政党間の駆け引きが繰り返された。大統領選定

時は反マオイストとして第２政党のコングレス、第３政党の UML、第４政党の MPRF が連合、首相

選定時はコングレス党を除く主要政党が連合し、マオイスト党首を首相として擁立、その結果コング

レス党は内閣に参加せず野党となった。このように現在の与党連立政権は脆弱なもので、今後も主要

課題毎に意見が対立し、連立が変わる恐れがある。 

特にマオイスト人民解放軍（PLA）兵士の国軍への統合、社会復帰について、連立政権内でも意見

が対立しており、連立政権崩壊の恐れもある。マオイストは、大部分を国軍へ統合したいと考えてお

り、集団入隊を主張している。他方、国軍関係者は技術力の違い、イディオロギーの違いなどを理由

に、マオイスト兵士の国軍統合を歓迎していない。野党のコングレスを初め、連立政権内の UML、
MPRF も集団入隊ではなく、兵士個人が適格な条件を満たしているかを判断した上での個人の入隊を

主張している。双方がどのように妥協点を見出すかが鍵となっている。10 月にマオイスト兵士再統

合のための特別委員会が設置されたが、政党の構成メンバーを再編するか否かで議論が滞っており、

本格稼動していない。 
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制憲議会は、新政権樹立の遅れの影響から、議会の運営規定（Rule of Procedures）、制憲議会内の

各種委員会の立ち上げにいたっておらず、憲法制定にむけて未だ本格稼動できていない。何よりも

10 月現在、マオイスト兵士の国軍への統合問題の解決が緊急かつ重要問題となっており、政党間で

大きく意見が分かれているため、この問題が解決するまで、憲法制定プロセスが始動しない恐れもあ

る。これまで主要な議題については、主要政党が協議し決定した後に、議会で承認するという方法が

目立っており、小政党はこの方法が非民主的であると非難し、主要政党、小政党間でも確執が生じて

いる。 

ハイレベル国家再構築委員会、平和再建委員会、真実和解委員会、行方不明者解明にかかる委員会

等の各種委員会の設立は、包括的和平合意等で合意されたにもかかわらず、準備は進んでいない。国

内避難民（IDP）、紛争被害者への支援も、現在のところ短期的な資金援助にとどまっており、適切

な登録データの管理・支援の分配、中長期的な支援が必要な者への支援の検討 がなされていない。9
月 10 日、大統領は、制憲議会において新政権の方針演説を行い、社会・経済的変容の推進、紛争被

害者の支援、包括的和平合意を含む過去の合意事項の履行を強調、また行方不明者捜索委員会、真実

和解委員会を含む 9 つの新委員会の設置を発表した。 

経済面では、慢性的な石油不足、食料品・油等生活必需品の高騰、石油製品の値上げ、石油製品の

値上げに伴って各種交通料金の値上げ等、一般市民の生活を圧迫している。特に山岳地域においては

食糧不足に加え、石油製品値上げの影響から食糧輸送費も割高となっており、食料品の値段が高騰し、

貧困層に打撃を与えている。 

マオイストの若者により組織されている YCL（Yong Communist League）は引き続き、郡レベルで

の建設事業等の入札への妨害、献金の強制などを行っている。YCL の解体、不法に占拠している土

地の返還について、即対応をとることについて政党間で合意に至ったものの進捗は見られない。UML
もYouth Forthを組織したため、同組織とYCLとの衝突も目立ってきている。タライ地域では、JTMM-J、
JTMM-G などの武装勢力による脅迫、誘拐、献金強制も頻繁に起こっている。
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第3章 ネパール国上水道セクターの現状 

3-1 上水道事業の政策 

3-1-1 上水道の国家計画 
ネパール政府が 2002 年に発表した「国家第 10 次 5 ヵ年計画（2002－2007）」における給水率の目

標は 85％であったが、2007 年における給水率は 76.6％にとどまっている。 

次いで 2007 年に発表した「暫定 3 ヵ年国家計画（2008－2010）」では、2010 年度までに 90％の給

水率を達成することを謳っている。 

2007 年に公共事業計画省が発表した「Vision paper」は 2027 年までの道路、上下水道を含む都市整

備に関する方針である。上水道に関する目標等は「National Water Plan2004」（後述）に沿ったもので

あるが、特記すべき事項を以下に述べる。 

 2008 年度 “Water Supply Act” 制定 
 タライ地方における砒素被害軽減 
 雨水利用の積極的活用（地下水涵養と各戸使用） 
 水道整備への住民参加 

National Water Plan 2004 は水道に関する初の国家政策あり、すべての国民が安全で便利な給水を受

けることを目的とし、特に衛生面を重要視している。この政策の内容を以下に要約する。 

 水道の拡張計画において、サービスレベル、衛生設備、環境配慮、そして特に、住民参加と地

方分権を考慮する。 
 施設には適正な技術、機材を用いる。 
 安全な水質を確保する。 
 地方分権と権限の明確化 
 健康と衛生に関する啓発 
 水利権、水質汚染防止、水質基準に関する法整備 
 水道事業のための財源確保。建設コストの回収、民間資本活用 
 維持管理能力向上 
 水道事業体の情報管理に関する政策・組織体制の構築 

給水区域人口１万人未満の水道事業を対象とする政策としては「Rural Water Supply and Sanitation 
Policy, Strategy and Action Plan」がある。2017 年までの全国民への水道普及を目的とし、地方部小規

模水道事業の発展を促進するものである。特にコミュニティによる施設所有、事業の意思決定への女

性参加を求めている。主な内容を以下に要約する。 

 すべての国民への水道普及 
 水系感染症の削減 
 水汲みにかかる労力の削減 
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給水区域人口１万人以上の水道事業に関する政策は「Urban Water Supply and Sanitation Policy 
(DRAFT)」である。現在はドラフトの段階であるが、ADB によるリバイズの後、2008 年中に閣議決

定される予定である。主な内容を以下に要約する。 

 地方自治体への水道事業権限移管（制定後 10 年以内） 
 各組織の権限・役割の明確化 
 建設コストの 50％、O&M コストの 100％回収のための料金設定 
 貧困、被差別グループへの配慮 
 水質規制、料金規制等を行う国家水道規制委員会（仮称）の設立 
 民間資本の活用 
 水道事業人材育成 
 中央および郡内での関係者調整組織 
 法整備 
 環境への配慮 

3-1-2 水道関連法等 
水道関連法令の名称および制定年度を表に示す。 

表 3-1 水道関連法令 
名称 制定年 

Nepal Water Supply Corporation Act 1990 

Water Resource Act 1992 

Water Resource Regulation,  1993 

Environmental Protection Act 1996 

Environmental Protection Regulation 1997 

Local Self Governance Act 1999 

Local Self Governance Regulation 1999 

Drinking Water Regulations 1998 

Drinking Water Tariff Fixation Commission Act 2006 

Water Supply Management Board Act 2006 

Nepal Water Supply Corporation Amendment Act 2006 
 

主な法令の概要を以下に示す。 

（1）Water Resource Act、Water Resource Regulations 
本法には以下の事項が定められている。 

 水源利用の優先順位 
 水源利用目的別の地元委員会制定およびその認可 
 水源使用料未払いに対し罰則を科する権限 
 水質汚染を引き起こす行為に対する罰則 
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（2）Local Self Governance Act 
地方開発省（Ministry of Local Development）関連法であり、本法に基づきネパールでは地方

分権化が進められている。水道事業に関しても、これまで実務を行ってきた水道局や水道公社

から自治体への事業移管が進められている。 

（3）Drinking Water Regulations 
飲料水供給事業に関し、利用者委員会の設立、水質、料金等に関する事項を定めている。 

（4）Drinking Water Tariff Fixation Commission Act 
水道料金の適正について審査する有識者会議設立に関するもの 

（5）飲料水質基準 
2006 年度にネパール独自の飲料水質基準および実施ガイドラインが制定された。これにより

定められた基準値は WHO ガイドラインに準拠したものである。この基準およびガイドライン

には、以下の事項も示されている。 

 基準制定後に整備改良された施設に対する水質基準適合 
 都市部（給水区域内人口１万人以上）の水道事業者からの水質改善計画提出（基準制定

後 1 年以内） 
 都市部水道の水質基準適合（基準制定後 5 年以内） 
 全水道の水質基準適合（基準制定後 10 年以内） 

 

3-2 上水道組織と運営体制 

3-2-1 公共事業計画省（MoPPW） 
公共事業計画省（MoPPW）は、道路、鉄道、上下水道などの事業を管轄する国の機関であり、上

水道に関しては水道･衛生部（Water Supply and Sanitation Division）が、 

1）飲料水供給に関する総合計画・調整・プログラムの実施、 

2）飲料水供給事業の政策決定・財政措置・担当職員の研修・関連公社への指導、 

の機能を果たしている。MoPPW の組織図は、図 3-1 のとおりである。 

MoPPW の中で具体的に上水道事業を計画・実施している部局として、主に地方都市水道を対象と

している上下水道局（DWSS: Department of Water Supply and Sewerage）がある。 

カトマンズを始めとする大都市（カトマンズ盆地内 5 都市、盆地外 23 都市）はネパール水道公社

（NWSC: Nepal Water Supply Corporation）が事業運営を行ってきたが、2008 年 2 月にカトマンズ盆地

水道会社（KUKL: Kathmandu Upateya Khanepani Ltd.）が発足し、盆地内 5 都市の水道事業は KUKL
が担っている。NWSC、KUKL はともに政府直属機関ではないが、これらの意思決定機関である理事

会（Management Board）に MoPPW の事務次官または事務次官補が参加している。
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3-2-2 上下水道局（DWSS） 
上下水道局（DWSS）は MoPPW の所属機関であり、管轄している地域の水道事業の計画・設計を

行ない、地方事務所（RMSO, WSSDO/WSSSDO）の統括・指導を行なう。DWSS の組織図は、図 3-2
のとおり。 

DWSS は水道事業の上位機関に位置し、その下部組織として RMSO－WSSDO/WSSSDO－WUSC
という関係にあり、下部組織からの要請をまとめて水道施設建設の予算配分を決めたり、地方事務所

（RMSO, WSSDO/WSSSDO）の統括・指導を行なったりする。 

上下水道局（DWSS）は MoPPW の所属機関であり、大都市（28 都市）以外の中小都市の水道事業

の計画・設計を行なっている。組織としては中央本局、5 つの地域水道事業監督事務所（RMSO）と

その下の 75 の郡事務所（WSSDO/WSSSDO）で構成されている。DWSS 本局の組織図は、図 3-2 の

とおりである。 

（1）本局（一般的に DWSS と呼ばれている。） 
下部組織からの要請をまとめて水道施設建設の予算配分を決め、地域・郡事務所（RMSO, 

WSSDO/WSSSDO）運営の監督・指導を行なう。 

（2）中央人材開発ユニット（CHRDU: Central Human Resource Development Unit） 
DWSS の研修機関としてカトマンズ郊外のナガルコット（Nagarkot）に設立されている。こ

こには現在、19 名の常勤のスタッフがおり研修がいつでもできるように準備がなされており建

物や敷地は整理されているが、コンピューターなどの電子機器や水質検査機器などは設立（ナ

ガルコットへは 1995 年設立）以来、更新されていない。 
CHRDU は 2006/07 年度に 10 回（研修受講者数：179 名）、2007/08 年度に 15 回（同：268 名）

の研修を実施している。 

（3）地域水道事業監督事務所（RMSO） 
「ネ」国は 5 つの地域（region）に区分されており、その中心地に 5 つの地域水道事業監督

事務所（RMSO）が設置されている。 

表 3-2 ５地域水道事業監督事務所 
RMSO ダンクタ カトマンズ ポカラ シュケット ディパヤル 計 

管轄する

WSSDO 数 
17 19 16 15 9 75 

 
RMSO のチーフは、管轄郡の WSSDO をモニタリングして監督指導し、各 WSSDO から上げられ

てくる要請を受け、また各郡の年次報告書をまとめて中央の DWSS に提出する。研修を実施するこ

ともある。講師は国、地域、郡の職員が担当する。現在 M&E（モニタリングと評価）の実施に向け

て準備中である。また、職員（チーフ以外）は RMSO の所在する郡の WSSDO としての職務を遂行

する。つまり 1 つの RMSO が管轄郡の監督事務所としての機能を持ち、かつ所在する郡の WSSDO
の機能を持つことになる。 
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プロジェクトのカウンターパート機関として予定されている東部地域を管轄している Eastern 
RMSO（以下「ERMSO」）はその地域の中心地ダンクタ（Dhankutta）にあり、地域内の 16 郡のモニ

タリング／監督を行なっている。 

この ERMSO は、1) 管轄地域内のモニタリングと監督、2) ダンクタ郡における WSSDO としての

業務の 2 つの役割を果たしている。そのため、他の WSSDO よりも多い 37 名の職員を配置している

（図 3-3 参照）。これらの職員の学歴は表の通りである。 

表 3-3 ERMSO 職員の学歴 
Master of Science Engineer：MSc 1 名 

Bachelor of Engineer：BE 1 名 

Intermediate Course：Engineer：CE 5 名 

Intermediate Course：Literature：CL 3 名 

School Leaving Certificate：SLC またはそれ以下 27 名 

計 37 名 
 

調査時点ではダンクタにある ERMSO にはパソコン、プリンター、コピー機と水質検査キット（試

薬なし）があるのみで研修を実施できる体制にはなっていない。 

さらに ERMSO は、水質検査とメータ検定の業務を実施する予定であり、ADB の支援によりスン

サリ郡（Sunsari District）のイタハリ（Itahari）に建設中の Technical Support Center（TSC）の管理も

行なうこととなっている。TSC は水道事業体から検査料を取って運営する予定である。（3-19p ADB
プロジェクト参照） 

DWSS の研修機関として中央人材開発ユニット（CHRDU: Central Human Resource Development 
Unit）がカトマンズ郊外のナガルコット（Nagarkot）に設立されている。ここには現在、19 名の常勤

のスタッフがおり研修がいつでもできるように準備がなされ建物や敷地は整理されているが、古いコ

ンピューターなどの電子機器や水質検査機器などは設立（ナガルコットへは 1998 年設立）以来、更

新されていない。 

CHRDU は 2006/07 年度に 10 回（研修受講者数：179 名）、2007/08 年度に 15 回（同：268 名）の

研修を実施している。 

ADB の”Small Towns Water Supply and Sanitation Sector Project”では 5 地域（Region）及びカトマンズ

にある DWSS 敷地内に水質検査用施設を建設している。DWSS 敷地内にある Central Water Test 
Laboratory 内 には水質検査をするための資機材が設置されている。 

調査時点（2008 年 8 月）では化学分析専門家 1 人が責任者として任命されているだけで他 5 人は

募集中である。DWSS によると科学・技術系人材の確保は若干、難しいところがあるとのことである。 

3-2-3 地域水道事業監督事務所（RMSO） 
「ネ」国は 5 つの地域（region）が区分されており、その中心地に 5 つの地域水道事業監督事務所

（RMSO）が設置されている。RMSO のチーフは、管轄郡の WSSDO をモニタリングして監督指導し、

各 WSSDO から上げられてくる要請を受け、また各郡の年次報告書をまとめて DWSS に提出する。

この際、他の職員もチーフを支援したりする。また、他の職員（チーフ以外）は RMSO の所在する
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郡の WSSDO として水道施設を計画・要請し DWSS から建設予算が認可された際には水道施設を建

設して水道事業体（WUSC）に運転・維持管理の移管や WUSC のメンバー等への研修を実施するこ

ととなる。したがって、1 つの RMSO が管轄郡の監督事務所としての機能を持ち、かつ所在する郡

の WSSDO の機能を持つことについては、建物等の効率化を図るためとの理由である。 

例えば、東部地域を管轄している Eastern RMSO（以下「ERMSO」）はその地域の中心地ダンクタ

（Dhankutta）にあり、地域内の 16 郡のモニタリング／監督を行なっている。 

この ERMSO は、1) 管轄地域内のモニタリングと監督、2) ダンクタ郡における WSSDO としての

業務の 2 つの役割を果たしている。そのため、他の WSSDO よりも多い 37 名の職員を配置している

（図 3-3）。これらの職員のうち、チーフは MSc（Master of Science（Engineer））、エンジニアは BE
（Bachelor of Engineer）1 名及び CE（Intermediate Course: Engineer）5 名、管理部門職員 3 名が CL
（Intermediate Course: Literature）であり、その他の職員は SLC（School Leaving Certificate）合格ある

いはそれ以下である。 

ERMSO のチーフは、16 郡の WSSDO をモニタリングして監督指導し、各 WSSDO から上げられて

くる要請を受け、また各郡の年次報告書をまとめて DWSS に提出する。この際、他の職員もチーフ

を支援したりする。また、他の職員（チーフ以外）はダンクタ郡 WSSDO の業務として水道施設を計

画・要請し DWSS から建設予算が認可された際には水道施設を建設して水道事業体（WUSC）に運

転・維持管理の移管や WUSC のメンバー等への研修を実施する。 

さらに ERMSO は、水質検査等の業務を実施する予定でスンサリ郡（Sunsari District）のイタハリ

（Itahari）に改装中の Technical Support Center（TSC）の管理も行なうこととなっている。調査時点で

はダンクタにある ERMSO にはパソコン、プリンター、コピー機と水質検査キット（試薬なし）があ

るのみでコンピューター関連の研修や水質検査関連の研修を実施できる体制にはなっていない。 

注） ネパールの教育システムは、初等教育（Primary）5年、前期中等教育（Lower Secondary）3 年、

中等教育（Secondary）2年、後期中等教育（Higher Secondary）2年の 5-3-2-2 制である。中期

中等教育の10 学年修了時には中期中等教育修了資格（School Leaving Certificate: SLC）を得

るための試験が行われる。SLCをパスした後、後期中等教育（”Intermediate Course” あるいは”
プラスツー（＋２）”と言われる）へ進級できる。その後は大学へも進学できる。 

ERMSO の TSC（通称“ラボ”）設置のため、スンサリ郡（Sunsari District）のスンサリ WSSDO の

敷地内にある建物を改装中（2008 年 8 月）であるが、関係者によると 2008 年 9 月 30 日までに改装

終了し水質検査機器を設置しなければならない。また、DWSS の幹部の話では 9 月には改装／機器の

設置は終了するはずであり、それら機器を使用し検査する人員の採用は独立機関 Public Service 
Commission が進めているとのことである。 

また、水質検査料によって試薬などの購入や機器のメンテナンスを行なうこととなっているが、そ

の料金は未定である。 
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3-2-4 上下水道事務所（WSSDO）の役割・能力・課題 
DWSS は 5 つの地域水道事業監督事務所（RMSO）を管理しており、その各 RMSO がその郡に所

在する地方事務所である WSSDO を管轄している。WSSDO は、管轄している地域の水道事業を計画・

要請し、DWSS から建設予算が認可された際には水道施設を建設して水道事業体（WUSC）に運転・

維持管理を移管する。そして、移管後は WUSC のサポートを行なう業務を行なっている。また、継

続中のプロジェクトについても支援を行なう。 

「ネ」国の 75 郡のうち、42 郡に WSSDO、28 郡に WSSSDO が設置されており、残り 5 郡を 5 つ

の RMSO が兼務している。 

3-2-4-1 モラン郡上下水道事務所（Morang WSSDO） 
プロジェクト対象予定のモラン WSSDO は 4 つのセクションで構成され、22 名が常勤として勤務

している。これらの職員は公務員で人事異動が 2～3 年ごとに行なわれ、他の郡 WSSDO や RMSO に

移ることがある。現在 16 のプロジェクトを計画･設計から実施まで行っている。（14 はポンプシステ

ム、2 は自然流下システム）事務所設備としてコンピューターは 3 台ある。職員の学歴は下表の通り

である。 

表 3-4 モラン WSSDO 職員の学歴 
MSc: Master of Science 1 名 

BS: Bachelor of Science 1 名 

BE: Bachelor of Engineer 1 名 

B: Bachelor 3 名 

CE, CL: Intermediate Course 3 名 

SLC: School Leaving Certificate 6 名 
Under SLC 7 名 

 
職員の技術研修は CHRDU で受け、財務･会計は RMSO で受けた。現在の職員では機械、電気、水

質などの問題に対し或る程度は解決できるが、研修は必要である。通常、WUSC に対し研修を実施

しているが、モラン郡には 56 の WUSC があるため、出張費が不足していて定期的に出かけて確認す

るような体制とはなっていない。 

2007/2008 に実施された研修は下表の通りである。 

プロジェクト名 研修名 期間 参加人数 
バヤルバン WS/ 

カタハリ WS 
先生のための学校 
衛生（SLTS）研修 3 日間 23 名 x 2 

ジャンテ WS/ 
ビラトウナガル 
ブリハド WS 

WUSC のための 
建設前研修 6 日間 11 名 

34 名 

タンキシンワリ WS WUSC のための 
建設後の研修 3 日間 9 名 

 
モラン郡の問題としては水質改善施設の必要性、水道サービスをモニタリングするための水質検査

体制の必要性、国、地域、郡レベルの効率的連絡・指示体制の必要性などである。 
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＜組織図＞ 
 

Project Implementation 
and Monitoring Section 

 
 
Engineer 1 
Sub Engineer 2 
Water Supply & Sanitation 
Technician II 2 
Water Supply & Sanitation 
Technician III 2 

Division Chief
Senior Division Engineer - 1 

Account 
Section 

 
 
Accountant 1

Community Management 
Section 

 
 
Sub Engineer 2 
Water Supply & Sanitation 
Technician II 1 
Water Supply & Sanitation 
Technician III 1 
Woman Worker 1 
Other: Temporary staff 3 
      (technician level) 

Administration section
 
 
Nayab Subba 1 
Computer Operator 1 
Kharidar 1 
Light Vehicle Driver 1 
Office Helper 4 

 
 

3-2-4-2 ジャパ WSSDO（Jhapa WSSDO） 
ジャパ WSSDO は 3 つのセクションで構成され、25 名が常勤として勤務している。職員の学歴は

下表の通りである。 

表 3-5 ジャバ WSSDO 職員の学歴 
MSc 2 名 

BE, BL 3 名 

CE, CL 6 名 

SLC 9 名 

Under SLC 5 名 
 

ジャパ WSSDO は 71 の WUSC を管轄している。通常、WUSC への支援は要請ベースで対応してい

るが、車両不足／燃料不足もあり常時モニタリングできる体制とはなっていない。現在実施中のプロ

ジェクトは 14、終わったものは 57、計画中のものは 4 箇所ある。プロジェクトの中には資金不足の

ため 10 年間経ても終わらないものや内容の修正が必要なもの、水質改善が必要なものなどがある。

ジャパ WSSDO の職員には電気分野や水質改善分野の研修が必要である。また、データ管理や記録の

保存に問題がある。 

WUSC に実施された研修は以下の通りである。（fiscal year 064/065） 
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プロジェクト名 研修名 期間 参加人数 

WUSC のための建設前研修 6 日 9 名×2 ジュロパニ、バルコラ 

学校衛生研修 3 日 WUSC 職員 

チャンドラガディ 電気機械の研修 10 日 ポンプオペレーター、

CHRDU で 
 

WUSC からの要望は浄水場、技術職員への研修、配管網の延長、古い施設の改修などである。ジ

ャパ WSSDO の組織図を示す。 

 

3-3 上水道施設の課題 

3-3-1 水道事業体（WUSC）の能力・課題 
地方開発省（Ministry of Local Development）の関連法「Local self Governance Act 1999」により、「ネ」 国

では地方分権化政策が遂行され、また、地方の水道事業政策として「Rural Water Supply and Sanitation 
Policy 2004」が発表された。 

この政策の主な内容は、 

（1）水道事業の地方移管の推進 
（2）水道施設整備への受益者負担 
（3）持続的な水道事業運営 
（4）水道事業への経営的概念の導入 
（5）地方移管後の関係組織の役割の明確化 
である。 
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水道事業の地方移管の推進、地方移管後の関係組織の役割の明確化が謳われ、水道事業に関しても

これまでの水道局や水道公社から自治体／自治組織への水道事業の移管が進められている。 

これらの政策の下、DWSS（WSSDO）が建設した水道施設の運転・維持管理を WUSC（Water Users 
and Sanitation Committee）が行なうこととなったが、DWSS（WSSDO）から WUSC へ水道事業が移

管された際の初期条件の相違、並びに WUSC 理事会の経営能力の相違により様々な様相を呈してい

るのが現状である。 

前者の初期条件とは、「元々水道が存在し地域住民が水道料金を支払っていた地域なのか、あるい

は初めて水道が敷設されたのか」であり、その相違によって水道供給の受益者による水道料金支払い

意志が異なってくる。また、後者については、WUSC 理事会は地域住民の代表者から構成されてい

るが、これら理事に「事業経営の経験あるいは NGO 活動などを通じて経営的センスがあるか否か」

であり、そのことによって WUSC による水道事業の経営方法や WTP の運転・維持管理に対する姿勢

が異なってくる。また、運転維持管理する人材も不足している。 

3-4 プロジェクト対象水道事業体の施設と組織・運営 
本プロジェクトの対象となる 3 WUSC は 2007 年に日本の無償資金協力で施設の一部を改修又は新

設し、ソフトコンポーネントで経営・運転維持管理に関する研修を受けてマニュアルを保存している。

（資料＊＊参照）。また、2008 年には JICA 専門家が問題点の指摘と指導を行い、瑕疵担保期間の終

了にあたり故障箇所、問題点の修理を実施した。 

本事前調査で、マンガドゥ WUSC、ドゥラバリ WUSC、及びゴウラダ WUSC の 3 ヵ所を調査し

たが、それぞれの経営状況は異なっている。しかし、共通点として も重要なことは、WUSC の雇

用されている技術者の層の薄さと学歴や経験不足から新しい施設の適正技術を吸収するためには時

間を要するということである。また「スペアパーツの入手」の問題がある。喫緊の問題ではないが、

機材の破損が機能低下・停止に直結している過去の協力案件の現状を鑑みると、協力効果の持続のた

めプロジェクトで検討せねばならない重要な課題である。更には修理費を支出し得る経営強化、ネパ

ールでも入手可能な代替品を用いた修理技術の移転などがプロジェクト活動として考慮しなければ

ならない課題である。3 WUSC の概要を表 3-6 に記述する。 

これらの政策の下、DWSS（WSSDO）が建設した水道施設の運転・維持管理を WUSC（Water Users 
and Sanitation Committee）が行なうこととなっているが、DWSS（WSSDO）から WUSC へ水道事業

が移管された際の初期条件の相違、並びに WUSC 委員の経営能力の相違により様々な様相を呈して

いるのが現状である。 

本事前調査では、マンガドゥ WUSC、ドゥラバリ WUSC、及びゴウラダ WUSC の 3 ヵ所を対象

としたが、それぞれの経営規模や経営状況は異なっている。 
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表 3-6 3 水道事業体（WUSC）比較表 
 

 マンガドゥ WUSC ドゥラバリ WUSC ゴウラダ WUSC 

理事会（人） 9 17 12 

雇用者（人） 11 24 5 

給水人口（人） 8,132 9,600 2,500～3,000 

給水栓 1251 1600 518 

管延長（km） 42 50 26 

現給水量/ 
計画給水量（m3/d） 

795  
2,200 

2,500（雨季）/600（乾季） 
4,300 

460  
1,100 

給水率 30％ 50％ 42％ 

給水時間（ｈ） 17 8 / 4 10 時間以下 

水源 地下水 表流水/地下水 地下水 

施設 
鉄マンガン除去 
加圧ろ過、 
塩素注入装置 

沈殿池、粗ろ過、 
緩速ろ過、 
塩素注入装置 

鉄マンガン除去、 
加圧ろ過、 
塩素注入装置 

水道料金（NRS） 90 / 10m3 50 /8 m3 75 / 8m3 

年間料金収入 
（NRs） 

NRs. 2,151,826 
(2007/08) 

NRs. 2,480,140 
(2007) 

NRs. 296,939 
(2006/07) 

経営状況 黒字 黒字 赤字 

問題点 

配水管の接合技術が 
低く、パイプを壊す 

乾季／雨季の原水量の格差

（乾季の 8 ヶ月は不足）、 
電圧が低く、溶解槽のミキ

サーや洗砂機を使えない。

3 本の井戸のうち、1 本の

深井戸のみ使用可能 

貧困層への配慮 あり（水道料金の減額） なし なし 
備考 他事業（ペットボトル 

販売）の拡大模索 
配水管網の拡張 

年間を通した定水量の確保

が重要 
新たな井戸掘削を申請

中、DWSS の返事待ち 

共通の課題 

1. WTP を運転・維持管理する担当者の経験が浅く、学歴が低いためコンピュー

ター操作の理解や機器の管理に支障があることが推測される。 
2. 会計処理は手計算で行なっている。 
3. 電気関連の技術者が少ない。 
4. スペアパーツの購入先が不明、または入手が難しく、購入金もない。 

 

3-4-1 マンガドゥ WUSC（Mangadh WUSC） 
マンガドゥ WUSC はモラン WSSDO の管轄下にあり、マンガドゥ地域に給水している。当地域は

ビラトウナガル市（ネパール第２の都市）と隣接し、同市の居住区域と見なすことができる。人口増

加も著しく水需要は多い。また工場勤務者も多いため、水道料金支払いに問題はない。 

日本の無償資金協力の基本設計報告書（2006 年 3 月）によると 2008 年の給水区域人口予測は約

23,000 人、施設は 2014 年を目標として、27,400 人の給水人口に対応する 2,200m3/d の給水施設を建

設している。水源は 2 本の既設井戸で、地下水に鉄分（2.2mg/l~5.7mg/l）が多いことから除鉄装置（エ
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アレーション、加圧ろ過）を設け、浄水池も新設した。配水は既設の高架水槽を利用している。浄水

フロー・組織図を以下に示す。 

＜マンガドゥ WUSC 浄水場のフロー＞ 

 
 

マンガドゥ WUSC の組織図 

 Mangadh WUSC
 

Executive Board: 9 Members 
 

Chairperson 1 
Vice-Chairperson 1 
Secretary 1 
Treasury 1 
Members 5 

Manager 1 

Technical Department
 
Operator 3 
Electrician 1 
Plumber 1 
Meter Reader 1 
Pipeline man 1 
Peon 3 

Account Department
 

Accountant 1 
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現在 22km の配水管網延長工事を行っており、材料費は政府からの援助である。これは今年中に完

成予定であり、給水量が増えてさらに経営が安定すると予測している。水道料金は 近値上げし、

10m3 あたり NRs. 60 から NRs. 90 になったが水質がよいため住民からの苦情はない。消費量が 10m3

を超えると 1m3 あたり NRs. 14 追加される。 

収集した財務表から経営は順調で黒字であることが確認された。 

浄水施設は良好な運転・維持管理がなされている。 

水質検査もなされており、末端の蛇口における残留塩素も確認されている。また、WUSC は大腸

菌検査を外部の水質試験場に委託しており、水質管理に対する積極的な姿勢が感じられた。 

配水施設に関しては、給水区域の拡張、既設配水管からの漏水が問題となっており、計画的な管網

整備、適切なポリエチレンパイプ接続技術の導入が望まれる。 

マンガドゥ WUSC においては、更なる水質検査の充実、24 時間給水の実現、配管図を用いた更新・

拡張計画等が十分に期待できる。 

3-4-2 ドゥラバリ WUSC（Dhurabali WUSC） 
ドゥラバリ WUSC はジャバ WSSDO の管轄下にあり、ドゥラバリ地域に給水している。当地域は

市街地で中心部は飲食店など商業店舗が密集し、郊外は居住地域となっていて人口が増加している。 

日本の無償資金協力の基本設計によると 2008 年の給水区域人口予測は約 29,000 人、施設は 2014
年を目標として、36,900 人の給水人口に対応する給水施設を建設している。水源は河川と湧水で新設

の取水堰から乾季は 1,000m3/d、雨季には 4,500m3/d の取水が可能として、計画浄水量を 4,320m3/d の

施設を建設している。導水管路は既設管φ200 に加え、φ150 の HDPE を約 2.8km 新設している。こ

の導水管は布設直後に隣接する住民と問題が発生し、切断されていたが、2008 年 8 月に解決し再接

合された。原水水質は良く、降雨時の高濁度と家畜による細菌汚染が問題であり、浄水方法は沈殿、

粗ろ過、塩素消毒を備えた緩速ろ過方式である。粗ろ過池の逆洗と配水のために２つの新高架水槽が

浄水場と WUSC の事務所敷地内に設置されている。配水管網は新たにφ300~φ90（DIP, SP, HDPE）
で 6.7km 布設されている。 

収集した財務表から経営は一応利益を出していることが確認された。 

維持管理上の問題点は低電圧が浄水場運転の障害となっており、改善が望まれる。 

また、乾季の取水量が少なく、WUSC は乾季水源の追加を望んでいるが、安易に水源を追加する

のではなく、配水量分析を行う必要性がある。配管について、「無償資金協力で布設した管が深く、

分岐工事が難しい」、「道路の両側に配水管を布設したい」という意見が WUSC から出された。単に、

給水管接続工事を容易にしたいという考えからの意見と考えられ、配水管網整備に関する意識向上が

必要と考える。 

浄水場の運転・維持管理状況は 3 WUSC の中では も悪い。「塩素溶解槽のミキサーが回らないか

ら塩素を入れない」、「塩素注入装置の目盛りが合っていないので、塩素を入れない」という姿勢であ

り、業務に対する工夫が無く、水質管理に関する認識が欠如しているものと考える。経営者も含めて

職員の仕事に対する意識に問題があると考えられ、重点的な OJT が必要である。浄水フロー、組織

図を以下に示す。 
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＜ドゥラバリ WUSC 浄水場のフロー＞ 

 
ドゥラバリ WUSC の組織図 

Dhurabali WUSC 
 

Executive Board: 17 Members 
 

President 1 
Vice-President 1 
Secretary 1 
Member 8 
Nominated Member 4 
Invited Member 2 

Manager 1 

WTP in Charge 1
 
Plumber 4 
Pump Operator 1 
Mechanical Operator 2 
Electrical Operator 1 
Pipeline Wacthman 1 
Night Wacthman 3 
Peon 4 

Account in Charge 1 
 
Store Keeper 1 
Collector 1 
Meter Reader 2 
Peon 2 

 



 

 3-18

3-4-3 ゴウラダ WUSC（Gauradah WUSC） 
ゴウラダ WUSC はジャバ WSSDO の管轄下にあり、ゴウラダ地域に給水している。市街地は飲食

店等が密集し、郊外は居住区として家屋が点在している。 

日本の無償資金協力の基本設計によると 2008 年の給水区域人口予測は約 10,000 人、施設は 2014
年を目標として、13,000 人の給水人口に対応する 1,100m3/d の給水施設を建設している。水源は 3 本

の既設井戸で、地下水に鉄分（2.6mg/l~8.64mg/l）が多いことから除鉄装置を設け、浄水池も新設し

た。配水は既設の高架水槽を利用している。 

収集した財務表から水道料金は NRs. 75/8m3 で 95％の回収率である。WUSC の加盟費は NRs. 2,500
である。経営状況は自家発電機の燃料代が高く赤字となっていることが確認された。 

運転維持管理の状況は一人のオペレーターの資質によるものであるが、無償資金協力のソフトコン

ポーネント、水道電気機械短期専門家の指導内容を忠実に実行し、適切な運転・維持管理とデータ記

録が取られている。 

配水区域の拡張、既設高架タンクの漏水等の問題があるが、 大の問題は水源である。３箇所の井

戸のうち、２箇所は使用不能となっており、残る１箇所も砂が混じり始めている。本プロジェクト開

始までに早急な対策が必要である。浄水フロー図と組織図を次に示す。 

＜ゴウラダ WUSC の浄水フロー＞ 



 

 3-19

ゴウラダ WUSC の組織図 

 Gauradah WUSC 
 

Executive Board: 12 Members 
 

Chairman 1 
Vice-Chairman 1 
Secretary 1 
Vice-Secretary 1 
Treasury 1 
Others 7 

Manager 1 

Operator 1
Plumber 1 
Helper 2 

 
 

3-5 日本の援助及び関連ドナーの動向 

3-5-1 「ネ」国におけるわが国の無償資金協力の実績 
 

実施年度 案件名 供与限度額 概要 

1976 タンセン市上水道拡張計画 5 億円  

1980 村落生活用水供給計画 6 億円 掘削機材、資材、水中ポンプ等

1982 村落水供給計画 4 億円 同上 

1983 村落生活用水供給計画 6 億円 同上 
1988~1991 地方都市上水道整備計画 43 億円 9 都市における水道施設 

1992~1994 カトマンズ上水道施設改善

計画一期 
33 億円 マハンカルチュール浄水場 

2001~2003 カトマンズ上水道施設改善

計画二期 
22 億円 マノハラ浄水場 

2006~2007 地方都市上水施設改善計画 11 億円 マンガドゥ、デュラバリ、 
ガウラダ給水施設 

 

3-5-2 他ドナーの動向 
ネパール水道分野におけるトップドナーは ADB であり、その他 WB、DIFID、FINIDA、UNICEFF、

WHO 等が協力を行っているが、ほとんどの協力は小規模集落の水道改善・衛生環境改善を対象とし

ており、本プロジェクトが対象とする中規模都市への協力を行っているドナーは ADB のみである。 
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ADB による中規模都市水道に対する協力は、「Small Towns Water Supply and Sanitation Projects」と

して、2002 年より行われており、2008 年秋に終了予定である。また、これに続くプロジェクトとし

て、「Water Supply Sanitation and Quality Management in Emerging Town」が、2009 年より開始される。 

「Small Towns Water Supply and Sanitation Projects」では、水道施設整備の他、全国６箇所の水質検

査所と全国５箇所のメータ検定施設建設も行われている。本プロジェクトにおいては、ADB プロジ

ェクトとの連携として WUSC による水質検査所とメータ検定施設利用、ADB プロジェクトにより施

設が改善された WUSC へのプロジェクト成果の普及が考えられる。 

ただし、今回の調査において、ADB は WUSC への支援組織として地域事務所レベルの組織を考え

ていることが判明した。DWSS 本局と本プロジェクトは郡単位での支援体制を考えており、この点は

ADB との連携を図る上での留意事項となる。 

UN-HABITAT は WUSC への啓発活動等ソフト面での実績を有する。彼らの経験は本プロジェクト

においても有益なものであり、本プロジェクトにおいては積極的な連携が期待される。 



 

 4-1

第4章 紛争予防配慮と平和への定着への配慮 

平和構築の観点から、プロジェクトの妥当性の確認、水道事業体の運営体制を確認し、活動への反

映を試みた。また郡レベル郡開発委員会、NGO からの聞き取りから、不安定要因・安定要因を確認

し、対応策を検討した。 

安定要因を促進するアクターとしてコミュニティ和解・調停を支援する団体が確認され、プロジェ

クト活動のリスクマネジメント、また草の根レベルからの平和構築の観点からも効果的な活動である

ことから、プロジェクトに付随する形で連携することを提案したい。 

4-1 プロジェクトの妥当性 
（1）平和の配当 

無償資金協力「都市上水道施設改善計画」は、紛争中の影響を受けつつも工事を続け、2007
年 4 月より給水を開始した。水質、供給量ともに改善され、対象地域住民は、充分に平和の配

当を実感することができたと推察される。引き続き平和の配当として、水質を維持し、住民が

満足するサービスを提供し続けるためにも、維持管理能力、運営面の改善も必須である。 

（2）地方開発・地方行政能力強化 
ネパールにおける平和構築の視点として、民主化プロセスへの貢献、地方開発・地方行政能

力向上を重視しており、当該プロジェクトは、地方開発・地方行政能力に大きく貢献する案件

であると考えられる。郡上下水道事務所が水道事業体のニーズを把握し、適切な技術指導、モ

ニタリングを行うためのキャパシティ・ディベロップメントを支援することは、住民に、水と

いう基本的公共サービスの提供に行政が貢献しているという認識をもたせることでき、また郡

上下水道事務所と水道事業体、住民との信頼関係醸成にもつながる。 

（3）タライ地域（インド国境平野部）での事業実施 
ネパールにおいては国内格差が紛争構造要因の一つであり、その是正という観点からも、地

方の開発は重要である。特に今回の対象郡、モラン、ジャパは東部タライ（インド国境平野地

域）地域に属し、平和構築の観点からの重要な地域である。包括的和平合意以降のタライ動乱

の影響もあり、特に中部タライ地域を中心に、マデシと丘陵系住民（パハディ）との対立が増

加している中、タライ地域への開発援助は未だ限定的となっており、和平プロセスと両輪で開

発が進められていることをタライ系住民に理解してもらうためにも、開発事業の実施は急務と

なっている。 

4-2 プロジェクト活動での配慮 
（1）郡上下水道事務所 

現在は、水道事業体からの要請を上部組織に伝えることが主な任務となっている。他方、水

道事業に関連する住民問題は頻繁に発生し、問題分析、問題の解決、調整能力の向上が必須と

なっている。 

（2）水道事業体 
委員メンバーは投票によって選ばれており、ジェンダーへの配慮はなされている。カースト
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や少数民族への割り当ては特になされていないが、現在のところ包括的なメンバーになってい

るとの報告であった。貧困層への対策をとっている事業体とそうでない事業体があった。決算

については年間報告書、総会等で住民への説明は行っているが、運営面での透明性確保のため

にもこれらの改善が必要と考えられる。また問題解決能力やリスクマネジメントの観点も必要

と考えられる。 

（3）想定される協力活動内容 
プロジェクトが社会的包摂に配慮し、よりよい事業を行うために以下のような配慮や活動内

容が想定される。 

a. 水道事業体アセスメント・情報共有 
b. 水道事業体の運営面での透明性の確保、改善への支援 

現在のところ、住民は改善されたサービスに満足し、料金を値上げしても問題なく料金

が支払われている。今後、施設維持管理のために料金を上げていく必要があり、ソフト面

でもよりよいサービスを提供するとともに、住民の理解を得ていく必要がある。年間報告

書、総会の改善、方針の明確化、行動規範、苦情窓口の設置や対応マニュアルの整備等が

必要。 

c. 問題解決能力の向上にかかる研修 
水は人間の基本的権利にもかかわることから、住民からの要求も多く、問題が絶えない。

水道事業体、郡上下水道事務所ともに、このような問題をかかえており、問題解決能力（問

題分析、交渉）などのスキルの向上を必要としている。紛争を助長しない開発の方法、リ

スクマネジメント、人権、社会的包摂、権利と義務といった研修内容を加えることにより、

包括的な能力向上が期待できる。 

4-3 郡レベル平和構築アセスメント（PNA） 
ジャパ、モラン郡、それぞれの LDO（開発担当者）、NGO から聞き取りを行い、郡の政治、社会

状況について簡単なアセスメントを行った。 

（1）政治 
制憲議会選挙の結果、特にモラン郡ではマオイスト、MPRF（タライ系政党）が議席を伸ば

している。LDO や NGO からの聞き取りの限りでは、郡レベルの All Party Meeting には全政党

が参加し、全党の合意でもって開発に関する事項は決定されており、郡と政党の関係はよい。

新政権設立後、コングレスが野党となっており、今後郡レベルでの動向をモニタリングする必

要がある。 

（2）連邦制（民族別） 
ジャパ郡では、リンブワン団体がリンブワン民族による州の設立、マオイストはコチラ民族

による州の設立を目指している。現在のところ、コミュニティレベルでの民族対立や混乱はな

いが、今後、連邦制の議論が活発化するとともに影響が出る可能性がある。モラン、ジャパは

山岳系民族の割合が多く、マデシ対丘陵系住民の対立も過激ではなく、中部タライ地域に比べ

て治安状況は安定している。 
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（3）その他 
中部に比べ、タライ系武装勢力の活動は限定的であるが、警察などからの情報収集、安全対

策を取る必要がある。またインド国境を接する郡であることから、インドとの関係が悪化した

場合、影響を受ける可能性がある。 

（4）安定要因（平和）促進アクター 
東部では、人権団体、弁護士団体の活動が活発で、コミュニティ和解・調停の活動を行って

いる NGO が存在し、VDC レベルでも受け入れられている。 

（5）定期的なモニタリング 
事務所とプロジェクトが連携し、政府、NGO、国際機関から聞き取りを行い、定期的に不安

定・安定要因についてモニタリングし、対処方針を練っていく必要がある。 

4-4 コミュニティ和解・調停 
コミュニティでは住民間の些細な問題が時には政治的になり、大きな問題へと発展するケースが多

い。法の支配、司法へのアクセスの欠如から、住民間で和解・調停が行われるよう、2001 年から DFID
や DANIDA を中心に NGO を通じて、支援が行われてきた。 

和解・調停スキルを習得するためには、人権、社会的包摂、紛争分析の理解も必要で、コミュニテ

ィから選ばれた和解・調停人に対して研修が行われた。VDC 議長不在期間が長期化し、無秩序な状

態が続く中、コミュニティレベルの問題・紛争解決能力の向上は、今後数年続く移行期において草の

根レベルの平和構築に大きく貢献すると考えられる。水道事業に関しての住民問題、また水道管の破

壊等を通じて別の問題への抗議活動が行われるケースもあり、コミュニティ和解・調停の導入は、プ

ロジェクト活動のリスクマネジメントとしても効果的である。また草の根レベルからの平和構築の観

点からも効果的な活動であることから、プロジェクトの内の活動、もしくは Community Empowerment 
Program（CEP）等を活用し、対象 VDC・隣接 VDC を対象として、プロジェクトに付随する形で連

携することを提案したい。 

【解決事項】 
土地問題、夫婦・離婚問題、侮辱行為 

【効果】 
住民間の問題の速やかな解決、住民間の信頼関係の醸成、 
VDC セクレタリーの負担の軽減（政党間の問題等）、VDC と住民間の信頼醸成 
将来的な問題に対しての紛争予防（IDP 帰還、元兵士、民族別連邦制）、コミュニティレベルでの

調和、個人レベルでの意識改革（人権、社会的包摂）、ローコスト、持続発展性 
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第5章 プロジェクトの基本方針 

5-1 協力の目的 
「ネ」国では、中小規模の水道事業は、個別の水道事業体が、公共事業計画省上下水道局の支援を

得ながら、事業の実施を担っている。本技術協力プロジェクトは、モラン郡とジャパ郡において、上

下水道局による水道事業体への技術支援体制が強化されることを目標とする。具体的には、３つの水

道事業体で実際の給水サービスの改善を図りながら、技術支援を提供する側（上下水道局）と活用す

る側（水道事業体）のモデル（如何に体制を整備しサービス向上を実現するか）を構築し、これら２

つのモデルを両郡内に普及させることを通じ、目標を達成する。 

本プロジェクトは、３つの水道事業体で実際の給水サービスの改善を図りながら、技術支援を提供

する側（上下水道局）と活用する側（水道事業体）のモデル（如何に体制を整備しサービス向上を実

現するか）を構築し、モラン郡とジャパ郡において、上下水道局による水道事業体への技術支援能力

の強化を行なう。 

5-2 協力の概要 
（1）協力の目標（アウトカム） 

1） 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

【目標】 対象２郡において、上下水道局による水道事業体への技術支援体制が強化される。 
【指標】 ①対象２郡の XX％の水道事業体で、本件活動を通じて作成される技術支援マニュ

アルに基づいた支援業務が実施される。 
②上下水道局の支援を受けた水道事業体での給水サービスが、本件開始時よりも改

善される。（具体的な改善の内容に関しては、ベースライン調査後に、測定可能な指

標を設定する。） 
2） 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

【目標】 本件で構築した上下水道局側のモデルが全国に普及し、水道事業体への技術支援体

制が強化される。 
【指標】 ①上下水道局の技術支援で改善された水道事業体数が全体の XX％に達する。 

②自らの技術支援体制の強化が、全地域と全郡の上下水道事務所の年間事業計画に

明文化される。 
3） 協力終了後に達成が期待される目標（スーパーゴール）と指標・目標値 

【目標】 地方都市において安全な水が安定的に供給される。 
【指標】 安定的に安全な水が給水される世帯数が増加する。 
 

（2）成果（アウトプット）、そのための活動及び指標・目標値 

【成果 1】 プロジェクト実施のための基礎情報及び指標に必要な情報が収集され、適切なプロ

ジェクトマネジメントが実施される。 
【活動】 

1-1 対象地域においてベースライン調査を実施する。 
1-2 上下水道局、東部地域上下水道事務所、ジャパ郡上下水道事務所、モラン郡上下水道
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事務所、対象３水道事業体の技術・経営・組織・財政等に関するキャパシティ・アセ

スメントを実施する。 
1-3 他機関及び他ドナーによる対象地域の水道事業支援の現状確認を行う。 
1-4 1-1～1-3 により得られた情報により PDM 改訂案が作成される。 
1-5 合同調整委員会（JCC：Joint Coordination Committee）と運営委員会（StC: Steering 

Committee）を開催し、PDM 改訂案について了解を得る。 
1-6 StC が中心となって指標のモニタリングを定期的に実施する。 

【指標】 
1-1 PDM の改訂案が取りまとめられ、指標のモニタリングが定期的に実施される。 
 

【成果 2】 地域と郡の上下水上事務所及び水道事業体に関し、水道事業体支援業務の進め方や

水道事業のあり方がモデルとしてとりまとめられる。 
【活動】 

2-1 上下水道局が、水道事業体支援のための業務要領（本局、地域水道事務所、郡水道事

務所が行なうべき業務内容を記したもの）を整備する。 
2-2 ジャパ郡とモラン郡の上下水道事務所は、３つの水道事業体に以下に関する技術支援

と研修を行なう。 
(1) 浄水場と配水施設の運転と維持管理 
(2) 水質モニタリング 
(3) 水道メータの検針と精度管理 
(4) 料金徴収 
(5) 顧客管理 
(6) 苦情処理 
(7) 節水のための住民啓発 
(8) 年間事業報告書の作成 
(9) 中長期事業計画の作成 

2-3 上下水道局本局は、東部地域上水道事務所とモラン、ジャパ両郡の上下水道局を対象

に、以下の研修を実施する。 
(1) ステークホルダー間の調整・解決、権利義務 
(2) 施設計画、設計、施工 
(3) 水道事業モニタリングのあり方 

2-4 上下水道局本局は、2-2 と 2-3 のプロセスと結果を、上下水道局の水道事業体への技

術支援業務に関しては「中小規模水道事業体支援モデル」として、水道事業体の業務

に関しては「中小規模水道事業体運営モデル」としてとりまとめる。 
【指標】 

「中小規模水道事業体支援モデル」のマニュアルと、「中小規模水道事業体運営モデル」の

マニュアルの完成。 
 

【成果 3】 モラン、ジャパ両郡において、成果 2 のモデルが普及する。 
【活動】 

3-1 郡の上下水道事務所が、成果 1 に関する活動に加わっていない他の郡内の水道事業体
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に対して水道事業体への技術支援に関する研修を実施する。 
3-2 郡の上下水道事務所が、各郡内での水道事業体連絡会議を設立し、技術交流ワークシ

ョップを開催する。 
3-3 上下水道局が、地方自治体等関係機関を含む M&E（Monitoring and Evaluation）連絡

会議を開催する。 
【指標】 モラン、ジャパ両郡内の XX％の水道事業体が「中小規模水道事業体運営モデル」

の導入計画を立てる。 
 

（3）投入（インプット） 
①日本側（総額 約 2.5 億円） 

・ 専門家派遣：約 60 M/M 
総括、行政強化、浄水場維持管理、水質管理、電気機械、配水施設管理・計画、経営改善、

研修管理、住民啓発、業務調整 
・ 現地国内研修：活動に併せて年に複数回実施予定 
・ 第三国研修及び本邦研修：10 人程度（研修分野は、ベースライン調査後に決定） 
・ 関連機材の供与： 

車両、バイク、簡易水質分析機器、コンピューター関連機器、OJT に関連する配水施設関

連機器と浄水場施設関連機器、ジェネレーター・インバーター、研修関連教材等 
・ 現地業務費： 
②ネパール側 

・ カウンターパートの配置、執務室、必要予算（執務室の維持や職員配置に必要な経費、研

修用国内交通費、電話代、電気代等） 
 

（4）外部条件（満たされるべき外部条件） 
①前提条件 

・ プロジェクト対象地域の治安状況が現状より悪化しない。 
・ 政府（中央、地方）の組織体制が大きく変わらない。 
②成果達成のための外部条件 

・ 3 水道事業体施設への電気が安定的に供給される。 
・ 水道施設の発電用燃料価格が高騰しない。 
・ 施設・設備の運営に影響する自然災害が発生しない（洪水や取水口における土砂崩壊等）。 
③プロジェクト目標達成のための外部条件 

・ 上水道事業に関連する国家政策が大きく変更しない 
・ 上下水道局（郡上下水道事務所及び地域水道事務所含む）の権限が大幅に変更しない。 
・ 一定の要件を備えたカウンターパートが確保される。 
④上位目標達成のための外部条件 

・ 公共事業計画省はモデルを全国に普及するために必要な予算を措置する。 

5-3 協力実施上の留意点 
（1）プロジェクト実施体制に配慮した C/P 機関との共同体制 

本技術協力プロジェクトの実施にあたり、中央政府では公共事業計画省、上下水道局、地方

レベルでは東部地域上下水道事務所、対象２郡上下水道事務所を対象に、水道事業体の技術支



 

 5-4

援体制の強化を図る。同時に、モデル水道事業体への支援を通じて、水道事業体の維持管理体

制・経営の改善を図り、それをモデルとしてまとめる。対象２郡で作成したモデルを、成果と

して中央政府へフィードバックしていくべく、中央・地方活動に配慮しながら、業務を進める

こととする。 

プロジェクト運営責任を担う合同調整委員会（JCC：Joint Coordination Committee）及びプロ

ジェクト調整委員会（StC: Steering Committee）等の開催にあたり、中央・地方政府の取り組み

を支援するような形での実施を検討することとする。なお、JCC および StC のメンバーについ

ては、R/D の Annex として先方と合意しており、参照する。 

（2）プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）を基本とした「ネ」国側との協働運営 
本プロジェクトの運営において、PDM に沿った C/P 機関との協働作業を進めることを基本と

する。PDM に記載された活動以外にも大きく取り上げられなければならないような活動が生じ、

PDM の各項目に変更の必要が生じる可能性がある場合には、以下に記載のとおり適切に対応す

る。PDM の改訂は、合同調整員会の協議を経て、機構とネパール政府側（公共事業計画省、上

下水道局）が 終確認を行う。なお、上位目標及びプロジェクト目標の変更は原則行わないこ

ととする。 

（3）キャパシティ・ディベロップメント（CD） 
専門家チームは、C/P 機関である上下水道局（本局・地域・郡政府）の職員が水道事業体に

対する技術指導能力を強化するとともに、水道事業体の適切な運営のための能力向上（キャパ

シティ・ディベロップメント）を図る。コンサルタントは、「キャパシティ」を個人的能力、組

織・制度の構築、社会体制などのレベルで包括的に捉え、個人対象の技術移転やトレーニング

に留まらず、総合的な能力開発およびそれを促進する仕組みなどについて C/P 機関及び関連機

関の人材の主体性・内発性なども十分に尊重して実施する。 

専門家チームは、常に C/P 機関と協働でプロジェクト活動を実施する。また、プロジェクト

の初期に「ネ」国 C/P 機関側のキャパシティ・アセスメント調査を実施し、技術移転の対象者

やそのレベル、組織能力の現状を把握し、達成目標を確認した上で、C/P の能力に合わせて段

階的にキャパシティの向上を図っていく活動計画を策定する。計画書には、定期的なモニタリ

ングの体制構築及びモニタリング手法なども含める。 

また、ベースライン調査によって、プロジェクト対象地域の住民の水利用や保健衛生の現状、

経済状況や料金支払い能力や意志などを調査し、プロジェクト終了時の効果を客観的に測れる

ようにする。進捗報告書及び技術協力成果品の作成についても、C/P 機関との協働作業を基本

とし、段階的に C/P 機関が主体となって活動を進め、成果品を作成する方法や内容についても

C/P 機関のオーナーシップを高めるような工夫をし、それに必要な支援も行う。具体的には、

上下水道局、地域上下水道事務所及び郡上下水道事務所、並びに水道事業体に対し OJT
（on-the-job training）の手法を導入し、本プロジェクト終了後までに本プロジェクトで作成され

たモデルが他郡に適用され、かつ水道事業体（WUSC）が健全な経営組織となるよう留意する。 

（4）過去無償資金協力案件からの提言・教訓のフィードバック 
モデルとなる 3 水道事業体が維持管理している浄水場／配水施設は、我が国の無償資金協力
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事業「地方上水施設改善計画」（2006－07）により建設されており、その引渡しの際にはソフト

コンポーネントが実施されている1。3 水道事業体は「ネ」国の東部テライ地域にあるが、3 水

道事業体の経営状況、水道水供給人口、管理下にある浄水場／配水施設はそれぞれ異なってい

るので、3 水道事業体の設立背景や地域社会的背景、また案件実施を通じてえられた提言・教

訓を生かし、プロジェクトを実施する必要がある。 

（5）ADB（アジア開発銀行）との連携 
ADB は、上下水道局管轄の中規模都市及び水道事業体を支援する‘Small Towns Water Supply 

and Sanitation Sector Project’が 2008 年 9 月終了した後、2010 年より新プロジェクト Second Small 
Towns Water Supply and Sanitation Sector Project を開始する準備を進めている。新規プロジェクト

では、Small Town（人口１万人程度）32 都市 60 万人への給水能力強化を図る案件だが上水道

セクター（上下水道局、地域・郡上下水道事務所）の水道事業体への技術支援体制強化等も盛

り込まれており、本プロジェクトでも ADB と情報交換を図りつつ必要な連携を進める。現在、

具体的な連携として以下２点での連携について協議が進められているが、連携方法およびフィ

ードバックについては、プロジェクトの JCC で共有・決定することとする。 

① 水質管理体制強化 
ADB のプロジェクトでは、郡上下水道事務所ごとに水質検査機器の配置を進めている。

今回のプロジェクト対象地であるジャパ・モラン郡が所属する東部地域では、スンサリ郡

上下水道事務所敷地内に技術支援センターが建設され水質検査機器などが設置された。本

プロジェクトの 3 水道事業体が水質検査などでその施設を利用するとともに、センターの

機能強化も進める。 

② 作成モデルの共有・フィードバック 
プロジェクトで取りまとめる「中小規模水道事業体支援モデル」及び「中小規模水道事

業体運営モデル」の作成プロセスの中で、課題整理等について上下水道局を通じた ADB
との意見交換及びフィードバックを行う。 

③ 上下水道局への能力強化についての共同実施 
プロジェクトで実施する、モデル普及のための上下水道局の能力強化研修等を、共同で

実施する等を検討する。 

（6）人材開発センター施設利用の検討 
上下水道局の研修機関として中央人材開発センター（CHRDU: Central Human Resource 

Development Unit）がカトマンズ郊外のナガルコットに設立されており、ADB プロジェクトで

も、本センターの役割強化を進める計画である。現状、所長及び 19 名の常勤のスタッフがおり

（2008 年 8 月時点）、研修実施では CHRDU 建物や敷地は整備されているので、この施設の有

効利用について、プロジェクト内での人材育成を通じて検討する。 

（7）公共事業計画省派遣中の上水道政策アドバイザーとの連携 
現在、公共事業計画省に上水道政策アドバイザーを派遣（～2010 年 6 月）しており、政策的

                                                   
1 「ネパール国地方都市上水施設改善計画基本設計調査報告書 2006 年」及び「ネパール国地方都市上水施設改善計画

ソフトコンポーネント完了報告書 平成 19 年 5 月」参照 
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なアドバイスを進めている。特にモニタリング評価等は公共事業計画省が実施を担っており、

アドバイザーとの情報交換等を実施、必要な活動について連携しながら機能強化を図る。 

（8）平和構築・紛争予防への配慮 
現在民主化プロセスが進行しつつあるネパールにおいて、コミュニティ・地域レベルで水・

土地・資源・住民間の問題が新たな将来の紛争要因を生み出しかねない状況に直面しており、

和平プロセスが後戻りすることのないよう、活動の実施の際は次の視点を取り入れる必要があ

る。2006 年度に実施した無償資金協力「地方上水施設改善計画」では、取水管敷設を巡る住民

間の問題等も発生しており、住民組織間の問題解決能力向上、上水道啓発に係る活動等を盛り

込む等、紛争予防への配慮を進める必要がある。紛争予防配慮の研修を実施するためのローカ

ル NGO を活用した再委託調査等で水道事業体および住民等ステークホルダーを対象に紛争予

防の基礎的な研修（２、３日程度）を実施する。 

（9）育成された人材（研修実施対象者及びカウンターパートの人事異動） 
これまで「ネ」国で実施された各種プロジェクトにおいて、本邦研修等を受講したプロジェ

クトの C/P が定期的な人事異動等によって数年で入れ替わり、せっかく研修により能力向上が

図られた人材がその後のプロジェクト活動に十分に活かされてこなかった経緯がある。従って、

人事異動等に配慮したプロジェクト実施体制等にかかる合意を図る工夫をすることとする。ま

た、研修の対象者や地域の C/P 選定時に人事異動の可能性を確認するとともに、本邦研修・第

三国研修等で派遣する際は、帰国後２年間はプロジェクト関連の業務に従事することの誓約書

を、責任者から取り付ける等、プロジェクトの活動によって育成された人材が、中央の関係機

関及び２郡においてプロジェクト期間中さらには終了後においても上位の目標達成のための十

分な貢献をするよう工夫することとする。 

（10）活動時期 
「ネ」国では、7 月中旬がネパール政府の予算年度末となるため、中央・地方行政機関とも

に予算策定・決算作業のために通常業務が停滞する時期となる。さらに、10 月から 11 月にか

けて（2009 年度は 9 月下旬から）は、ダサイン及びティハールという、年 大の祭日期間とな

り、行政機関は 1 ヵ月近く休みになる。こうした諸条件を加味して、業務実施時期を検討する。 
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第6章 ５項目評価結果 

以下の視点から評価した結果、協力の実施は適切と判断される。 

（1）妥当性 
この案件は、以下の理由から妥当性が高いと判断される。 

 本件は相手国開発政策と整合性があることが確認されるとともに、我が国援助政策との関

連、JICA 国別事業実施計画上との整合性が充分にあることが確認された。。 
 本件対象地域は、我が国の他、ADB によっても施設整備が進められている。先行して整備

された施設の能力を発揮させる観点から、地域選定の妥当性は高い。また、モラン郡は交

通の要所で、隣接するジャパ郡とともに、周辺他郡への技術協力成果波及の拠点となるこ

とが期待できる。 
 ネ「国」では、平和構築の視点から、地方開発・地方行政能力向上を重視している。本件

対象郡が含まれるタライ地域は、和平プロセス進展と開発を両輪で進めようとしている中、

開発援助が未だ限定的な状況にあり、当該地域での案件実施が望まれている点からも、本

件実施の妥当性は高い。 
 本件では、日本人専門家とともに郡と地域の水道事務所職員が、実際に水道事業体で技術

指導を行いながら、指導体制のあり方を身につけ、その経験を通じてモデルは作成、検証

されるので、実態に則したものとすることができる。また、規模・仕様の異なる３水道事

業体の支援を同時に実施することで、条件の異なる水道事業体への支援手法を学び、水道

事業支援側の応用力を身につけることも配慮しており、手段の選定においても妥当性が認

められる。 
 

（2）有効性 
この案件は以下の理由から有効性が見込める。 

 水道事業体への技術支援の普及度及び普及によるサービスの改善度を指標として設定し、

そのモニタリングも組み込まれていることから、プロジェクト目標の設定は明確である。

なお、具体的な指標と目標値は、ベースライン調査後に、測定可能かつ今後のモニタリン

グに有効なものを設定する予定。 
 成果 1 と成果 2 を受けて成果 3 へと、段階的な成果の達成が設定されておりプロジェクト

目標と成果の因果関係は明らかである。アウトプットからプロジェクト目標に至るまでの

外部条件も事前調査に基づいて、適切に認識されている。 
 対象となる 3 水道事業体の能力及び施設規模に違いがあるが、相互の連携を強めることに

より、能力差の縮小及び２郡内他の事業体へのケーススタディとしての適用を図る。また、

料金徴収等を含む経営能力の向上も図る計画となっており、一つの事業体としてもバラン

スのとれた改善を目指す。さらに、モデルの普及には、それを可能とする基盤が必要であ

るため、本件では、関係機関のネットワーク作りを促す活動も含めており、これらは、目

標達成に対して有効なアプローチといえる。 
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（3）効率性 
この案件は以下の理由から効率的な実施が見込める。 

 成果を産出するために過不足なくかつ実現可能な活動が計画されている。 
 日本人専門家はカウンターパートの能力向上に合わせて投入を減少させ、効率的な投入が

計画されている。 
 既存の施設の活用を前提とし、資機材の人材の投入は最小限となるよう計画されている。

また、対象の 3 水道事業体は無償資金協力で施設の改善と基本的な運転技術指導がなされ

ており、既存のシステム／研修／マニュアルを利用しつつ改善を図るため、効率性は高い。 
 対象地域は言語、民族、カーストなど多様であるため、研修や OJT によるキャパシティビ

ルディングを効率よく進めるために、十分な経験のある現地NGOの雇用を計画している。 
 

（4）インパクト 
この案件のインパクトは以下のように予測できる。 

 今後、地方都市上水道の施設整備とあわせて、本件で構築されたモデルを適用することに

より、水道整備事業はより持続発展性のある事業となる。また、地方都市の上水道整備に

今後中心的役割を果たす計画を示している ADB の連携が期待される。特に本技プロでは

水質管理、メータ精度管理体制を共同で構築していくことを予定している。 
 ネ「国」では、平和構築の視点から、地方開発・地方行政能力向上を重視している。本件

を通じて、行政機関と住民との信頼関係の醸成が、インパクトとして期待される。 
 上位目標に関し、指標と指標の入手は本件の成果 2 の活動（M&E 連絡会議の開催）を通じ

て得ることができる。また、事前調査を通じて外部条件は論理的に明らかになっており、

負の波及効果も想定されていない。 
 

（5）自立発展性 
以下のとおり、本件による効果は、相手国政府によりプロジェクト終了後も継続されると見

込まれる。 

① 政策・財政面 
水道事業に関しては、「ネ」国政府の政策的な位置づけは明確出あることが確認された。

他ドナーの関心も高い分野であり、資金的にも継続的支援が見込まれる。本案件で構築し

たモデルの他地域への展開が期待できる。 

② 技術面 
本件は、職員研修やネットワーク作りを通じて組織的に技術力を保持することにより、

自立発展を図ろうとしている。また、本件で使用・供与する機械や機器は「ネ」国内にて

極力入手可能なものにする計画であり、維持管理／補修等は容易である。 

水道事業体への指導は、カウンターパート（C/P）である上下水道局職員の能力向上に伴

って日本人専門家から C/P へ移行し、日本人専門家の関与は減らしていく計画であり、自

立性の確保に留意している。また技術の普及は、中央政府から郡事務所へのタテの流れと

同時に、水道事業体同士の横の流れにも考慮している。 
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③ 組織面 
定期的なモニタリングを技術支援活動の中に組み込む計画であるため、適切な体制の維

持が通常の業務の一部として実行される。また、水道事業体間のネットワークは、成果の

自立発展に寄与することが期待されている。 
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第7章 調査団総括 

7-1 留意事項 
（1）プロジェクトの枠組み 

本技術協力プロジェクトでは、３つの水道事業体（WUSC）をモデルケースとして SOP 作成、

OJT 等を通じた能力強化を図り、同時にその活動の中で DWSS の東部 RMSO、ジャパ・モラン

郡 WSSDO の水道事業支援組織の強化を図る構造となっている。従って、プロジェクトを通し

て各組織との連携、活動における時間のタイミングが重要となる。 

（2）C/P の配置 
DWSS の RMSO，WSSDO の C/P は WUSC での OJT を一緒に受けて、現場を経験し、その技

術をモデル化、一般化、理論化して他への普及を図るという活動が加わる。この戦略・手法が

きちんと理解されていないと、C/P の配置が適正に行われなくなる。例えば毎回人が代わる、

異動してしまう、現場の OJT とモデル化作業の人が違うなどということは、人材育成、組織強

化の効果を失わせてしまう。意欲のある C/P を少なくともプロジェクト期間中は変えないで配

置することが重要である。 

（3）横の連携 
MoPPW から WUSC までの縦の関係の強化と共に、横の関係の強化、これは WUSC 同士、

WSSDO 同士の情報交換、技術力の向上、視察活動などがお互いに協力し合う、優れているも

のに学ぶ、競争意欲を持つなどの意味でプロジェクトを成功させ、持続させる重要な鍵である。 

（4）ADB との連携 
ADB は 5 地域に技術支援センター（TSC）として水質試験室とメータ検定室を建設中である。

本プロジェクトでこの施設を有効に使う、つまり水道事業体の維持管理を支援する体制に組み

込んで活動することが考えられる。しかしながら、ADB プロジェクトが計画通りに完成すると

は限らず、場合によっては本プロジェクトで技術面での補強を実施するという柔軟性も必要で

ある。また、あまり、深入りしてプロジェクトの進捗に大きな影響が出るようであれば、連携

をはずすという判断も出てくるだろう。しかしながら、常に連絡を取って、協力できるところ

は積極的に協力し合うことが重複を避け、人材の効果的配置、相乗効果への期待などでネパー

ルの C/P のためにも重要であると考えられる。 

（5）資金協力との連携 
技術移転の効果を上げるためには、施設の改善や拡張、機材の補填など資金が必要になる場

合もある。ドナーの資金、更にはネパール政府の予算や WUSC の自己資金などの必要性を常に

連絡会等で働きかけていくことが重要である。 

（6）紛争予防配慮と平和の定着 
現在和平プロセスが進行しつつあるネパールにおいて、新たな紛争要因を生み出してプロセ

スが後戻りすることのないよう、プロジェクトでは最善の注意を払うと同時に、各レベル

（WSSDO 職員、WUSC 理事及び職員、住民）でのセミナーや研修を実施して、理解を深めて
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いく必要がある。また、他の類似活動と連携することも考えられる。 

（7）ネパール負担の活動費 
プロジェクト活動のモデルを普及する場合に研修やセミナー参加者の交通費や宿泊費を誰が

出すかということが常に問題になり、持続性がなくなる原因となる。この点は早い段階から、

各自参加者負担原理を納得してもらう必要がある。DWSS であればきちんと予算化する、WUSC
であれば、常に職員にかかる経費として計上してもらうなど、必要経費という考えを根付かせ

る必要がある。 

（8）国外研修 
日本研修は行政の仕組みを研修する場合には効果を得られるが、技術的な研修では既設の水

道技術の集団研修に数名ずつ参加させるのが良いと思われる。WUSC の経営や維持管理技術は

日本より近隣の国で第三国研修を実施するのが状況が似ていて効果的である。 

（9）プロジェクト前の WUSC の施設整備 
ゴウラダは井戸に問題を抱えている。早急に修理や親切井戸の掘削などの対策を実施してお

く必要がある。また、ドゥラバリは低電圧の問題があり、これについても解決しておく必要が

ある。 

7-2 団長総括 
技術協力は対象が人及び組織であることから、今回の調査は技術移転する人の能力、数、組織実態

などに重点をおいた。 

（1）調査中、援助の核となると考えていた WSSDO（郡上下水道事務所）を把握することが困難

であったが、現地調査により実態を把握し、現状に沿ったプロジェクト内容を作成できたと

考えている。 
（2）ADB は DWSS 管轄の地方上水能力を強化するプロジェクトを実施しているが、ADB が各地

域に建設中の水質試験室とメータ検定室の活用等が確認された。但し、プロジェクト開始時

に施設が完成しているかどうかは不確定であり、また機器の種類、検査をする人材によって

プロジェクトの係わりが変わってくる可能性がある。今後十分な内容調査と ADB プロジェ

クトの進捗状況の把握が必要であり、プロジェクト実施中の柔軟な対応が求められる。また、

併せて DWSS の能力強化、セクターリフォームに係る情報を充分に収集し、連携を図る必要

がある。 
（3）今回モデル水道事業として対象になっている 3 WUSC（水道事業体）のうち、ほぼ健全経営

を達成しているマンガドゥ WUSC は、更に技術的改善（配水管布設技術の向上）、経営的改

善（事務処理のコンピューター化）によって持続性を高めることにより、ADB 等とも共有で

きる優良モデルになることが期待されている。 
ゴウラダ WUSC は浄水場の運転維持管理に関して無償資金協力や JICA 専門家の指導を忠実

に実施しているオペレーターがいて、優良モデルになる可能性がある。ただ、井戸の洗浄や

新しい井戸の掘削など早急な対策も求められている。水源がなくなった段階での人材育成は

効果が半減する。また、電力の不安定から燃料代がかかることと、住民が水道料金の値上げ

に反対であることで経営の健全化が難しく、プロジェクトでのさまざまな工夫が重要となる



 

 7-3

だろう。 
ドゥラバリ WUSC は浄水場の施設が多様で維持管理は他の WUSC より複雑となるが、職員

の意欲に問題があり、仕事の仕方から指導する必要があると思われた。経営は黒字に成って

いるということである。しかし、水源水量が乾季には不足し、給水時間が減るということで、

新たな水源開発を考えていた。経営の安定化には需要に応じた水源が必要であり、プロジェ

クト中に彼ら自身で何らかの対策が講じられることを期待する。 
3 地区とも住民は水質が良くなったことに満足しているということであり、無償資金協力の

効果は確実に現れている。この効果を持続させ発展させることがプロジェクトの重要な目的

であることを新たに認識した。 
（4）事前調査の結果、DWSS の研修体制の整備と強化の重要性が判明した。WUSC の職員の研修

も重要であるが、中心的に研修を受けて能力強化されなければならないのは WSSDO も含め

た DWSS の職員である。研修体制強化のために職員の中から講師を育て、講義をすることで

職員の能力強化を図るという活動をプロジェクトに組み込み効果を上げるべきである。 
（5）調査及び PCM ワークショップを通して、問題点の把握だけでなく、技術協力プロジェクト

への理解促進にも重点を置いたが、上層部はかなり理解したと思われる。但し、プロジェク

トの中心と考えている OJT で効果を出すためには、研修用としての機材や一部部品の必要性

について協議が必要である。 
（6）対象施設では日本の機材が使用されており、スペアパーツの入手に不安を訴える声が出てお

り、無償資金協力で建設された施設をネパールの電力不安定などの現状の中でどのように使

っていくかということと、スペアパーツをどのように入手していくかという課題が残ってい

る。プロジェクトの中で対応を検討する必要がある。 
（7）今回の現地調査では、訪問先では大変協力的で順調に調査を進めることができた。但し、道

路封鎖の現場で興奮した若者が小競り合いする現場に遭遇したことなどからも、プロジェク

ト実施に当たっては、安全に十分注意する必要がある。 
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資料３ 主要面談者リスト 
 
【ネパール側】 

1. Mr. Purna Kadariya Secretary, MoPPW 
2. Mr. Suman Prasad Sharma  Joint Secretary, Water Supply &Sanitation Division, MoPPW 
3. Mr. Kamal Raj Pandey Joint Secretary, (Foreign Cooperation), MoPPW 
4. Mr. Rajeeb Ghimire  Senior Divisional Engineer, Rural Water and Sanitation Sector 

Monitoring and Evaluation Section, Planning Monitoring and 
Evaluation Division, MoPPW 

5. Mr. Deepak Puri  Senior Divisional Engineer, Planning and Foreign Aid 
Coordination Section, DWSS, MoPPW 

6. Mr. Kamal Adhikari Sociologist, DWSS, MoPPW 
7. Mr. Tej Raj Bhatti  Senior Division Engineer, Foreign Aid Section, Foreign Aid 

and Quality Standards Division, MoPPW 
8. Mr. Raj Kumar Malla Director General, DWSS, MoPPW 
9. Mr. Shyam Prasad Upadhyay Division Chief, WSSDO, Morang, DWSS, MoPPW 
10. Mr. Surya Rai Kadel Senior Divisional Engineer, DWSS, MoPPW 
11. Mr. Ram Deep Sah Regional Chief, RMSO Dhankutta 
12. Ms. Laxmi Sharma Project Officer, Nepal Resident Mission, ADB 
13. Mr. Dharmendra Kumar Keshri Engineer, WSSDO Morang, MoPPW 
14. Mr. Ram Bhadur Gimire Chairman, WUSC Mangadh, Morang 
15. Mr. Sanat Kumar Baral Vice-Chairman, WUSC Mangadh, Morang 
16. Ms. Durga Chapagain Secretary, WUSC Mangadh, Morang 
17. Mr. Yubaraj Khatiwada Treasure, WUSC Mangadh, Morang 
18. Mr. Bhojraj Bhattrai Member, WUSC Mangadh, Morang 
19. Mr. Bhimprasad Regmi Member, WUSC Mangadh, Morang 
20. Mr. Ganga Prasad Acharya Manager, WUSC Mangadh WTP 
21. Mr. Bikash Kafle Engineer, WSSDO Jhapa, MoPPW 
22. Mr. Ram Chandra Sah Chief Engineer, WSSDO Jhapa, MoPPW 
23. Mr. Chabi Lal Khatiwada Chairperson, WUSC Dhulabari, Jhapa 
24. Mr. Deepak Bhandari Secretary, WUSC Dhulabari, Jhapa 
25. Mr. Deepak Subedi Junior Engineer, WUSC Dhulabari, Jhapa 
26. Mr. Bikash Dahal Account Officer, WUSC Dhulabari, Jhapa 
27. Mr. Chetan Niroula Manager, WUSC Dhulabari, Jhapa 
28. Mr. Rohit Kumar Basnet President, WUSC Gauradaha, Jhapa 
29. Mr. Buddhiman Karki Vice-President, WUSC Gauradaha, Jhapa 
30. Mr. Prem Kumari Ghimire Treasurer, WUSC Gauradaha, Jhapa 
31. Mr. Shyam Dahal Member, WUSC Gauradaha, Jhapa 
32. Mr. Ram Kumar Bhattarai Member, WUSC Gauradaha, Jhapa 
33. Mr. Ram Kumar Sitaula Member, WUSC Gauradaha, Jhapa 
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34. Mr. Shree Prasad Tajpuria Manager, WUSC Gauradaha, Jhapa 
35. Mr. Prem Sibakoti Operator, WUSC Gauradaha, Jhapa 
36. Mr. Dhar Kumar Rai Plumber, WUSC Gauradaha, Jhapa 
37. Mr. Krishna P. Acharya Deputy Director General, DWSS, MoPPW 
38. Mr. Hari Prasad Rijal Senior Divisional Engineer, DWSS 
39. Mr. Ram P. Kharel Engineer, DWSS, MoPPW 
40. Mr. Rajendra Kumar Mahat Central Lab. in charge, DWSS 
41. Mr. Nawal Kishor Mishra Chief, Central Human Resource Development Unit, DWSS 
42. Dr. Roshan Raj Shrestha Chief Technical Advisor, UN-HABITAT 
43. Mr. Suresh Shrestha Managing Director, GESpatial Systems Pvt. Ltd. 
44. Mr. Narayan Pd. Upadhyay Director, ENPHO (Local NGO) 
45. Mr. A.K. Nepal Director, SILT Consultant P. Ltd. 
46. Mr. Denesh Nath Chalise Director, SILT Consultant P. Ltd. 
47. Mr. Roshana Shakya Chief, KUKL Central Laboratory 

 
【日本側】 

1. 吉野 睦 在ネパール日本大使館 一等書記官 
2. 行 政信 公共事業計画省水道政策アドバイザー 
3. 丹羽 憲昭 JICA ネパール事務所長 
4. 赤松 志保 Project Formulation Advisor (Peace Building/Aid coordination) 
5. Mr. Sourab Rana JICA ネパール事務所 Program Officer 
6. Mr. Gopal Gurun JICA ネパール事務所 Program Officer 
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資料４ 協議メモ（協議メモ・質問票回答） 
 
資料４－１ 公共計画事業省（MoPPW） 上下水道局 
 
1) 日時；2008 年 8 月 4 日 11:20 – 12:00 
2) 場所；MoPPW 
3) 出席者； 
【ネパール側】 

Mr. Suman Prasad Sharma  Joint Secretary Water Supply & Sanitation Division 
【日本側】 

行 政信   上水道政策アドバイザー（JICA 専門家） 
西村邦雄   経営改善／人材育成（ICONS 国際協力㈱） 

4) 協議内容 
（調査団）MoPPW の組織について 
（Mr. Sharma）MoPPW は 6 つの Division と 1 つの Sector、並びに 3 つの Department（道路局、上下

水道局、都市開発建設局）から構成されている（別添組織図参照）。職員は下記の表のとおり。 
 

MoPPW の職員数 
 Administration 

Division 
Water 
Supply and  
Sanitation 
Division 

Foreign 
Aid and 
Quality 
Standards 
Division 

Physical 
Planning 
Division 

Works 
Division

Planning 
Monitoring 
and 
Evaluation 
Division 

Legal 
Consultancy 
Sector 

Joint 
Secretary 1 1 1 1 1 1  

Under 
Secretary 3 1 1 1   1 

Senior 
Divisional 
Engineer 

 1 3 1 1 3  

Engineer  1 1 2 1 2  
Ad. 
Officer 6 1 1   2  

Support 
Staff 33 8 10 6 6 8 4 

Total 43 13 17 11 9 16 5 
 
（調査団）Water Supply and Sanitation Division の業務等について 
（Mr. Sharma）Water Supply and Sanitation Division は政策や規制の策定、省庁間や NGO、私企業との

調整業務に責任がある。例えば、様々な交渉の後、プロジェクトが合意されると Foreign Division
がどの Division に関連するかなどの調整を行なう。その際、各 division との調整のため、 初の段

階から関係機関と協議しながらドナーとの障害を考慮するようにする。これには時間を要する。 
（調査団）Urban Water Supply Policy について。 
（Mr. Sharma）2008 年 2 月、このポリシーは JICA の協力を得て見直された。更なる見直しは”The 

Emerging Towns Water Supply Project”のための ADB チームによって実施されるだろう。その後、新
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しいポリシーが 2008 年 12 月に認可されるだろう。 
（調査団）“National Water Plan 2005 について。 
（Mr. Sharma）まだ、更新されていない。 
（調査団）新しいブックレットとコピーについて。 
（Mr. Sharma）以下のとおり。 

– Nepal Country Plan for the International Year of Sanitation 2008 
– Rural Water Supply and sanitation National Policy 2004 & Rural Water Supply and Sanitation National 

Strategy 2004 
– Rural Water Supply and Sanitation Sectoral Strategic Action Plan 2004 
– Policy on the Participation of NGOs in Water Supply and Sanitation Program 
– National Drinking Water Quality Standard, 2062; Implementation Directives for National Drinking 

Water Quality Standard, 2062 (2005)  
（調査団）KUKL と NWSC について 
（Mr. Sharma）KUKL はライセンスを得て KTM で水道事業を行なっている。また、NWSC は Water 

Supply and Management Board Act 2006 によって約 20 地方都市で水道事業を行なっている。バラト

プール（Bharatpur）とヘトウダ（Hetauda）はこの Act の下、自身の水道事業体を持ちたいと考え

ている。 
（調査団）大都市／中規模都市／小規模都市での水道事業について。 
（Mr. Sharma）KTM では KUKL が水道事業を行なっており、中規模都市では水道事業を行ないたい

と考えるのであればその市自身が行なうことができる。NWSC が水道事業を行なっていないよう

な地域では WUSC が責任を持って自分の予算内で施設を建設したりパイプを延ばしたり、また水

道料金を徴収している。もし、WUSC が施設等を必要とすれば WSSDO を通して DWSS に新しい

プロジェクトを要請する必要がある。 
（調査団）他ドナーのプロジェクトについて。 
（Mr. Sharma）以下のとおり。 

– Community based Water Supply Project funded by ADB implemented by DWSS 
– Small Town Water Supply Project funded by ADB implemented by DWSS 
– Emerging Town Project Study funded by ADB implemented by DWSS 
– Rural Water and Sanitation Project by IDA/WB implemented by Rural Water Supply - Sanitation Fund 

Development Board 
– MELAMCHI by ADB/JBIC/OPEC fund 
– KTM Water Supply Project by ADB found implemented by KUKL 
– Rural WSS project conducted by FINNIDA Ministry of Local Development 
– Sanitation and Water Quality Program by UNICEF and WHO 

（調査団） 近の問題について。 
（Mr. Sharma）例えば、NWSC には 4 人だけのエンジニアがいるが、彼らは大卒レベルではない。こ

のように MoPPW は人材の質の問題のみならず、資金不足や水道事業に関する研修の問題を抱え

ている。 初に職員の技術／能力の評価を行なってから適切な研修を行なうのがよい。このこと

は他の組織でも同様なことが言える。そのためにも組織間をクロスした研修も必要だろう。 
（了） 
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Answer to Questionnaire 
 

by Mr. S. P. Sharma  Joint Secretary Water Supply &Sanitation Division 
 
(Q1) Latest organization chart of MoPPW (see Annex) 

Role, functions and responsibility of MoPPW as follows. 
[Role] 

To provide affordable & safe public road transport service through building of cost effective 
efficient and reliable road network system in order to achieve socio-economic development, to 
plan & regulate the uncontrolled growth of urbanization & social infrastructure for the 
sustainable development of the cities, towns and villages to provide safe & affordable shelter in 
order to achieve improved socio-economic status of the citizen & to provide basic water supply 
service to all the population of the country by 12th plan period & upgrade the service level to 
provide continuous supply of safe drinking water & affordable sanitation facilities to all by the 
year 2025. 

[Activities] 
 To formulate and enforce policies, plans and programs on construction and development of 

surface, water, railway and ropeway transportation. 
 To formulate and enforce policies, plans and programs on development of physical planning 

and physical infrastructures, on housing, urbanization and town development. 
 To carry out acts on provision of housing for quarters for ministers and chiefs of constitutional 

bodies etc. and construction, operation and maintenance of governmental buildings. 
 To carry out acts on construction, operation and maintenance of roads (excluding mule tracks) 

and bridges (excluding suspension bridges). 
 To prepare and enforce study, research and development standards pertaining to buildings and 

other construction materials. 
 To carry out construction works of various surface roads, waterways and ropeways and act as 

an organization and institution dealing with engineering consultancy. 
 To carry out, or cause to be carried out, acts pertaining to settlement and housing development 

and water supply and sewerage. 
 To promote and develop non-governmental organizations in respect of housing construction. 
 To carry out acts related with supervision of town development committees and governmental 

organizations related with housing. 
 To carry out acts pertaining to contact and co-operation with international or regional 

organizations in the field of housing and physical planning. 
 To carry out acts pertaining to contact with international organizations related with 

construction of highways, waterways and ropeways. 
 To carry out acts pertaining to storm water (sewerage). 
 To carry out acts pertaining to appointment, transfer, promotion in highway, general, building 

and architect and sanitary sub-groups of Nepal Engineering Service, determination of 
minimum educational qualification for initial appointment and of educational qualification in 
the related subject that is counted for promotion. 

 
MoPPW has 6 division and one Sector, and 3 Departments such as Department of Road, 

Department of Water Supply and Sewerage and Department of Urban Development and Building 
Construction. 
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Number of staff 
 Administration 

Division 
Water 
Supply 
and  
Sanitation 
Division 

Foreign 
Aid and 
Quality 
Standards 
Division 

Physical 
Planning 
Division

Works 
Division

Planning 
Monitoring 
and 
Evaluation 
Division 

Legal 
Consultancy 
Sector 

Joint 
Secretary 1 1 1 1 1 1  

Under 
Secretary 3 1 1 1   1 

Senior 
Divisional 
Engineer 

 1 3 1 1 3  

Engineer  1 1 2 1 2  
Ad. 
Officer 6 1 1   2  

Support 
Staff 33 8 10 6 6 8 4 

Total 43 13 17 11 9 16 5 
 
 
(Q2) Role, functions and responsibility 
[Drinking Water and Sanitation Division] 

 Undertake to formulate an appropriate policy, strategies and work procedures for the overall 
development extensions and enhancement of drinking water and sanitation within Nepal and 
also undertake the supervision and monitoring of implementations of decisions. 

 Undertake the role of the coordinator between the government, non – government and 
private institutions and units involved with the drinking water and sanitation sector. 

 Provide consultation to the Ministry on technology, economic, social and environmental 
matters relating to drinking water sanitation sector. 

 Work as secretariat to the Coordination Committee involved for coordinating  all 
categories of organization already formed at national level or to be formed relating to 
drinking water and sanitation sector. 

 Coordinate and make necessary adjustment between the donor countries involved in 
drinking water and sanitation, provide necessary information, support and consultations to 
Foreign Aid and Standard Division. 

 In the works relating to the formulation, study, review and acceptance of drinking water and 
sanitation projects to be implemented under donor agencies support, provide necessary 
information, consultation and support to the Foreign Aid and Standard Division. 

 Provide necessary information, statistics and consultations to the Planning Monitoring and 
Evaluation Division for supporting their works on monitoring, evaluation and progress 
reviews relating to annual budget and the implementation aspects of the programs. 

 Provide advice and consultations to departments, institution and committees on mattes 
presented to the Ministry in connection with approval for implementation of the projects 
relating to drinking water and sanitation. 

 Provide necessary advice and consultations to the legal Consultation Section on the 
formulation of Acts and rules, its execution, monitoring and consolidations that would be 
required by the concerned department, institution and committees. 

 For the overall development of the drinking water and sanitation sector undertake feasibility 
studies. Formulate long-term plan for the feasible projects in consultation with the Plan 
Monitoring and Evaluation Division and arrange to implement them through 
implementation units. 
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[Monitoring and Evaluation Section] 
 In cooperation with related Division prepare progress reports, updating and do periodic 

reviews of the projects under the Ministry. 
 Regular monitoring and evaluation work on implementation aspects of the projects in 

operation under the Ministry and to work for solving the problem’s faced in its 
implementation aspect by taking it to the Ministry Level Development Problems Solution 
Committee. To inform the related Division about it. 

 In cooperation with the related Division to undertake regular supervision and inform to the 
Ministry the factual situation of the projects. 

 Arrange for Ministry Level Development Problem’s Solution Committee meetings and 
present progress evaluation of the project. 

 Undertake necessary works on matte relating to actions to be taken on mattes referred by the 
Central Monitoring and Evaluation Division of NPC & National Development Problems 
Solution Committee. 

 To undertake other such works as fixed from time to time by central Monitoring and 
Evaluation Division of National Planning Commission. 

 Undertake the preparation of progress report of the major works done in each year and 
publishing it at the end of the Fiscal Year. 

 
Division of Water Supply and Sanitation is responsible to integrate policy, regulation, 

facilitation and coordination. 
For example, once the project is approved, after dialog, Foreign Division coordinate which 

division takes it if they want. After that, policy matter, implementation issues and facilitation will 
be taken by respective division. For coordination of divisions, more affiliate put into proposal 
together and interface with donors in initial status. However, sometimes it takes long time for 
integrated approach. 

  
(Q3-1) About “Urban Water Supply Policy” 

In Feb. 2008, the Urban Water Supply Policy was reviewed under JICA assistance. Further 
review will be conducted by ADB PPTA (Project Preparation Technical Assistance) team for the 
emerging Towns Water Supply Project. A meeting was held on 26 August 2008 and a draft was 
presented. After the consultation, new policy (second version) will be approved in Ministry in 
coming Dec. 2008. 
 

(Q3-2) About “National Water Plan 2005” 
It is the latest version. 
 

(Q3-3) About the submitted booklets and copies 
– Nepal Country Plan for the International Year of Sanitation 2008 
– Rural Water Supply and sanitation National Policy 2004 & Rural Water Supply and 

Sanitation National Strategy 2004 
– Rural Water Supply and Sanitation Sectoral Strategic Action Plan 2004 
– Policy on the Participation of NGOs in Water Supply and Sanitation Program 
– National Drinking Water Quality Standard, 2062; Implementation Directives for National 

Drinking Water Quality Standard, 2062 (2005)  
 
(Q4-1) KUKL is now licensed and operating W/S in KTM. NWSC is managing the water operations 

in about 20 cities under the Nepal Water Supply Corporation Act 1989. Bharatpur and Hetauda 
want to make own board under WSMB (Water Supply and Management Board Act 2006), now in 
proceeding. 

 
(Q4-2) In large city like KTM, Water & Supply is implemented. In the medium cities, a city can 

apply if it wants to take works of Water Supply. Concerning W/S in selected areas where NWSC 
does not operate, actually, WUSCs do day-to-day maintenance of its facilities and pipes within its 
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budget, and collect the tariff under its ownership. If a WUSC want any facility/distributions in its 
area, WUSC needs to apply new project to DWSS through WSSDO. 

 
(Q5) About Physical Planning Division 

 To formulate proper policies, strategies and action plans for the overall development, 
expansion and promotion of the housing, urban development and building sector throughout 
Nepal, and continuously monitor and supervise their implementation. 

 To render advice to the Ministry on all the technical, financial, social and environmental 
aspects associated with the housing, urban development and building sector. 

 To perform the role of a main coordinator among governmental, non-governmental and 
private organizations as well as bodies related with the housing, urban development and 
building sector. 

 To provide necessary information and consultancy to, and assist, the Foreign Aid and Quality 
Standards Division in order to have coordination and harmony among donor agencies 
involved in the housing, urban development and building sector. 

 To provide necessary information and consultancy to, and assist, the Foreign Aid and Quality 
Standards Division in formulation, study, review and approval of the housing, urban 
development and building sector projects to be launched with donor assistance. 

 To provide necessary information, data and consultancy to, and render assistance to, the 
Planning, Monitoring and Evaluation Division to prepare annual budgets and programs for the 
housing, urban development and building sector, monitor and evaluate implementation aspect 
of the programs and appraise the progress. 

 To render opinion and advice on the matters submitted by the subordinate Department, 
corporation and committee, in the course of implementation of the housing, urban 
development and building sector projects, to the Ministry for decision. 

 To render necessary opinion and advice to the Legal Consultancy Section for drafting, 
implementing, monitoring and consolidating the Acts and Regulations that are pertinent to the 
Ministry and its subordinate Departments, corporations and committees related with the 
housing, urban development and building sector. 

 To act as the secretariat for any kind of coordination committee formed or to be formed at the 
national level, related with the housing, urban development and building sector. 

 For proper development of the housing, urban development and building sector, to do, or 
cause to be done, pre-feasibility studies of various projects, and, based on the feasible projects, 
formulate a long-term plan, on the advice of and in consultation with the Planning, 
Monitoring and Evaluation Division, and make arrangements for implementation through 
implementing bodies. 

 
(Q6) Other donor’s activities 

- Community based Water Supply Project funded by ADB implemented by DWSS 
- Small Town Water Supply Project funded by ADB implemented by DWSS 
- Emerging Town Project Study funded by ADB implemented by DWSS 
- Rural Water and Sanitation Project by IDA/WB implemented by Rural Water Supply - Sanitation 
Fund Development Board 
- MELAMCHI by ADB/JBIC/OPEC fund 
- KTM Water Supply Project by ADB found implemented by KUKL 
- Rural WSS project conducted by FINNIDA Ministry of Local Development 
- Sanitation and Water Quality Program by UNICEF and WHO 

 
(Q7) About the current present tasks and problems (Technical/Financial) 

For example, NWSC has only 4 engineers at present. All of them are not graduate level. 
MoPPW has the problems of “Capacity Building”, “Fund issues” and “Training related Water 
supply”. At first, Assessment should be conducted for grasping each staff, and then the suitable 
trainings on each level should be conducted. The above situation is almost same in all agencies. So, 
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some training should be conducted in cross-sector in all agencies. WUSC Capacity Building is 
required to properly manage and operate the W/S systems under main jurisdiction. DWSS needs to 
build capacity to provide technical and managerial support to WUSCs, as well as in field of 
monitoring water utilities. 
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資料４－２ 公共計画事業省（MoPPW） 企画モニタリング＆評価局 
 
1) 日時；2008 年 8 月 5 日 15:20 – 16:00 
2) 場所；MoPPW 
3) 出席者； 
【ネパール側】 

Mr. Rajeeb Ghimire  Senior Divisional Engineer, Rural Water and Sanitation Sector 
Monitoring and Evaluation Section, Planning Monitoring and 
Evaluation Division, MoPPW 

【日本側】 
行 政信 上水道政策アドバイザー（JICA 専門家） 
西村邦雄 経営改善／人材育成（ICONS 国際協力㈱） 

4) 協議内容 
(1) 当セクションは、2006 年 12 月頃に設置されている。このセクションは Rural Water and Sanitation 

Sector Monitoring and Evaluation Section とあるように地方におけるプロジェクトのモニタリング・

評価に関わっている。組織図にある他２セクションのうち、Planning Section は全体（道路、建物、

水・衛生関連）にわたる各プロジェクトのモニタリング等に関わり、Monitoring & Evaluation Section
は主に道路と建物（水・衛生関連は少し）関連プロジェクトのモニタリング等に関わっている。 

(2) 当セクションが Rural Water and Sanitation に特化しているのは、他の多くの機関（政府機関、コミ

ッティー、ドナー、NGO 等）が関与して地方で水・衛生関連のプロジェクトを進めているためで

ある。 
(3) 多くのそれぞれの機関がそれぞれの方法でプロジェクトを進めている（あるいは進めた）が、当

セクションは全部のプロジェクトを評価する立場にある。 
(4) しかしながら、このセクションは実質的に３人のみの陣容であり、年間予算は少なく、これまで

のプロジェクトは３万件にも達するので実際にはモニタリングや評価はほとんど実施していない

のが現状である。現在は下記のシステム構築に注力している。 
(5) 当セクションはこの１年半余りの期間に約 15 件のプロジェクトをモニタリングしたが、評価する

のは困難なのでコメントのみを出している。そもそもモニタリングを受ける側もどのように答え

てよいのか分からないこともありモニタリングの実施自体が困難なので、DWSS やその下部機関

の職員に対しモニタリング研修が必要である。また、評価するには Indicator が必要だが現在にな

っても決められていない。 
(6) 現在、ネパール政府と WB（現時点での関与は小さい）が Management and Information System (MIS)

を構築中であるため、今年か来年には終了するのではないかと考える。この MIS が構築されると

75 districts にある DWSS の下部機関から規定の information form に情報（データ）を記入後、当

セクションに集めてモニタリングが可能である。この form の構成は、Technical、Management、
Social、Financial の項目（Annex 参照）からなっている。 

(7) これまでに当セクションは、Central Monitoring and Evaluation Division of the National Planning 
Committee（JICA の技術協力プロジェクト実施中）に要請されたデータを渡したことはある。 

（了） 
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資料４－３ 公共計画事業省（MoPPW） 上下水道局（DWSS） 
 
1) 日時；2008 年 8 月 6 日 13:50 – 14:40 
2) 場所；DWSS 
3) 出席者； 
【ネパール側】 

Mr. Deepak Puri Senior Divisional Engineer, Planning and Foreign Aid Coordination 
Section, DWSS 

Mr. Kamal Adhikari Sociologist, DWSS 
【日本側】 

行 政信 上水道政策アドバイザー（JICA 専門家） 
西村邦雄 経営改善／人材育成（ICONS 国際協力㈱） 

4) 協議内容 
(1) DWSS-RMSO-WSSDO/WSSSDO というラインは機能しており、DWSS からの指示はそのラインに

沿って下りていく。職員数は DWSS や地方の下部組織を含めて 1660 名である。RMSO の業務は

WSSDO や WSSSDO の supervise や monitoring 等である。 
(2) CHRDUはKTMで研修を実施し、地方ではWSSDOやWSSSDOが研修を実施するが、その planning

や modeling は CHRDU が行ない、地方の実情に合わせて内容を変える場合もある。基本的には

central level の研修は CHRDU が、regional level では Regional Training Unit が、district level では

District Training Unit が実施する。勿論、CHRDU が district level や community level の研修を行なう

こともある。このような 3 段階にわたる研修はうまく機能していると考える。 
(3) CHRDU は Human Resource Development Center (Nagarkot)で研修を実施する際、地方からの研修員

に対しては日当・交通費を支払うが、宿泊施設があるので宿泊費は支払わない。CHRDU の常勤

雇用者は 19 名で、研修講師に関しては外部から雇用する場合（有料）と内部職員が行う場合があ

る。また、regional level や district level で 5 人（Executive Engineer, Senior Engineer, Engineer 等）

がユーザーに対し研修を行なっている。 
(4) CHRDU は全国にある WSSDO、WSSSDO や Community に対する Human Development に係る研修

に関わっているため、膨大な研修予算が必要であるが、限られた予算では不足している。UNICEF
からの予算は僅かである。この Center の設立には ADB が関与したが、その後はサポートしてい

ない。そのため CHRDU による研修費用の多くはネパール政府予算で負担しており不足している。 
（了） 
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資料４－４ 公共計画事業省 海外及び質標準局 
 
1) 日時；2008 年 8 月 7 日 11:00 – 11:45 
2) 場所；MoPPW 
3) 出席者； 
【ネパール側】 

Mr. Tej Raj Bhatti Senior Division Engineer, Foreign Aid Section, Foreign Aid and 
Quality Standards Division, MoPPW 

【日本側】 
行 政信 上水道政策アドバイザー（JICA 専門家） 
西村邦雄 経営改善／人材育成（ICONS 国際協力㈱） 

4) 協議内容 
(1) 暫定国家 3 ヵ年計画（"Three-Year Interim Plan”）における Water & Sanitation 分野の目標指標は、3

段階に分けられており、basic water supply の対象はネパール全国民（約 24.3 百万人）、high and 
medium quality water supply の対象数は約 4.3 百万人、basic sanitation facility の対象数が約 17.2 百

万人である。 
(2) Main Support Programs/Projects に記載されているように Water & Sanitation 関連の主要プロジェク

トは 4 件のみであり、”Small Town Supply and Sanitation Project” (ADB) は今年 9 月に終了予定であ

る。このプロジェクトが終了してから 1 年後、本セクションで事後評価を行ない、”Benefit 
Monitoring and Evaluation Report”を作成することになっている。なお、このプロジェクトに続くプ

ロジェクト”Water Supply Sanitation and Quality Management in Emerging Town” (ADB) が計画され

ており、来年に開始予定である。 
(3) WHO や UNICEF の支援もあるが規模が小さく、WHO はワークショップやセミナーの実施、

UNICEF は衛生関連（Sanitation）や水の品質（Water Quality：砒素）関連のプログラムが多い。 
(4) MoPPW が年間計画に基づき作成した必要予算と、ネパール政府が実際に「計上可能な予算」と

は gap があるためドナーと協議をするが、gap を埋める予算を確保できない場合は、年間計画か

ら優先順位の低いものから落としていく。なお、ドナーと進めているプロジェクトの年間予算は

当然、「計上可能な予算」に入っている。 
（了） 
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資料４－５ 公共計画事業省 
 
1) 日時；2008 年 8 月 7 日 15:00 – 15:30 
2) 場所；MoPPW 
3) 出席者； 
【ネパール側】 

Mr. Purna Kadariya   Secretary, MoPPW 
Mr. Suman Prasad Sharma   Joint Secretary, WSS Division, MoPPW 

【日本側】 
福田 義夫    団長／総括（JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 次長） 
山本 敬子    上水道政策（JICA 国際協力専門員） 
尾嵜 昇    上水道施設整備（堺市水道局） 
日浅 美和    協力企画（JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 所員） 
行 政信     上水道政策アドバイザー（JICA 専門家） 
西村邦雄    経営改善／人材育成（ICONS 国際協力㈱） 
Mr. Sourab Rana    JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 Program Officer 

4) 協議内容 
（日本側）Water Supply 分野における技術協力プロジェクトを今年度中に開始したい。このプロジェ

クトではジャパ、モランにある日本が無償資金協力事業で整備した上水道施設を使い、WUSC や

WSSDO 等の Capacity Building を実施する予定である。そして、これをよい成功事例として提案し

たい。この Capacity Building では水道事業に係る Management や Financial に係る能力向上を図り、

target group は WUSC あるいは WSSDO（DWSS）を想定している。 
（Mr. P. Kadariya）JICA とは協力関係で長い歴史があり、水関連分野でも KTM や地方都市でも協力

していただいており、感謝している。また、Melamchi Water Supply Project では JBIC にも参加して

いただいている。WUSC や現場のスタッフにとって Management や Financial などに係る Capacity 
Building は現在のネパールでは必要とされている。この Capacity Building は上位の者から下位の者

まで必要とされており、これには Technical や Maintenance 的な面も含まれるだろう。現在のネパ

ールには WB や ADB、NOG などによる様々な Modality が提示されて方向性がばらばらであり混

同されている。ともかく WB や ADB、JICA などによって現実的で効果的な管理（effective 
management）が行なわれてネパール国内の貧困が削減され国民生活がよくなるよう期待したい。 

（日本側）本プロジェクトでは簡単な modality を構築することを計画している。また、本プロジェ

クトでは Capacity Building を OJT で実施したいのでスタッフの配置などのサポートをお願いした

い。現在、ネパールでは地方分権化が進められており、本プロジェクトでは WSSDO や WUSC の

みではなく Director や Joint Secretary なども参加していただきたい。そして、3 年後にはネパール

の Policy に反映させたい。 
（Mr. P. Kadariya）ネパール国内の経済や政府もよくなって来ているので、是非、プロジェクトが成

功することを期待している。 
（了） 
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資料４－６ 公共事業計画省 
 
1) 日時；2008 年 8 月 7 日 15:35 – 16:10 
2) 場所；MoPPW 
3) 出席者； 
【ネパール側】 

Mr. Suman Prasad Sharma  Joint Secretary, WSS Division, MoPPW 
【日本側】 

福田 義夫  団長／総括（JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 次長） 
山本 敬子  上水道政策（JICA 国際協力専門員） 
尾嵜 昇  上水道施設整備（堺市水道局） 
日浅 美和  協力企画（JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 所員） 
行 政信  上水道政策アドバイザー（JICA 専門家） 
西村邦雄  経営改善／人材育成（ICONS 国際協力㈱） 
Mr. Sourab Rana  JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 Program Officer 

4) 協議内容 
（日本側）今回の調査団が行う予定（8 月 13 日）の Workshop の参加やその他調査協力をお願いした

い。本技術協力プロジェクトではモラン、ジャパにある 3 つの上水道施設においてよい組織作り

／よいモデルを構築したい。これは WUSC の Capacity の強化を図るが、WSSDO が中心となって

プロジェクトを進めることを考えている。そのために、日本人専門家を派遣する予定である。こ

の Capacity Building では現存する施設／機器に対する運営・維持管理能力向上を図りたい。実際

に日本が無償資金協力事業で建設した施設や機材などが期待通りに維持されておらず、そのため

にも WSSDO が Water User をサポートする必要がある。 
（Mr. S. R. Sharma）プロジェクトを開始する際には Baseline Survey を行い、Indicators を作成して

WSSDO や WUSC に提示し、プロジェクト開始前と後とを比較すると多くの関係者が理解できる

だろう。 
（日本側）この指標については本プロジェクト実施中にモニタリングすることで確認することができ

る。これには Monitoring & Evaluation Division も是非参加していただきたい。 
（Mr. S. R. Sharma）Capacity Building は物理的に見ることができないので Indicators の増加によって

プロジェクトの効果が確認できる。また、ADB も Rural Water Supply Project を実施しているの

で”National Water Policy 2005”が Update されたらその Indicators も利用できる。 
（日本側）地方分権化に伴い DWSS や WSSDO の機能が変化するのかも知れないが、これらの機関

は本プロジェクトにとって重要である。実際に WSSDO が技術的なサポートをしてモニターする

ことになる。また、そのためにも Indicators が必要である。これまでの経験から施設を建設しても

その後の運営・維持管理がうまく行なわれていないので Capacity Building に焦点を当ててプロジ

ェクトを実施したい。 
（Mr. S. R. Sharma）JICA が実施したサイトでプロジェクトを実施するので順調に進むだろう。 

（了） 
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資料４－７ アジア開発銀行（ADB: Asia Development Bank） 
 
1) 日時；2008 年 8 月 8 日 10:00 – 11:20 
2) 場所；ADB 
3) 出席者； 
【ネパール側】 

Ms. Laxmi Sharma Project Officer, Nepal Resident Mission, ADB 
【日本側】 

山本 敬子 上水道政策（JICA 国際協力専門員） 
尾嵜 昇 上水道施設整備（堺市水道局） 
日浅 美和 協力企画（JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 所員） 
行 政信 上水道政策アドバイザー（JICA 専門家） 
西村邦雄 経営改善／人材育成（ICONS 国際協力㈱） 
Mr. Sourab Rana JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 Program Officer 

4) 協議内容 
（JICA）今回の始めようとしているプロジェクトでは WSSDO による WUSC への運営管理や O/M に

関するサポート体制の構築、並びにそのラインの DWSS、MoPPW メカニズムの構築を考えている。

そして、 終的には WUSC が自分達で O/M ができることを目指している。このようなことを Joint 
Secretary Mr. Sharma に説明したが、理解したと考える。 

（ADB）これまでの”Small Town Water Supply Project”などを実施してきた経験から DWSS の実情は部

署名があるだけで責任の所在が明白でないところがある。また、同様に WSSDO も機能しておら

ず、RMSO には人材と機材はある。現在、水の品質管理規定が出来ているが、検査種類が多いの

で 13 種類に絞り込んでいるところである。また、実際に WSSDO では検査ができなので WUSC
が必要な場合には RMSO に行って検査をしている。また、そのような実情に配慮して ADB はラ

ボに機材を入れた。このような水の品質検査とメータの精度検査が必要である。MoPPW にある

Dept. of Quality and Standard が行なうことになっているがうまく機能しているようには思えない。 
（JICA）WUSC にとって WSSDO は近いが RMSO は遠いのではないかと考える。確かに RMSO には

人材や機材があるだろうが。 
（ADB）RMSO-WSSDO-WUSC のライン以外にも直接的に RMSO-WSSDO のラインもできている。

しかし、前者は機能しているようには思えず、うまく機能させるためにはインセンティブがいる。 
（JICA）ADB と JICA 以外のドナーは WSSDO をサポートしようとはしていない。 
（ADB）大きな市の Water committee はうまく機能しているところがあるが、地方では支援が必要で

WUSC は全くできない。WUSC がメータチェックなどの研修が必要な場合には自分達で計画する

こともある。現在の”Small Town Water supply Project”はこの 9 月に終了するが、モニタリングの

Capacity Building のため RMSO をサポートした。 
（JICA）地方分権化の流れから DDC や VDC、Municipality が強化され、RMSO の権限はどうか。 
（ADB）地方分権化は中央から DDC-VDC-WUSC のラインであって省の下にある RMSO-WSSDO と

は異なる。ともかく RMSO は regional レベルでは知識／技術の中心である。連邦制になると益々

責任体制がどうなるかは不明なので日本が WSSDO に力をいれても終了後はどうなるのか不明な

のではないか。DDC に資金はある。 
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（JICA）脆弱なWUSCはWSSDOやDDCのサポートが必要である。そのためにはWUSC-regional level、
と WUSC-WSSDO-regional level の 2 通りがあるだろう。 

（ADB）”Small Town Project”をベースに次のプロジェクトを計画しているが、もう少しシンプルにす

る必要がある。水の品質とメータの精度管理については WUSC ではうまくいっていない。ともか

くローカルコンサルタントを雇用してマニュアルなどに基づいてメンテナンスやモニタリングな

どの研修をすることは可能である。Capacity Building に関するコンサルタントはいるが品質は多々

あるため、彼らのインプットとアウトプットのパフォーマンスを測る必要がある。すなわち、イ

ンプット（研修実施）のみは簡単である。 
（JICA）今後も様々な情報を共有したい。 
 
 
（補足調査） 
1) 日時；2008 年 8 月 28 日 10:40 – 11:20 
2) 場所；ADB 
3) 出席者； 
【ネパール側】 

Ms. Laxmi Sharma Project Officer, Nepal Resident Mission, ADB 
【日本側】 

西村邦雄 経営改善／人材育成（ICONS 国際協力㈱） 
4) 協議内容 
（西村）8 月 24 日に Itahari Lab.を見てきたが前回（8 月 9 日）とほとんど変化がない。 
（ADB）Itahari Lab.は ERMSO に所属し、DWSS が管理することになっている。WUSC など誰でもが

近くにある Lab.にアクセスできて水質検査を依頼できるように、ADB は RMSO の強化を図ってい

る。そもそも WSSDO には人材が少ないので RMSO の方がまだ人材が多いことにも拠る。 
（西村）（Itahari Lab.の写真を見せながら）24 日に見てきたが、建物は改装中であり機材はメータ検

査計と圧力計、切断機及び僅かな工具だけである。水質検査機器などは置いていない。また、藁

で包まれたものは Small area Water Supply Project でトイレのない貧しい人たちに供与されたもの

らしい。 
（ADB）（少し驚いた様子で）遅れているようなので後日確認したい。 
（西村）現在でも水質検査員が決まっていないようだ。 
（ADB）Itahari Lab.ができたらそれらの機器を使用することが重要であり、 近、新規に 5 名ラボの

ために技術者を雇用したと聞いたので、ともかく是非、新職員の雇用状況について DWSS に確認

したい。このラボは水質検査料を徴収し、その収入を基に試薬購入費やメンテナンス費用を賄え

ればよいと計画している。この検査要員にも何かのインセンティブが必要なので、海外や国内の

研修に参加できるなどのインセンティブが必要だろう。偉い方々が海外研修に行っても帰国後、

その経験がどう生かされるか疑問。そのためにも適材の雇用が必要である。 
（西村）DWSS の後ろにある新しい建物の Central Lab.は資機材が整ってあり、地方のプロジェクト

から集めた水が入ったボトルがあり、機器は使用しているようである。 
（ADB）そうか。5 つの regional と Central Lab.を作る計画になっている。 
（西村）2008 年 9 月末に Small Area Project は終了予定であるが、Itahari Lab.の様子から現実としては



 

 31

どうなのか。 
（ADB）来る 9 月末で終了することになっているので、ちゃんと終了すべきなので後日とにかくチ

ェックする。そのラボの管理責任者は DWSS である。 
（西村）新技術協力プロジェクトでは WUSC の能力強化のみならず、その能力強化の過程でその上

の機関である WSSDO－RSMO－DWSS の連携強化と能力強化を図ることを考えている。 
（ADB）WUSC などの運営・維持管理能力の強化は重要なことであり、そのためにも JICA と ADB

とが連携できるとよいと考える。 
（了） 
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資料４－８ 公共事業計画省 上下水道局（DWSS） 
 
1) 日時；008 年 8 月 8 日 14:40 – 16:00 
2) 場所；DWSS 
3) 出席者； 
【ネパール側】 

Mr. Raj Kumar Malla Director General, DWSS, MoPPW 
Mr. Deepak Puri  Senior Divisional Engineer, Planning and Foreign Aid Coordination 

Section, DWSS, MoPPW 
Mr. Shyam Prasad Upadhyay Division Chief, WSSDO, Morang, DWSS, MoPPW 
Mr. Surya Rai Kadel SDE, DWSS, MoPPW 
Mr. Ram Deep Sah Regional Chief, RMSO, Dhankutta 

【日本側】 
福田 義夫 JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 次長 
山本 敬子 上水道政策（JICA 国際協力専門員） 
尾嵜 昇 上水道施設整備（堺市水道局） 
日浅 美和 協力企画（JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 所員） 
行 政信 上水道政策アドバイザー（JICA 専門家） 
西村邦雄 経営改善／人材育成（ICONS 国際協力㈱） 
Mr. Sourab Rana JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 Program Officer 

4) 協議内容 
（日本側）これまでジャパ郡、モラン郡では無償資金協力事業で上水道施設を整備したので、そこを

利用してプロジェクトを開始したい。ADB の話では、ITAHARI に RMSO のラボがあり、WUSC
などが水質検査のために利用しているようなので視察したい。 

（DWSS）ITAHARI にあるラボはアクセスが容易であり、かつ 22 人のスタッフがいるのでよい施設

である。この ITAHARI は region にある多くの郡から検査の依頼がある。勿論、region によっては

設備が異なるので状況は異なるが。 
（JICA）今回のプロジェクトでは DWSS が責任者となり、来年 1 月から開始したい。そこでのパイ

ロットプロジェクトがトップランナーにしたい。このプロジェクトの要は、現在 Water Policy など

が公表されているがそのメカニズムが機能していないようなのでそのメカニズムの構築である。

そのためにも RMSO、DWSS、WSSDO からカウンターパートを出していただきたい。WUSC は

運営管理や維持管理がうまくいっていないようなのでそのサポートが必要である。 
（DWSS）RMSO ではトレーナーズトレーニングを実施しており、そこで研修を受けた者が講師とな

って郡レベルで研修を行なっている。RMSO には管理部、財務部、技術部、研修部の 4 部がある。

WSSDO が通常の研修を行ない、各郡に広める場合には RMSO で研修を行なっている。 
（JICA）今回のプロジェクトでは DWSS-RMSO-WSSDO レベルからそれぞれカウンターパートを出

していただきたい。また、活動の内容によって協力要員を交代できるようにしたいのでリストを

作成していただきたい。 
（DWSS）了解。WSSDO にも技術者などがいるので各レベルで必要に応じてカウンターパートを選

べるだろう。 
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（JICA）地方分権化による人材の削減はどうか。中央と地方のコンタクトがうまくいくようにして

いただきたい。 
（DWSS）配置換えがないよう 大限努力する。テクニシャンレベルは問題ないが、エンジニアやチ

ーフレベルは困難である。ただ WSSDO の機能は低下しないだろうし、District レベルでは人員が

増加すると思う。また、地方分権化によって 75 郡がどのようになるかは兎も角、行政管理部分は

存在して人員も残るので問題ないだろう。 
（JICA）プロジェクト期間中はカウンターパートの転勤などはしないように願いたい。また、部屋

も準備願いたい。 
（DWSS）人事異動には 大限配慮したい。 
（JICA）水の品質管理、水の供給システムなどの研修に関して様々なレベルの人々を巻き込みなが

ら実施したい。そして、様々なアイデアを出して研修内容をつくればよいのでいろいろなモジュ

ールができる。 
（DWSS）WUSC はコマーシャルレベル、JICA からは技術レベル、RMSO は水の品質管理と段階的

に分けられる。RMSO ではトレーナーズトレーニングを実施し、必要に応じて WSSDO や WUSC
で研修を行なえばよい。 

（JICA）来週 Workshop を行なうので参加願いたい。R/D の署名は来週金曜日 14:00 の予定である。 
（了） 
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資料４－９ モラン郡上下水道事務所（Morang WSSDO） 
 
1) 日時；2008 年 8 月 9 日 11:20 – 12:30 
2) 場所；Morang WSSDO 
3) 出席者； 
【ネパール側】 

Mr. Rharmendra Kumar Keshri   Engineer, Morag WSSDO 
【日本側】 

山本 敬子   上水道政策（JICA 国際協力専門員） 
尾嵜 昇   上水道施設整備（堺市水道局） 
行 政信   上水道政策アドバイザー（JICA 専門家） 
日浅 美和   協力企画（JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 所員） 
赤松 志保   Project Formulation Advisor 

 (Peace Building/Aid coordination) 
西村 邦雄    経営改善／人材育成（ICONS 国際協力㈱） 
Mr. Sourab Rana    JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 Program Officer 
Mr. Gopal Gurun    JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 Program Officer 

4) 協議内容 
（JICA）組織について。 
（WSSDO）当組織は、Project Implementation and Monitoring Section, Administration Section, Account 

Section, Community Section の 4 つのセクションがあり、22 名が勤務している。この 22 名の職員は

DWSS 雇用者なので異動することがあり、特に Chief engineer は 2 年くらいで異動がある。現在、

この WSSDO は 16 件のプロジェクトを実施しており、14 件は Pumping and Running system、2 件

は Gravity Project である。これらのデザインや計算はコンピューターを使用したり、手で行なった

りしている。通常、建設後は User Committee に渡すが、その際運転の仕方（How to operate）や管

理の仕方（How to manage）などを研修している。給水を受けている家庭にはメータがあるので、

Community Manage Section がメータの読み方やパイプのメンテナンスについて User committee に
指導している。 

（JICA）業務について。 
（WSSDO）14 件のプロジェクトは当 WSSDO で設計して建設し、Uses Committee に渡した後も技術

的なサポートをするなど責任がある。そのため、必要があれば出かけて行き、指導している。Morang
には 56 の WUSC がありモニタリングしてサポートできる体制にあるが、定期的に出かけて行き

確認する体制ではない。つまり WUSC からの要請があれば出向き、指導するようになっている。

Mangadh WUSC は 27,000 人の住民規模に対し 8,000 人を水需給対象者として結成されている。

WUSC に対するワークショップは当 WSSDO の建物内では実施しない。当 WSSDO には 3 台のコ

ンピューターがある。 
（JICA）Itahari Lab.と水質検査について。 
（WSSDO）Itahari（当事務所から 1 時間程度）にあるラボは知らないし、使ったこともないので分

からない。WUSC からは浄水施設の水量や水質に関する需要が多いため、これらの要請を DWSS
（Water Quality Section）に状況を報告し、必要があればチェックする。 
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（JICA）新規プロジェクトについて 
（WSSDO）WUSC から給水施設に関する要請が来て、DWSS が決定する。その過程では、要請を詳

細に調べて分類して RMSO、DWSS（Planning Section → Water Improvement Section）に上げられ

る。そして、建設が決定された場合、WSSDO に連絡があり予算が下りてくる。これら WUSC か

らの要請は年中受け付けており、その決定は 6 月／7 月に下される。通常、職員の給与とメンテ

ナンスの予算は中央から来ているが、政治的なプロジェクトを除き、決定しているわけではない。 
（JICA）RMSO について。 
（WSSDO）RMSO は各 WSSDO から上がってくる要請を DWSS に報告し、またそれぞれの WSSDO

を監督している。RMSO では各 WSSDO 職員に運営管理研修（Management training）を実施してい

るが、技術的な研修（Technical training）はカトマンズ（Nagarkot）にある CHRDU で行なってい

る。RMSO で行なう研修での Water Quality Concept は古いので New Concept が必要だろう。 
（JICA）研修について。 
（WSSDO）機械、電気、水質などの問題に対して時々、解決ができるが、Capacity Building が必要

である。また、予算不足（例えばガソリンの購入が困難）なのでモニタリングや調査などの定期

的巡回ができないし、インセンティブ（TA, DA）もない。WUSC を呼ぶにも WUSC に予算がな

いので呼ぶこともできない。 
（JICA）他組織との関係や問題点について。 
（WSSDO）VDC（Village Development Committee）との協調関係はあるが、予算は別である。また、

District Water Supply and Sanitation Committee のメンバーは LDO（Local Development Officer）、
WSSDO、DEO（District Education Officer）、DDC Technician、NGO であり、年 1 回の会合を開いて

いる。水を巡る紛争（Conflict）に関しては、プロジェクト形成段階やその予算、収入源（revenue）
の問題、また或る地域では水が出ても他の地域では出ないなどの問題がある。これまでに Conflict 
Solution Management を実施したことはない。以前は、当 WSSDO にも Political Disturbance があっ

たが、今はコンセンサスが取れている。 
（了） 
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モラン郡 WSSDO 職員の学歴と経験年数 
 

職位 学歴 経験年数

Division Chief MSc (Master of Science) 22 

Engineer 1 BSc (Civil Engineer)  10 

Engineer 2 CE (Intermediate Course: Engineer) 23 

Engineer 3 CE 15 

Engineer 4 CE 18 

Engineer 5 BE (Bachelor of Civil engineer) 19 

Technician (Ⅰ) 1 Bachelor 12 

Technician (Ⅰ) 2 SLC (School Leaving Certificate) 12 

Technician (Ⅱ) 1 SLC 21 

Technician (Ⅱ) 2 SLC 19 

Technician (Ⅱ) 3 SLC 10 

Technician (Ⅱ) 4 SLC 19 

Plumber SLC 19 

Accountant Bachelor 24 

Administration  Bachelor 11 

注）残りの職員はドライバーなどで学歴は Under SLC である。 
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QUESTIONNAIRE 
 

for 
 

The Project for Capacity Building and Human Resource Development for 
Sustainable Water Supply  

in Semi-Urban Areas  
 
 

July 2008 
 
 

Preparatory Study Team  
 

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY 
(JICA) 

 
 

 This QUESTIONNAIRE is prepared by the Japanese Preparatory Study Team for 
the Project so as to collect basic information/data and to define the scope of the cooperation 
for the preparatory study.    Please answer all the questions in details as much as 
possible. 
 Thank you for your kind cooperation. 



 

 38

WSSDO (Water Supply and Sanitation Divisional Office): Morang 
 
1. Organization of Water Supply and Sanitation Divisional Office (WSSDO) 

1) Please clarify the role, functions, responsibility and number of Water Supply and Sanitation 
Divisional Office (WSSDO). 

2) Please submit the latest organization chart. 
 

There is one Division Office at Biratnagar which covers 65 Village Development Committees & 
one Sub-Metropolitan Municipality of Morang district. There are 22 permanent staffs of different 
disciplines. This Division Office conducts Survey, prepares design Reports, makes plan based on 
Budget ceilings, implements Water Supply and Sanitation Projects as per rules, regulations and 
guidelines of the Government. Users Committee are mobilized in Planning design, Implementation, 
Operation and maintenance phases of the project cycle and ultimately the completed project is 
handed over to the Users Committee. The Users Committees are well trained during the project 
cycle to make aware of their duties and responsibilities for the sustainability of the project. 
The Organization Chart of WSSDO, Morang is attached.  
 
2. Coordination with DWSS/Local governance (municipality, DDC, VDC) 
  1) Please explain how to coordinate with DWSS/Local governance (municipality, DDC, VDC) 
    (1) DWSS 
    (2) Local Governance (municipality, DDC, VDC) 
 

The Water Supply and Sanitation Projects are being implemented by different Government 
and Non- Government Organizations such as WSSDO, DDC, VDCs, Municipality, Nepal Water 
Supply Corporation, Plan Nepal, Newah, Fundboard, Gorkha welfare and others. Hence the 
coordination among the organizations is essentials to help support each other and reduce the 
duplication of the programs. There is a District Water Supply and Sanitation Coordination 
Committee (DWSSCC) chaired by Local Development Officer of DDC which coordinates among 
the organizations. 
 
3. Supervise/support to WUSCs 

1) Please list up the name and served population. 
2) Pease explain how many WUSCs you supervise or support. 
 

There are 56 small and large Water Supply Projects completed by WSSDO, Morang up to 2065 
Asadh (July15, 2008) which covers 1,79,333 population . There are 7720 community shallow tube 
wells and 1,03,956 private tube wells which covers additional population of 5,31,272. All the 
projects are being operated by WUSCs. The WUSCs are well trained and informed during the 
project implementation cycle period. The Technicians and Village Maintenance Workers are also 
trained during the implementation period. The maintenance fund of 1% Project cost has been 
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established by WUSCs. Government also support the WUSC for three years after handing over the 
project in declining order to cope the cost of operation (Manpower and Power Cost). The WUSCs 
demand for major maintenance for the damage due to natural disaster and for the rehabilitation of 
the project after the design period. The WUSC Chairman and Secretary usually come in contact 
with WSSDO to inform their problem and ask for technical help beyond their capacity; in such case 
WSSDO help support the WUSCs. There is also one District level Water Users and Sanitation 
Committee (Federation) which is a representative of all the WUSCs in the district. They also come 
in contact with WSSDO for better running of the projects. 
 
4 Trainings for staff 
  1) Please list up trainings on plan/schedule, contents of training, number of participants in 2007 

and 2008. 
 

The technical and management trainings for WSSDO staffs are necessary. 
The following trainings were conducted by WSSDO to projects in 2007/2008.  

 
Name of Projects Name of Training Period Participants Remarks 

Bayarban w/s School Led Total Sanitation 
(SLTS) Teachers 3 days 23  

Katahari w/s School Led Total Sanitation 
(SLTS) Teachers 3 days 23  

Jante w/s WUSC Pre-construction 6 days 11  
Tankisinwari w/s WUSC Post-construction 3 days 9  
Biratnagar Brihad 
w/s WUSC Pre-construction 6 days 34  

 
5. Conducting of Monitoring and Evaluation for water supply service 
  1) Please describe results and problems of Monitoring and Evaluation for water supply service 
 

Water Supply service monitoring is conducted by WSSDO Engineers; the service level 
regarding the quality of water, Quantity of water, time of supply and continuity & reliability of 
service is inspected and checked. Due to lack of budget and microbiologists as well as equipments 
the monitoring and evaluation part is weak. 
 
6. Complaint/opinion/demand from water users in the covered area 
  1) Please describe the complaints/opinions/demands from water users and the contents of 

WSSDO’s measures. 
Water Users in the covered area demand sufficient water and quality water in uninterrupted 

manner. To make it possible WUSCs do not have sufficient budget for operation and maintenance. 
The needs of water quality treatment units are necessary which needs large investments. 
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7. Present tasks/problems (Technical/Financial) 
  Please write present tasks/problems, if any. 
WSSDO Staff Training Technical & Management  
Water Quality Improvements Need of treatment units  Need of Sufficient Budget 
Service level monitoring Need of equipments and 

microbiologist 
Need of Sufficient Budget & 
provision of microbiologist. 

Coordination  Central level and Regional level 
coordination and Instructions to 
line agencies will make district level 
coordination more effective. 

 

Submitted by:  
Shyam Prasad Upadhyay 
Division Chief 
Water Supply and Sanitation Division Office 
Morang 
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資料４－１０ マンガドゥ WUSC（Mangadh WUSC） 
 
1) 日時；2008 年 8 月 9 日 13:00 – 14:20 
2) 場所；Mangadh WUSC 
3) 出席者； 
【ネパール側】 

Mr. Ram Bhadur Gimire Chairman, WUSC Mangadh, Morang 
Mr. Sanat Kumar Baral Vice-Chairman, WUSC Mangadh, Morang 
Ms. Durga Chapagain Secretary, WUSC Mangadh, Morang 
Mr. Yubaraj Khatiwada Treasure, WUSC Mangadh, Morang 
Mr. Bhojraj Bhattrai Member, WUSC Mangadh, Morang 
Mr. Bhimprasad Regmi Member, WUSC Mangadh, Morang 
Mr. Ganga Prasad Acharya Manager, WUSC Mangadh WTP 

【日本側】 
山本 敬子 上水道政策（JICA 国際協力専門員） 
尾嵜 昇 上水道施設整備（堺市水道局） 
行 政信 上水道政策アドバイザー（JICA 専門家） 
日浅 美和 協力企画（JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 所員） 
赤松 志保 Project Formulation Advisor（Peace Building/Aid coordination） 
西村邦雄 経営改善／人材育成（ICONS 国際協力㈱） 
Mr. Sourab Rana JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 Program Officer 
Mr. Gopal Gurun JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 Program Officer 

4) 協議内容 
（JICA）無償資金協力事業で上水道施設を整備して 1 年が経つがどうか。 
（WUSC） 

・ これまで困ったことはない。水の供給を受けている人たちは喜んでおり、水道を引く家庭が増

えてきている。今は Human Resource はあり問題もない。現在、22km の水道管の延長中であり、

全体予算の 800 万ルピーのうち 25％は自分達で賄い、残り 75％分は政府からは資機材の供与を

受けた。この計画は今年中には終わり、各家庭に水を供給できるだろう。日常的なことは自分

達で対応でき、日本の支援に感謝している。以前は 14 時間給水であったが、現在は 17 時間に

延長されている。 
・ 運営委員会は 9 名、建設委員会は 5 名で構成されている。また、供給地域には 6 つの wards が

あり、その各 wards から 3 名が代表者となって地域水委員会が構成されている。約 27,000 人の

受益者対象となり得るが、現在は Tap Connection (Meter Connection) が 1,251 ヵ所で約 8,500 人

に供給している。供給時間は 17 時間で 2 名の Operator が交代で操作している。 
・ パイプが壊れたとき、修理できる人材・技術がないので WSSDO の道具を借りることもある。 
・ どの家庭もここの水を欲しがるため、需要は大きい。そのため、他の水供給施設（ビラトウナ

ガル水道公社）があってもこちらの水質がよいのでこちらの方を選ぶ家庭もある。 
・ 日本が指導してくれたことを基にマニュアルを作っており、毎日記録し、chairman が確認して

いる。問題があれば treasury に相談してから WSSDO Chief に相談する。それで駄目なら、DWSS
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または（修理のできる）Private Mechanical Company に依頼する。 
（JICA）研修が必要か。 
（WUSC） 

・ Management に関する研修がもっと必要である。現在、通常はコンピューターを使用せず手計算

で行い、公的文書を作成したりデータ分析を行なう時に使用している。以前、Pump Operator
の研修で CHRDU (Nagarkot) まで行った。 

・ 現在、必要な人員 17 名のうち 14 名を雇用しているが、更に研修が必要である。 
・ パイプの接合（fitting or joint）研修、大小のパイプによって使用する技術が異なるのでそれぞ

れに応じた技術研修も必要である。 
・ 今は Electrical Fitting Machine が必要である。 

（JICA）今後の計画は？ 
（WUSC） 

・ 今後 400～500 の Tap Connection が増加するだろう。現在、Water pet bottle 製造の 3 ヵ年計画が

あり、今年は消費者などの Marketing の Feasibility study をする予定である。 
・ 水料金（tariff）については、以前は基本料金が Rs. 60/10m3 であったが現在は値上げして Rs. 

90/10m3 であり、順次 Rs. 14/m3 の追加料金が必要である。水質がよいので料金支払いについて

住民は問題にしていない。 
・ 運営委員会 9 名のうち、2 名は女性がメンバーになるように義務付けられおり、また、基本的

には各 6 wards にも女性 1 名がメンバーになることとされている。現在、ethnic がメンバーにな

っていないが、水道管を延長すると ethnic も入ってくるだろう。また、水道管の延長に伴い、

貧民層（poor people）も需要者になるだろうが初期に必要な約 Rs. 3,000（入会金 Rs. 2,000、パ

イプ購入費 Rs. 900）は払えないだろう。ネパール政府が小学校などを設置して子供達を学校に

送っているのと同様、当 WUSC も公的機関のようなものなので、 近の総会で決めた 7 つのカ

テゴリーを使って運営委員会で判断するが、貧民層には減額（例えば 25％）するようにしてい

る。このカテゴリーは低／不安定収入、住居の状況、私立学校に子供を通学させていないなど

である。 
（了） 

 
（補足調査） 
1) 日時；2008 年 8 月 23 日 11:40 – 12:50 
2) 場所；Mangadh WUSC 
3) 出席者； 
【ネパール側】 

Mr. Ram Bhadur Gimire Chairman, WUSC Mangadh, Morang 
その他 

【日本側】 
行 政信 上水道政策アドバイザー（JICA 専門家） 
西村邦雄 経営改善／人材育成（ICONS 国際協力㈱） 
Ms. Archana Bajracharya 通訳 

4) 協議内容 
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（調査団）スペアパーツについて 
（WUSC）スペアパーツに関しては、小さなツールボックスと僅かなパーツを受取っているだけであ

る。Dhulabari にコンテナがあり、プロジェクトが終了したら渡されると聞いていたが、ツールボ

ックスと僅かなパーツのみである。 
（調査団）この後、Dhulabari に行くのでコンテナの中を確認する。パーツの交換について。 
（WUSC）モーターなどは修理可能であるが、パネルにある電気系のスペアパーツは交換できない。

そのためにも研修が必要である。 
（調査団）水質について。 
（WUSC）水質の検査は行なっているが、住民に対しては年に 1 回、Users’ Committee の会合の時に

公表している。 
（調査団）水量はどうか。 
（WUSC）水量は常時チェックしており、乾季には 3m には水位が下がる。 
（調査団）パイプの深さはどのくらいか。 
（WUSC）大体、0.75m から 1.25m の深さに埋めている。 

（了） 

マンガドゥ WUSC 理事会委員の本職 

職位 本職 
Chairperson Advocate (Lawyer) 
Vice-Chairperson Lecturer (Campus) 
Secretary Social Service 
Treasury Social Service 
Member 1 Teacher 
Member 2 Teacher 
Member 3 Social Service 
Member 4 Ex. Bank Manager 
Member 5 Teacher 

 
マンガドゥ WUSC の雇用者 

職位 年齢 学歴 経験年数

Manager/Technician 56 IE (Intermediate Course: Engineer) 20 
Accountant 57 IC (Intermediate Course: Commerce) 40 
Operator 1 38 SLC (School Leaving Certificate) 4 
Operator 2 42 SLC 4 
Operator 3 48 SLC 4 
Operator 4 35 SLC 4 

Assistant Technician 40 8 Class 4 
Helper 1 50 8 Class 4 
Helper 2 35 8 Class 4 

Pipeline runner 45 8 Class 4 
Meter Reader 35 10 Class 4 
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［回答２に関する補足（日本語斜線）］ 
 
 Economical Situation in 2064/65 (FY) 

A. Income: 

1. Water tariff - Rs. 21,51,826.01  

2. Membership / Participation - Rs.  5,42,000.00  

3. Meter fee - Rs.  2,55,000.00  

4. New connection charge - Rs.  2,18,700.00  

5. Extra (fine, meter place change, etc.) Rs.  3,28,377.52  

6.前年度繰越し Rs. 24,29,935.54  

合 計 Rs. 59,25,839,05  

B. Expenditure: 

1. Salary (会議費・滞在費含む): Rs. 11,33,162.88  

2. Dress: Rs.     9,900.00  

3. Electricity: Rs.  4,64,370.45  

4. Telephone: Rs.    18,770,31  

5. Pipeline Extension: Rs.    48,256.00  

6. Repair: Rs.     2,565.00  

7. 土地の購入費 Rs.  7,32,985.00  

8. メータ設置費 Rs.   4,22,914.43  

9. その他 Rs.   3,07,335.18  

合 計 Rs. 31,40,259.25  

 注）ネパールでは数字を記載する際、千（X,000）の次は 10 万（X,00,000）と記載することがある。 
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資料４－１１ ジャパ WSSDO （Jhapa WSSDO） 
 
1) 日時；2008 年 8 月 10 日 8:30 – 9:45 
2) 場所；Jhapa WSSDO 
3) 出席者； 
【ネパール側】 

Mr. Ram Chandra Sah Chief Engineer, WSSDO Jhapa, MoPPW 
Mr. Ram Chandra Kaphle Engineer, WSSDO Jhapa, MoPPW 

【日本側】 
山本 敬子 上水道政策（JICA 国際協力専門員） 
尾嵜 昇 上水道施設整備（堺市水道局） 
行 政信 上水道政策アドバイザー（JICA 専門家） 
日浅 美和 協力企画（JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 所員） 
赤松 志保 Project Formulation Advisor (Peace Building/Aid coordination) 
西村 邦雄 経営改善／人材育成（ICONS 国際協力㈱） 
Mr. Sourab Rana JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 Program Officer 
Mr. Gopal Gurun JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 Program Officer 
 

4) 協議内容 
（WSSDO）当 WSSDO の管轄下には 71 の WUSC がある。また、当 WSSDO には Administration Section, 

Planning Section, Account Section の 3 セクションがあり、25 名勤務している。内、Chief Engineer 1
名、Junior Engineer レベルが 8 名である。 

（JICA）WSSDO と WUSC の関係は？ 
（WSSDO）基本的には User group がプロジェクトを依頼して建設に参加し、建設後に手渡されてか

らは自分達で運営管理し維持していくことになる。もちろん、パイプラインの修理、土砂／洪水災

害によるダメージ、水がでない事態、砒素などの問題の対策はWSSDOがサポートすることになる。

プロジェクトについては先ず状況を調査してから DWSS にプロポーザル（すなわち、財政的支援要

請）を提出する。現在、必要な際には車両で出かけるが限界があり、WUSC からの要請ベースであ

り常にモニターしているわけではない。もし、出かけた場合は記録しファイリングしている。通常

は WUSC 対応も含む Regular job を行なっている。 
（JICA）問題点は。 
（WSSDO）政府の予算は限られており、鉄材不足、車両不足／燃料不足、水質問題など多々存在す

る。また、実際にはネパール政府の 10 年計画も完了していないところもある。WUSC で水が出な

いなどの問題は報告書を作成し DWSS に提出するが、多くが遅れている。Human resource について

は、例えば電気分野研修や水質検査研修が必要である。多くの職員が土木エンジニア（Civil Engineer）
なので電気分野の知識が乏しい。研修は CHRDU で行なわれているが、そこでの対象者は技術員

（technician）である。研修では高度な技術や理論、実際的な内容が必要である。研修期間は 6 ヵ月

必要だろうし、水質について Chief Engineer は知るべきである。 
住民は衛生観念が欠如しているため、トイレを作っておらず戸外で用を済ませている。そのため公

衆衛生教育が必要である。 
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（JICA）RSMO について。 
（WSSDO）RMSO は管轄下の各郡に対し責任を持っており、郡をモニタリングし必要であれば協議

している。局長（Director）は年に数回、当 WSSDO を視察し、運営問題について相談を受けたりす

る。RMSO にはエンジニアや技術アドバイザーがおり、下位職のレベルのスタッフに対し年に数回、

研修を実施している。また、（決定は DWSS が行って）財政的サポートをしている。ITAHARI のラ

ボはこの地域（16 郡）をカバーすることができる。現在は ITAHARI より Biratnagar や KTM で検査

したほうが早い。ITAHARI でも研修は可能だろう。 
通常は WSSDO→RMSO→DWSS と伝達されるが、必要があれば直接 WSSDO→DWSS と報告する

こともあり、連絡体制としてはパラレルである。 
RMSO にはプロジェクトの全ファイルがあり、関連ドキュメントも保存されている。 

（JICA）WSSDO の業務について。 
（WSSDO）WUSC などの情報に関しては Chief Engineer が把握している。例えば、WUSC が

International NGO を必要とすれば WSSDO の許可がいる。そのことは RMSO に報告される。DDC 
(District Development Committee) － VDC (Village Development Committee) という関係になっている

が、DDC には Water Sanitation Coordination Committee があり衛生関連では会合を持っている。その

ため、例えば Dhulabari WUSC に問題が生じた時は WSSDO が解決した。ただ電気問題に関しては、

ネパール電気公社（NEA）が関係しており、郡レベルを越えて中央レベルの問題／政治的問題であ

る。勿論、WSSDO から DWSS まで問題の報告はされる。電圧の安定のために Voltage Stabilizer や
電気供給のために Generator が必要であり、これらは DWSS の問題（購入コスト・燃料代負担）で

ある。 
（JICA）新プロジェクトの研修について。 
（WSSDO）WUSC を指導したり、ガイドラインを作成したりする際の C/P の配置は可能である。 

（了） 
 
（補足調査１） 
1) 日時；2008 年 8 月 22 日 10:30 – 11:30 
2) 場所；DWSS（Mr. Ram Chandra Kaphle は出張で KTM 滞在） 
3) 出席者； 
【ネパール側】 

Mr. Ram Chandra Kaphle Engineer, WSSDO Jhapa, MoPPW 
【日本側】 

西村邦雄 経営改善／人材育成（ICONS 国際協力㈱） 
4) 協議内容 
（西村）新規プロジェクトについて 
（WSSDO）予算見積りを作成し新規プロジェクトを立案して要請書をまとめ、それが RMSO 経由で

DWSSに行くことになる。これらの新規プロジェクトの要望は消費者である住民から来る。例えば、

今年度に要請書を出しても次年度予算で認められるかどうかは分からない。現在、進行中のプロジ

ェクトもあるので仮に政府の予算執行の都合で新規プロジェクト開始が遅れても進行中のプロジ

ェクトを管理する必要がある。 
（西村）人事異動について。 
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（WSSDO）当 WSSDO に勤務しているスタッフは政府の公務員なので 2、3 年で人事異動がある。日

本の技術協力プロジェクトが始まり、もし C/P に継続して勤務してもらうためには DWSS にプロジ

ェクト期間中は異動しないように依頼することができるだろう。 
（了） 

 
（補足調査２） 
1) 日時；2008 年 8 月 25 日 11:50 
2) 場所；Jhapa WSSDO 
3) 出席者； 
【ネパール側】 

Mr. Narayan Prasad Dhungel Engineer, Jhapa WSSDO 
【日本側】 

行 政信 水道政策アドバイザー（JICA 専門家） 
西村邦雄 経営改善／人材育成（ICONS 国際協力㈱） 
Ms. Archana Bajracharya 通訳 

 
4) 協議内容 
（調査団）ローカルコンサルタントの有無について。 
（WSSDO）この Jhapa や Kakarbitta には技術や財務会計などの研修をできるものはいない。ポンプが

故障した場合、インド（Siliguri）やビラトウナガルから技術者を連れてくる。状況によっては持っ

ていって修理してもらう。 
（了） 
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ジャパ郡 WSSDO 職員の学歴と経験年数 
 

職位 学歴 経験年数

Division Chief MSc (Master of Science) 20 

Engineer 1 MSc 18 

Engineer 2 CE (Intermediate Course: Engineer) 10 

Engineer 3 CE 20 

Engineer 4 CE 20 

Engineer 5 CE 20 

Computer Operator Intermediate Course 3 

Technician 1 SLC (School Leaving Certificate) 15 

Technician 2 SLC 15 

Technician 3 SLC 15 

Technician 4 SLC 15 

Technician 5 SLC 15 

Technician 6 SLC 10 

Technician 7 SLC 15 

Technician 8 SLC 15 

Woman Worker SLC 9 

Draftman  Intermediate Course 15 

Accountant Bachelor 15 

Clerk 1 Bachelor 9 

Clerk 2 Bachelor 15 

 注）残りの職員はドライバーなどで学歴は Under SLC である。 
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資料４－１２ ドゥラバリ WUSC（Dhulabari WUSC） 
 
1) 日時；2008 年 8 月 10 日 11:10 – 12:50 
2) 場所；Dhulabari WUSC 
3) 出席者； 
【ネパール側】 

Mr. Chabi Lal Khatiwada Chairperson, WUSC Dhulabari, Jhapa 
Mr. Deepak Bhandari Secretary, WUSC Dhulabari, Jhapa 
Mr. Deepak Subedi Junior Engineer, WUSC Dhulabari, Jhapa 
Mr. Bikash Dahal Account Officer, WUSC Dhulabari, Jhapa 
Mr. Chetan Niroula Manager, WUSC Dhulabari, Jhapa 
Mr. Ram Chandra Sah Chief Engineer, WSSDO Jhapa, MoPPW 
Mr. Ram Chandra Kaphle Engineer, WSSDO Jhapa, MoPPW 
Mr. Surya Rai Kadel Senior Divisional Engineer, DWSS, MoPPW 

【日本側】 
山本 敬子 上水道政策（JICA 国際協力専門員） 
尾嵜 昇 上水道施設整備（堺市水道局） 
日浅 美和 協力企画（JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 所員） 
行 政信 上水道政策アドバイザー（JICA 専門家） 
赤松 志保 Project Formulation Advisor (Peace Building/Aid coordination) 
西村邦雄 経営改善／人材育成（ICONS 国際協力㈱） 
Mr. Sourab Rana JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 Program Officer 
Mr. Gopal Gurun JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 Program Officer 

4) 協議内容 
（JICA）日本が施設を建設した後の運営維持管理、技術的な問題について。 
（WUSC）JICA が勧めたので維持管理要員は Accounting や Technician など 25 名いる。内訳は浄水

場の Operator として 7 名、このオフィスに 18 名が勤務している。運営に関しては、特に問題はな

いが、電気が停電した際に発電して燃料代がかさむことである。水量に関しては、雨季は問題な

く 8 時間給水（午前と午後の 5 時～9 時まで）できるが、乾季には川の水が不足するので 4 時間

給水（午前と午後の 2 時間ずつ）になる。つまり、年間を通じて 4 ヶ月間は水が十分あるが、残

りの 8 ヶ月は水が不足している。取水場は 15km 離れていて遠く乾季の水不足を解決するため、

この付近では地下水が多いので近くでボーリングをしたい。水質に関してはプロジェクト前と後

とは大きくことなっており、例えば水道の水を飲むことができるようになり住民は満足している。

住民からの不満としては 1 日中、給水して欲しいとの要求があるが、現状では困難である。現在、

給水域の 50％くらいの世帯にメータを置いて水を給水しているが、もっと水量があれば給水域を

増やすことができる。学校にもメータを設置している。 
運営については概ね問題はない。いつもは 10 万ルピーを銀行に預けたいが、今年は 5 万ルピーで

ある。 
水道料金は大体 90％くらいを回収しているが、支払わない場合は罰則として割増料金を取り 後

は給水を止めたり、選挙があるといったりして払わせるようにしている。通常、2 ヶ月滞納する
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と 15％の割増料金、3 ヶ月滞納すると 30％の割増料金、4 ヶ月滞納するとアウトである。ただし、

請求後 7 日以内に支払うとディスカウントしている。これまで 4 回、水料金を上げたので今のと

ころ更に上げる予定はない。一般家庭も工場も同じ料金制度で徴収しており、貧困層（Poor people）
に配慮はしていない。新規メンバー費として 1,000 ルピー、接続料金として 700 ルピーが必要で

あり、メータ料金には 1,200 ルピーと 2,250 ルピーの 2 種がある。 
給水されていない 50％の中には貧困層も含まれるが、これまで要求がなく井戸を使っているのだ

ろうし、要求があっても水量に限界があるのでなかなか増やせない。 
これまでコンピューターを使用して料金などの計算をしていないし、通常はメータを確認して請

求書を出して住民がここへ支払いに来ている。 
（JICA）研修について。 
（WUSC）請求書作成にはソフトウェアが必要であり、そのための研修が必要である。JICA ではソ

フコンとして generator, panel, bulb, meter の確認方法を指導し毎日の確認はできるが不十分である。

7 人の Operator は 2 交替で勤務し、毎日記録を取っている。 
（JICA）その他の問題について。 
（WUSC）JICA が敷設した供給用のパイプは深いので自分達で工事をする際、困る。土を掘り起こ

す際に多くの人手を要するからである。 
（JICA）委員会等について。 
（WUSC）71 のコミュニティから 3 人の選挙委員が選ばれ総会で選挙を行なう。政治団体は何か必

要があれば言ってくる。WSSDO は予算や技術的な支援、パイプラインの設置など、様々なタイ

プの支援をしてくれる。維持管理要員の 25 名の給料は公務員並みで月額 9,000 ルピーである。運

営委員会（Board member）はボランティアで無給である。 
（了） 

 
（補足調査） 
1) 日時；2008 年 8 月 25 日 13:30 – 14:30 
2) 場所；Dhulabari WUSC 
3) 出席者； 
【ネパール側】 

Mr. Chabi Lal Khatiwada Chairperson, WUSC Dhulabari, Jhapa 
その他 

【日本側】 
行 政信 上水道政策アドバイザー（JICA 専門家） 
西村邦雄 経営改善／人材育成（ICONS 国際協力㈱） 

Ms. Archana Bajracharya 通訳 
4) 協議内容 
（調査団）給水地区について。 
（WUSC）ここは Municipality ward 5 にある。この Municipality には ward 1 から ward 13 まであり、

当 WUSC は ward 1 から ward 6 に供給しており、現在のところそれ以外の ward (7～13) に延長す

る計画はない。この 6 つの ward の約 50％に水を供給していることになる。現在の問題は（前に

も話したように）雨季には 2,500m3 / d の水量があるが、乾季には 600m3 / d と激減することであ
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る。せめて乾季でも 1,000m3 / d あればよい。本当に水量が減って足りなくなると井戸を掘るかも

しれないが、現時点ではそのような計画はない。 
（調査団）スペアパーツについて。 
（WUSC）スペアパーツは浄水場のコンテナに入っている。 
（調査団）水質の公示について。 
（WUSC）水質に関し、住民に年に 1、2 回しか伝えていない。ただ、ここの水がきれいなことは知

っている。WUSC が総会を開いた際には参加者に伝えている。 
（調査団）水道管の問題点は。 
（WUSC）浄水場から水タンクまでは JICA が新しくパイプを引いてくれたが、この水タンクから各

家庭のパイプは 12 年も経っており古いことが問題である。 
（調査団）ジェネレーターについて。 
（WUSC）1 日に 2 時間程度は使っている。1 日に約 6 リットルのディーゼルが必要でありディーゼ

ル 1 リットルが NRs. 68 と高価なので費用がかさむことが問題である。 
（調査団）水質の検査について。 
（WUSC）水質などの毎日のチェックに関しては、2006年 7月から 2007年6月まで間組との契約（NRs. 

20,000 / 月）で行なってデータを提出していた。現在は、そのフォームを利用して 7 月からこれ

まで継続して検査し PC に入れている。前に検査したデータ 1 年分は間組に紙で提出してしまっ

ており、手元にはない。 
 
（WTP 調査結果） 
浄水場にあるコンテナ内と事務所内を確認したが、当 WTP に必要なスペアパーツ以外は置いてい

ないようであった。したがって、他の WUSC のスペアパーツは保存していない。 
（了） 

ドゥラバリ WUSC 理事会委員の本職 

職位 本職 
President Businessman 
Vice-President Agriculture 
Secretary Businessman 
Member 1 Businessman 
Member 2 Businessman 
Member 3 Businessman 
Member 4 Businessman 
Member 5 House wife 
Member 6 Teacher 
Member 7 Social Worker 
Member 8 Social Worker 
Nominated Member 1 Businessman 
Nominated Member 2 Businessman 
Nominated Member 3 Teacher 
Nominated Member 4 Social Worker 
Invited Member 1 Social Worker 
Invited Member 2 Teacher 
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ドゥラバリ WUSC の雇用者 
 

職位 年齢 学歴 経験年数

Manager 30 MA in English 3 

Accountant 26 MBS in Account 2 

Technical incharge 27 Diploma in mechanical engineering  2 

Chlorinator 23 BBS 2 

Meter Reader 1 34 SLC 12 

Meter Reader 2 35 SLC 8 

Collector 27 SLC 4 

Plumber 1 39 SLC 12 

Plumber 2 28 SLC 2 

Sub-Plumber 1 34 Literate（読み書き可能） 12 

Sub-Plumber 2 22 Class 10 3 

Pump Operator 55 Literate（読み書き可能） 12 

Mechanical Operator 48 Literate（読み書き可能） 6 

Electrical Operator 30 Class 10 2 

Pipeline Wacthman 30 IA 2 

Pipeline Wacthman 45 Literate（読み書き可能） 12 

Night Watchman 1 35 Class 8 2 

Night Watchman 2 45 Literate（読み書き可能） 1 

Intake Wacthman 57 Literate（読み書き可能） 13 

Gardener 57 Literate（読み書き可能） 13 

Sweeper 38 Literate（読み書き可能） 13 

Peon 1 34 Class 10 12 

Peon 2 32 Class 8 12 

Peon 3 34 Class 8 2 
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資料４－１３ ゴウラダ WUSC（Gauradaha WUSC） 
 
1) 日時；2008 年 8 月 11 日 10:00 – 11:00 
2) 場所；Gauradaha WUSC 
3) 出席者； 
【ネパール側】 

Mr. Rohit Kumar Basnet President, WUSC Gauradaha, Jhapa 
Mr. Buddhiman Karki Vice-President, WUSC Gauradaha, Jhapa 
Mr. Prem Kumari Ghimire Treasurer, WUSC Gauradaha, Jhapa 
Mr. Shyam Dahal Member, WUSC Gauradaha, Jhapa 
Mr. Ram Kumar Bhattarai Member, WUSC Gauradaha, Jhapa 
Mr. Ram Kumar Sitaula Member, WUSC Gauradaha, Jhapa 
Mr. Shree Prasad Tajpuria Manager, WUSC Gauradaha, Jhapa 
Mr. Prem Sibakoti Operator, WUSC Gauradaha, Jhapa 
Mr. Dhar Kumar Rai Plumber, WUSC Gauradaha, Jhapa 

【日本側】 
山本 敬子 上水道政策（JICA 国際協力専門員） 
尾嵜 昇 上水道施設整備（堺市水道局） 
日浅 美和 協力企画（JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 所員） 
行 政信 上水道政策アドバイザー（JICA 専門家） 
赤松 志保 Project Formulation Advisor (Peace Building/Aid coordination) 
西村邦雄 経営改善／人材育成（ICONS 国際協力㈱） 
Mr. Sourab Rana JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 Program Officer 
Mr. Gopal Gurun JICA ﾈﾊﾟｰﾙ事務所 Program Officer 

4) 協議内容 
（JICA）水道事業について。 
（WUSC）日本のプロジェクトが終了してから住民から注目されている。それまではパイプラインが

あるところと無いところがあったが、今は飲料水が要求されるようになった。そのため、パイプ

ラインを 19km 程度延長する必要があり、DWSS に頼んでいるが返答は来ていない。現在、パイ

プラインの支援先を探している。これまで政府が掘った 3 本の井戸が稼動していたが、今は 2 本

（30m, 60m）が駄目になり残り 1 本（118m）だけになっている。これも砂が混じるようになって

きている。というのは、2 ヶ月前に 1 本、15 日前にもう 1 本が駄目になったのである。したがっ

て、水が不足している。 
これまでに水中ポンプは 4 回修理したが、メンテナンスに費用がかかる。また、ディーゼルを使

っているので経済的には大変である。新しい井戸を掘る資金がないので 1本のボーリングをDWSS
に要請している。ボーリング会社はビラトウナガルにある。 

（JICA）井戸のパイプを洗ってはどうか。 
（WUSC）洗ってもだめなので掘るしかない。とにかく残りの 1 本が駄目になると水の供給ができな

くなる。以前は 10 時間以上給水をしていたが、今は減ってきており、残り 1 本が駄目になると住

民が騒ぎだすだろう。 
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（JICA）修理について。 
（WUSC）コンプレッサーが壊れたが、1 年間保証されているので日本人が修理してくれた。しかし、

これが壊れたらどこで入手できるのか知らない。機械のマニュアルはある。塩素に関しては、当

初独特のにおいがするので住民からのコメントがあったが今はないし、鉄分が少なくなったので

よくなった。水道がない家は隣からもらうか、ハンドポンプ式の井戸の水を取っている。 
（JICA）運営管理について。 
（WUSC）運営委員会のメンバーは 13 名、オペレーションスタッフは 5 名（Manager, Operator, Helper 2, 

Guardsman）である。会計や料金回収の仕事は manager がマニュアルにしたがって行なっている。

基本的な研修は受けているがコンピューター化はしていない。全て手作業である。料金は 8,000
リットルで 75 ルピーであり、回収率は 95％である。残りの 5％からも回収しなくてはならないの

で罰則を作っており、例えば 3 ヶ月を過ぎると 25％増となる。支払いはここである。検針をして

請求書を作成し配っているが、前月の分を翌月の 1～3 日目に調べている。 
（JICA）水道料金の値上げについて。 
（WUSC）この 1 年間に 55 ルピーから 75 ルピーに上げたので難しく、話し合っていない。値上げよ

り既存のパイプの利用だろう。水道給水への加入料金とパイプへの接合（joint）で 2,500 ルピーを

要する。 
（JICA）運転開始時やメンテナンスをした時記録しているのか。 
（WUSC）水道料金を支払った人や水質、水量の記録は取っている。つまり、毎日記録しているので

漏水量が分かる。ただ、鉄分や塩素を調べた時の記録はない。 
（JICA）運営委員会について。 
（WUSC）総会規則にしたがって選挙管理委員会（Election Management Committee）の下、コンセン

サスで決める。その際、女性を 2 名入れなくてはならないし、Ethnic にも配慮している。運営委

員会以外に、顧問委員会（Advisory Committee：7 名）があり合同で会議を開きアドバイスを聞く

こともある。 
（JICA）水道料金の不払いやディスカウントについて。 
（WUSC）料金の不払いの 5％には貧しい人々のみではなく金持ちも含まれているが、罰することは

していない。また、貧しい人々は水道をあまり引いていないし、ディスカウントもしていない。

以前は公衆水場（Public tap）があったが、今はない。この地域には政治的にも Ethnic 的にも様々

な人々がいるのでより一層配慮する必要がある。 
（了） 

 
（補足調査） 
1) 日時；2008 年 8 月 26 日 9:00 – 10:30 
2) 場所；Gauradaha WUSC 
3) 出席者； 
【ネパール側】 

Mr. Rohit Kumar Basnet President, WUSC Gauradaha, Jhapa 
その他 

【日本側】 
行 政信 上水道政策アドバイザー（JICA 専門家） 
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西村邦雄 経営改善／人材育成（ICONS 国際協力㈱） 
Ms. Archana Bajracharya 通訳 

4) 協議内容 
（調査団）給水地区について。 
（WUSC）Gauradaha 村には 9 つの ward があり、ここは ward 9 にある。この WUSC では ward 3,4,7,8,9
と ward 2（2 つの tap のみ）に水を供給している。この 5 つの ward には約 8,000 人の村民が住んで

おり、515 tap を付けているので約 2,500 人～3,000 人に給水していることになる。（ちなみに

Gauradaha の人口は 19,200 人）将来の計画はないが、給水世帯は徐々に増えてきている。 
（調査団）現在の問題は。 
（WUSC）前にも話したように、3 本の井戸のうち、浅井戸 2 本が駄目になり、残りの深井戸 1 本も

砂が混じりフィルターが詰まるようになってきたことである。このままでは壊れる可能性もある。

この問題については WUSC 長が KTM の DWSS に行き陳情したこともあり、DWSS が返事を出す

と言っていたが、いつ来るのか分からない。 
（調査団）スペアパーツについて。 
（WUSC） 近、リフティングポンプが壊れてなかなか修理できなかったが、一応修理してもらった。

電気系については単に交換はできるが、どこからどこにコードが繋がっているのか分からないので

できない。確かにここの浄水場を整備してもらった時、ソフトコンポーネントで指導／研修を受け

たが、紙上のみであり実際的ではなかった。やはり、実践的な研修が必要だろう。 
（調査団）ローカルコンサルタントについて。 
（WUSC）農業灌漑関連でモーターを修理できる者はいるし、電気屋もいるが、電気パネルはできな

いだろう。 
（調査団）水質については。 
（WUSC）毎日、水質を記録しているわけではないし、今後は公表する予定ではある。 

（了） 
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ゴウラダ WUSC 理事会委員の本職 
 

職位 本職 

Chairperson Social Worker 

Vice- Chairperson Teacher 

Secretary Teacher 

Vice-Secretary Businessman 

Treasury Social Worker 

Member 1 Teacher 

Member 2 Teacher 

Member 3 Businessman 

Member 4 Businessman 

Member 5 Social Worker 

Member 6 Businessman 

Member 7 Social Worker 

 
 

ゴウラダ WUSC の雇用者 
 

職位 年齢 学歴 経験年数

Manager  IA（Intermediate course: Art） 22 

Operator  IA 6 

Plumber  Literate（読み書き可能） 6 

Helper 1  Class 8 1 

Helper 2  Literate（読み書き可能） 1 

 



 

 70



 

 71



 

 72
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［補足］回答４．Answer について 
 回答４．Answer として２枚提出されているが、2062/2063 年（2005/2006）及び 2063/2064 年

（2006/2007）の支出及び収入の記録である。 
 

2063/2064 年（2006/2007）の支出及び収入記録 
 

支 出 収 入 

内訳 金額 内訳 金額 

1. 給料（会議・滞在費含む） Rs. 1,84,976.00 1. 入会費 Rs.  2,283.00

2. フィールド派遣費 Rs.   23,110.00 2. 移転手続き手数料 Rs.     11.00

3. 事務用品 Rs.    5,333.50 3. 応募費 Rs.    210.00

4. 電気代 Rs.   73,470.04 4. 願書書類費 Rs.    860.00

5. 修理費 Rs.   70,196.00 5. サービス料金 Rs. 12,900.00

6. 物品購入 Rs.   41,625.00 6. 水道設置料金 Rs. 12,900.00

7. 雑費・新聞 Rs.      601.00 7. メンバーカード代 Rs.  2,900.00

8. ガソリン代 Rs.   18,550.00 8. メータ代 Rs. 68,457.00

9. その他 Rs.    5,280.78 9. 水道料金 Rs. 2,96,939.00

10.残金 Rs.    3,487.43 10.罰金 Rs. 12,821.00

  11.銀行利子 Rs. 10,999.00

  12.その他 Rs.  5,349.00

合 計 Rs. 4,26,629.75 合 計 Rs. 4,26,629.00
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資料４－１４ 中央人材開発ユニット（CHRDU） 
 
1) 日時；2008 年 8 月 19 日 11:00 – 14:00 
2) 場所；CHRDU 
3) 出席者； 
【ネパール側】 

Mr. Nawal Kishor Mishra  Chief, CHRDU, DWSS 
【日本側】 
尾嵜 昇   水道施設整備（堺市水道局） 
行 政信   上水道政策アドバイザー（JICA 専門家） 
西村邦雄   経営改善／人材育成（ICONS 国際協力㈱） 

4) 協議内容 
（調査団）CHRDU について。 
（Mr. Mishra）当研修所では Ministry of Local Development、KUKL 及び UNICEF などが研修を行なっ

ている。自分が人材育成に関する計画を立てて申請し、約 20 年前（1987 年）、KTM に小さな研修

所として設立された。その後、ネパール政府と ADB 等の他ドナーの支援を得て、この地（Nagarkot）
に土地を確保し、当研修所が 1995 年に設立された。KTM から遠いこの地を選んだのは周囲に何

もないので集中して研修ができると考えたからである。そもそも、ネパールではいろいろなプロ

ジェクトが実施されるが、メンテナンスがだめなことにより、徐々にその後駄目になっていく。

そのため、人材（Human Resource）が重要と考え、設立することとした。これは、貯水池に水を

溜めるだけでは駄目で、その水をうまく供給する人々が必要なことと同じである。つまり、人材

が必要であり、その勤務態度の変更が必要である。人々は建物を作り機械を設置してもその機械

の修理ができないので、そのための Logistics support が必要である。また、理論面と実習面が必要

である。 
（調査団）研修講師について。 
（Mr. Mishra）当研修所には常勤スタッフが 19 名いるが、研修を実施する時は外部の人材を活用して

いる。外部人材は 50 名以上いる。これらの人々はコンサルトや大学の先生などである。自分自身

は CHRDU の創設時期と、この建物ができた頃の 1 年間と昨年再赴任してからの 1 年間のみ関わ

っている。（不在の時期は外へ出ていたとの事） 
（調査団）機材等について。 
（Mr. Mishra）この研修ホールのほか、PC 研修室、水質検査器具／装置、メータ・ハンドポンプの構

造説明用機器、パイプ切断機などがある。UNDP が 1993 年に設置した PC は古くて駄目である。 
（調査団）研修の評価方法について。 
（Mr. Mishra）受講生は研修評価は提出された文書とテストで評価される。逆に受講生はこの施設と

研修の中身（専門性）について評価することとなっている。 
（調査団）ドナー支援について。 
（Mr. Mishra）UN/WHO は 1993 年から 1995 年、UNICEF は 1992 年から 2008 年、WHO は 2008 年支

援している。ADB はこの建物を設立するのに関わったが、その後はない。 
（調査団）研修費用について。 
（Mr. Mishra）部屋代は 200 ルピー、食事代はベジタリアンで 150 ルピー（2 回）。 
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（面談後、施設内の案内を受けた） 
 
 
 

CHRDU の組織図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［常勤 19 名の内訳］ 

– Chief  1 
– Engineer  2 
– Sub-Engineer 3 
– Technician  1 
– Laboratory  1 
– Librarian  1 
– Sociologist  1 
– Finance  1 
– Administration 1 
– その他  7（アシスタント、清掃人等） 

Chief 

Administration 

Finance Section Social Section Technical Section 

Sociologist 

FinanceLaboratory Training Consultant Research 
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資料４－１５ UN－HABITAT 
 
1) 日時；2008 年 8 月 20 日 9:30 – 10:20 
2) 場所；UN－HABITAT 
3) 出席者； 
【ネパール側】 

Dr. Roshan Raj Shrestha Chief Technical Advisor, UN-HABITAT 
【日本側】 
尾嵜 昇 上水道施設整備（堺市水道局） 
行 政信 上水道政策アドバイザー（JICA 専門家） 
西村邦雄 経営改善／人材育成（ICONS 国際協力㈱） 

4) 協議内容 
（調査団）新技術協力プロジェクトの内容について説明。 
（Dr. Shrestha）現在進めているプロジェクトでは対象とする 29 towns の WUSC に対し Skill 

Development を実施している。その内容は O/M、施設のメンテナンス、貧困層への配慮、基金な

どである。これらの研修／指導は NGO が行なっているし、地元の Local NGO の強化も図ってい

る。 
（調査団）NGO について。 
（Dr. Shrestha）NGO とアイデアをお互い交換することは必要だろう。NGO が Capacity Building がで

きればその NGO を使うことができる。しかし、その前に研修の対象となるグループにとって何の

Capacity Building が必要なのかを分かる必要がある。そのために現地の WUSC について調査をし

て分析し、何が必要かを理解した上で NGO を雇用することが重要である。その際には NGO を紹

介できる。WUSC の能力向上を図ることは重要である。現在のネパール政府には人材が限られて

いるし、政治的な問題もある。 
（調査団）ニーズ調査について。 
（Dr. Shrestha）現地へチームを派遣して Needs Assessment Workshop をすればデータが得られる。 
（調査団）9 月と 10 月に行なう予定の研修ではどの NGO を使うのか。 
（Dr. Shrestha）SILT が行なう。社会調査については GeoSpatial も実施している。 
（調査団）機材について。 
（Dr. Shrestha）コンピューターは UN-HABITAT が提供し、会計ソフトとしては既存のソフトを使っ

て開発したものがある（無料）。また、水質検査などのキットは ENPHO のものである。 
（了） 
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資料４－１６ 東部地域水道事業監督事務所（ERMSO） 
 
1) 日時；2008 年 8 月 24 日 8:30 – 10:30 
2) 場所；ERMSO(Eastern Regional Monitoring & Supervision Office 
3) 出席者； 
【ネパール側】 

Mr. Padan Chemjong  Engineer, ERMSO 
Mr. Devkant Chaudhary Sub-Engineer, ERMSO 
Mr. Serdbd Ydash Plumber, ERMSO 
Mr. Gopal Karki Assistant Administration, ERMSO 

【日本側】 
行 政信 上水道政策アドバイザー（JICA 専門家） 
西村邦雄 経営改善／人材育成（ICONS 国際協力㈱） 
Ms. Archana Bajracharya 通訳 

4) 協議内容 
（調査団）ERMSO の職員数と役割について。 
（ERMSO）現在、37 名の職員がいるが、定員より 1 名少ない。この ERMSO の役割は東部地域にあ

る 16 郡にある WSSDO をモニタリングして報告書を Chief とアシスタントが書き、DWSS に報告す

ることである。Annual report は毎年書いて Chief が DWSS に提出している。また、新規プロジェク

トについては当ERMSOで作るのではなく、各郡からの要請をまとめるだけである。なお、当ERMSO
は Dhankutta の WSSDO も兼務しているので他の WSSDO と同様の業務を当 ERMSO が Dhankutta 
District で行なっている。ネパール暦 2064/2065（2007/2008 年）年度の Dhankutta District におけるプ

ロジェクトの進捗状況は別添参照のとおり。 
（調査団）職員の研修について。 
（ERMSO）当 ERMSO のスタッフの研修は昨年度、Nagarkot の中央研修所で行なわれた AutCAD 及

び基本的なコンピューター操作に関する研修に 1 名のみ参加した。職員にはコンピューターや財政

などの知識がないので研修が必要である。ERMSO としては 2007 年 11 月頃、ビラトウナガルで財

務管理研修（Financial Administration Training）を実施した。また、WSSDO としてはこの建物あるい

は他の場所で住民に対し研修やボランティアに実際的な研修（Practical Training）を行なっている。

（別添参照） 
（調査団）住民からの要望について。 
（ERMSO）住民からは飲料水供給の要望が多くてプロジェクトが終了しても要請される。ここ

Dhankutta の水質は良くないので質を良くするような要望である。というのは貯水池がバザールの

近くにあり汚い。この貯水池は以前イギリスとインドが作ったものである。水道管は鉄と HDPE か

ら構成されている。水道管を接合するための道具はないので手で行なっている。 
（調査団）当 ERMSO にある機器等について。 
（ERMSO）当 ERMSO には PC 3 台、プリンター 1 台、コピー機 1 台とファックス 1 台のみがある。

インターネットはない。当 ERMSO には水質などを調べる機器はないし、水質を調べるためのキッ

トはあるが試薬がない。Itahari にできるラボには機器や試薬が整備されるだろうし、ERMSO に別

のセクションができてその管理をするだろう。そこでの水質検査では検査費用を徴収することには
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なっているが、決まっていない。 
（了）
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（別添資料） 
2064/2065 年度に実施したプロジェクト（Dhankutta District）（仮訳） 

 
1) 予算番号 48－4－804 

・ブデェモラン上水及び衛生プロジェクト 
・アキサッラ上水及び衛生プロジェクト 
・ウェルハラ上水及び衛生プロジェクト 
・ダンクタ上水プロジェクト再建 
・ジトプール上水プロジェクト修理 
・チンタン上水及修理 
 

2) 予算番号 48－4－807（小修理プロジェクト） 
・マハバロト上水プロジェクト修理 
・サンネ上水プロジェクト修理 
 

3) プロジェクトの建設状況 
番号 プロジェクト番号 プロジェクト名 建設目標 進行 進行（％） 現在までの進行

1 48-4-804 ブデェモラン上水 100 100 100％ 100 
2 48-4-804 アキサッラ上水 15.50 14.66 94.58％ 11.61 
3 48-4-804 ウェルハラ上水 18.40 18.40 100％ 18.40 
4 48-4-804 ダンクタ上水 

プロジェクト再建 
100 100 100％ 100 

5 48-4-804 ジトプール上水 
修理 

100 100 100％ 100 

6 48-4-804 チンタン上水修理 100 100 100％ 100 
7 48-4-804 事務所の建物の 

修理 
100 100 100％ 100 

8 48-4-804 家具や Fixtures 100 100 100％ 100 
9 48-4-804 実行した上水の 

修理 
100 100 100％ 100 

10 48-4-804 プロジェクト調査 100 100 100％ 100 
11 48-4-707 マハバロト上水 100 100 100％ 100 
12 48-4-707 サンネ上水修理 100 100 100％ 100 

 
4) 実行したプロジェクト 
①予算番号 48－4－804 

・ブデェモラン上水及び衛生プロジェクト 
・ダンクタ上水プロジェクト再建 
・ジトプール上水プロジェクト修理 
・チンタン上水及修理 

②予算番号 48－4－807（小修理プロジェクト） 
・マハバロト上水プロジェクト修理 
・サンネ上水プロジェクト修理 
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5) 利益を受けた人口数 

・ブディモラン上水及び衛生プロジェクト２スキーム、1612 人（終了） 
・アキサッラ上水及び衛生プロジェクト２スキーム、462 人（継続） 
・ウェルハラ上水及び衛生プロジェクト１スキーム、184 人（継続） 
 

6) プロジェクトの財政的進行 （単位：NRs. 1,000） 
番号 プロジェクト番号 プロジェクト名 予算 支出 財政進行 現在までの支出

1 48-4-804 ブデェモラン上水 3543 3537 99.83％ 3537 
2 48-4-804 アキサッラ上水 1405 1340 95.37％ 1340 
3 48-4-804 ウェルハラ上水 1500 1499 99.93％ 1499 
4 48-4-804 ダンクタ上水 

プロジェクト再建 
3000 2997 99.90％ 2997 

5 48-4-804 ジトプール上水修理 850 850 100％ 850 
6 48-4-804 チンタン上水修理 950 930 97.89％ 930 
7 48-4-804 事務所の建物の修理 150 150 100％ 150 
8 48-4-804 家具や Fixtures 20 20 100％ 20 
9 48-4-804 実行した上水の修理 150 150 100％ 150 

10 48-4-804 プロジェクト調査 150 150 100％ 150 
11 48-4-707 マハバロト上水 250 250 100％ 250 
12 48-4-707 サンネ上水修理 90 85 94.44％ 85 

 
7) 前金及び会計検査の状況 

・2064/2065 年度までは前金が残っていない。 
・2064/2065 年度までの変則（Financial Irregularity）―10027308 ルピー93 パイサの変則があった。

その内 6938731 ルピーはイタハリの 22 プロジェクトの経営に入るもの。 
・後から提示した料金―5362581 ルピー80 パイサ 

 
8) 衛生活動 

・衛生週にセミナーやラリー（終結）が行った。 
・DDC とともにヒレやビヒバレで意識が高まるような看板をかけた。 
・ブデェモラン VDC では３のトイレ建設が行った。 
・パクリバースやアハレ VDC は汚さのない（ウンチのない）地域と公表することを決定した。 
・ラジオ・ネパールのサポートに衛生に関する意識を高めるプログラムが放送された。 
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9) 研修 

番号 プロジェクト名 研修 参加者 期間 開催地 

1 ブデェモラン上水 建設前に利用者の研修 9 6 プロジェクト・エリア

2 ブデェモラン、 建設後利用者の研修 9 3 プロジェクト・エリア

3 ブデェモラン、 
ウェルハラ、 

アキサッラ上水 

農村開発ウォーカー研修 6 4 郡（ダンクタ） 

4 ウェルハラ上水及 建設前に利用者の研修 9 3 プロジェクト・エリア

5 ウェルハラ及び 
他の上水 

学校主催で教師を対象に

衛生に関する知識を深め

る研修 

50 3 郡（ダンクタ） 

6 ウェルハラ上水 学校主催で子どもクラブ

を対象に衛生に関する知

識を深まる研修 

11 1 プロジェクト・エリア

7 ダンクタ上水プロ

ジェクト再建 
衛生年 
セミナー 

25 1 郡（ダンクタ） 

8 ダヌクタ上水プロ

ジェクト再建 
水処理及び家庭浄化方法

研修 
20 3 郡（ダンクタ） 

9 アキサッラ上水 建設前に利用者の研修 9 6 プロジェクト・エリア

10 アキサッラ上水 学校主催で教師を対象に

衛生に関する知識を深め

る研修 

25 3 郡（ダンクタ） 

 
10) 研修したこと 

・ 衛生及び上水のギャップを減らすために地方モニタリング及び管理所と郡の衛生に関する委員

会が一緒に働くべきであること。 
・ ダンクタでは新プロジェクトより古いプロジェクトの修理や、質をあげることに集中すべきで

あること。 
・ ダンクタ Municipality は郡の Head Quarter でもあるから、上水のより良い管理のために全ての

関係機関が一緒に働くべきであること。 



 

 82

ERMSO 職員の学歴と経験年数 
 

職位 学歴 経験年数

Regional Chief MSc (Master of Science: Engineer) 20 

Engineer 1 BE (Bachelor of Engineer) 2 

Engineer 2 CE (Intermediate Course: Engineer) 32 

Engineer 3 CE 30 

Engineer 4 CE 16 

Engineer 5 CE 16 

Sub-Engineer CE 18 

Technician 1 SLC (School Leaving Certificate) 18 

Technician 2 SLC 11 

Technician 3 SLC 11 

Technician 4 Under SLC 11 

Technician 5 Under SLC 11 

Woman Worker SLC 11 

Administration Chief CL (Intermediate Course: Literature) 22 

Assistant Administration CL 5 

Accountant CL 22 

Plumber Under SLC 18 

Plumber Under SLC 18 

Assistant Plumber Under SLC 18 

注）残りの職員はドライバーなどで学歴は Under SLC である。 
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資料５．収集資料リスト 
 

番号 名称 
形態： 

図書・ビデオ・ 
地図など 

オリジナル・

コピー 発行機関 発行年

1 ANNUAL PROGRESS REPORT (2006-2007) 図書 コピー MoPPW 2007 

2 

UN-HABITAT;AGREEMENT OF 
COOPERATION between UNITED NATIONS 
SETTLEMENT PROGRAMME AND 
Department of Water Supply Sewerage, ministry 
of Physical Planning and Works 

図書 コピー UN 2007 

3 

UN-HABITAT;AGREEMENT OF 
COOPERATION between UNITED NATIONS 
SETTLEMENT PROGRAMME AND 
MINISTRY OF PHYSICAL PLANNING AND 
WORKS, NEPAL 

図書 コピー UN 2007 

4 Small Town Water Supply and Sanitation (31402) 図書 コピー ADB 2000 

5 Water Supply, Sanitation, and Quality 
management in Emerging Towns (41022) 図書 コピー ADB 2007 

6 Answer Documents for Questionnaire (by Joint 
Secretary Mr. Sharma) 図書 コピー MoPPW 2008 

7 Policy on the Participation of NGOs in Water 
Supply and Sanitation Programme 図書 オリジナル MoPPW 1996 

8 Rural Water Supply and Sanitation Sectotal 
strategic Action Plan 2004 図書 オリジナル MoPPW 2004 

9 
Rural Water Supply and Sanitation National 
Policy & Rural Water Supply and Sanitation 
National Strategy 2004 (Unofficial Translation) 

図書 オリジナル MoPPW 2004 

10 Rural Water Supply and Sanitation Sectotal 
strategic Action Plan 2004 図書（ﾈﾊﾟｰﾙ語） オリジナル MoPPW 2004 

11 
Rural Water Supply and Sanitation National 
Policy & Rural Water Supply and Sanitation 
National Strategy 2004 (Unofficial Translation) 

図書（ﾈﾊﾟｰﾙ語） オリジナル MoPPW 2004 

12 Nepal Country Plan for the International Year of 
Sanitation 2008 図書 オリジナル MoPPW 2008 

13 
National Drinking Water Quality Standards, 2062 
implementation Directives for national Drinking 
Water Quality Standards, 2062 

 図書（ﾈﾊﾟｰﾙ語、

仮訳は No14） オリジナル MoPPW 2005 

14 

National Drinking Water Quality Standards, 2062 
implementation Directives for national Drinking 
Water Quality Standards, 2062 (English) (No13
の Unofficial Translation) 

図書 コピー MoPPW 2008 

15 Answer of DWSS for Questionnaire 図書 コピー MoPPW 2008 

16 Central Human Resource development Unit (Old 
Pamphlet) パンフレット オリジナル CHRDU 2001 

17 Central Human Resource development Unit (New 
Pamphlet) パンフレット オリジナル CHRDU 2007 

18 Department of Urban Development and Building 
(DUDBU) のホームページの英訳 図書 コピー MoPPW 2008 

19 Thematic Paper; Infrastructure (Roads, Water 
Supply, Housing and Urban Development) 図書 コピー MoPPW 2008 

20 Monthly Report (As of May 2008): Small Town 
Water Supply and Sanitation Sector Project 図書 コピー MoPPW 2008 

21 
Questionnaire for Monitoring & Evaluation of the 
Rural Water Supply and Sanitation (Unofficial 
Translation) 

図書 コピー MoPPW 2008 
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22 
Preparing the Second Towns Integrated Urban 
Environmental Improvement Project Concept 
Paper 

図書 コピー ADB 2008 

23 Answer of Questionnaire by WSSDO Morang 図書 コピー WSSDO 
Morang 2008 

24 Water User & Sanitation Committee 年次報告書

（ネパール暦 2064/65）（西暦 2007/2008） 図書（ﾈﾊﾟｰﾙ語） オリジナル
WUSC 
Morang 2008 

25 Answer of Questionnaire by WUSC Morang 図書 
（一部ﾈﾊﾟｰﾙ語） コピー WUSC 

Morang 2008 

26 Answer of Questionnaire by WSSDO Jhapa 図書 コピー WSSDO 
Jhapa 2008 

27 Answer of Questionnaire by WUSC Dhulabari 図書 
（一部ﾈﾊﾟｰﾙ語） コピー WUSC 

Dhulabari 2008 

28 Water Supply User Committee 年次報告書 
（ネパール暦 2064）（西暦 2007/2008） 図書（ﾈﾊﾟｰﾙ語） オリジナル

WUSC 
Dhulabari 2008 

29 Answer of Questionnaire by WUSC Gauradaha 図書 
（一部ﾈﾊﾟｰﾙ語） コピー WUSC 

Gauradaha 2008 

30 料金表と月次記録表 図書（ﾈﾊﾟｰﾙ語） オリジナル
WUSC 

Gauradaha 2008 

31 Specification of Instrument in Central Water test 
Laboratory, DWSS 図書 コピー DWSS 2008 

32 Jhapa Annual Report (2064/65) 図書（ﾈﾊﾟｰﾙ語） コピー Jhapa 
WSSDO 2008 

33 Morang Annual Report (2064/65) 図書（ﾈﾊﾟｰﾙ語） コピー Morang 
WSSDO 2008 

34 DWSS Annual Report (2065) 図書（ﾈﾊﾟｰﾙ語） コピー DWSS 2008 

35 
Progress Report (17 November 2007 – 13 March 
2008) on Small Towns Water Supply and 
Sanitation Sector Project 

図書 コピー DWSS 2008 

36 List of Water Quality Testing Equipment in Itahari 
Lab. 図書 コピー DWSS 2008 

37 List of Chemical Reagent in Itahari Lab. 図書 コピー DWSS 2008 

38 List of Water Quality Testing Equipment provided 
to 29 Small Town Water Supply Project 図書 コピー DWSS 2008 

39 List of Meter Calibration Unit and Necessary 
Tools for Regional Lab, Itahari 図書 コピー DWSS 2008 

40 List of suppliers of electrical pumps 図書 コピー DWSS 2008 
41 List of suppliers of electrical panel boards 図書 コピー DWSS 2008 

42 Drinking Water Regulation 2055 (MoPPW 
Information) 図書 オリジナル DWSS 1998 

43 Safe Drinking Water and healthy Sanitation 
(Pamphlet) パンフレット オリジナル

UN-HABIT
AT 2008 

44 

1. Environment & Public health Organization 
  (ENPHO) 
2. Solar Water Disinfection 
3. Water-Based  Water Education-a manual 
4. Community Based Water and Wastewater 
  Management 
5. Kanchan Arsenic Filter 

パンフレット一式 オリジナル ENPHO  

45 Service Charge for Water & Wastewater Quality 
Analysis 図書 コピー ENPHO 2004 

46 Price list of ENPHO product 図書 コピー ENPHO 2008 

47 

1. Name List of Resource Person 
2. Central Human resource Development Unit  
  Training Activities (06/07) 
3. Central Human resource Development Unit  

図書 コピー CHRDU 2008 
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  Training Activities (07/08) 
4. List of Laboratory Instrument 

48 CHRDU Introduction CD (No 47 も含) コピー CHRDU 2008 

49 Sustainable Development –International 
Approach パンフレット オリジナル SILT 2008 

50 GeoSpatial Systems パンフレット オリジナル GeoSpatial 2008 

51 ADB; AIDE MEMORE-LOAN REVIEW 
MISSION (3 to July 2008) 図書 コピー ADB 2008 

52 ERMSO Annual Report 図書 コピー ERMSO 2008 

53 HDPE PIPES & FITTINGS: A new dimension in 
pipe line system 図書 オリジナル Panchakanya  
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資料６．ローカルコンサルタントリスト 
 
1. ENPHO 
1) 経験 
 公的機関、ドナー及び（International）NGO からの委託を受けて水質検査のみならず、カトマンズ

市内の空気モニタリングを行なっている。検査機器としては、GAS Chromatography、UV 
Spectrophotometer、Double Distribution、Atomic Absorption、Kjeldahl Digestion、Bio measuring instrument、
Analytical Balance などを設置している。また、ENPHO Water Test Kit（1 式：NRs. 14,000）を有料配布

しており、例えばテキストや試薬が不足した際には購入できるようにしている。（例：塩素テスト試

薬：NRs. 150）また、注文があれば地方発送もする。 
 
2) 連絡先 
 Dr. Narayan Pd. Upadhyaya Director, Environment Analysis and Production Development, 

Environment and Public Health Organization (ENPHO) 
 Tel: 4493188, 4468641 (Off), 4282618 (Res.) 
 Fax: 977-1-4491376 
 E-mail: enpho@eapd.org spu@hons.com.np 
 
2. SILT consultants Pvt. Ltd. 
1) 経験 
 政府機関、ドナー（WB, ADB, UNDP, JICA, USAID 等）及び民間会社からの委託を受けて、農業関

連、地方開発（Rural Development）、土木工事関連、環境、社会経済、コミュニティ／ジェンダー等

の分野で、調査・分析・研修・ワークショップの開催等を実施している設立 25 年以上の歴史をもつ。

また、「ネパール国地方都市上水施設改善計画基本設計調査」（2006 年）ではローカルコンサルタン

トとして現地調査を実施している。 
 
2) 連絡先 
 Mr. A. K. Nepal Director (Pavement and Infrastructure Planning),  
 SILT Consultants (P.) Ltd. 
 Mr. Dinesh Nath Chalise Director (Water supply and Sanitation), 
 SILT Consultants (P.) Ltd. 
 Tel: 4470866, 4487598, 4495163 
 Fax: 977-1-4473573 
 E-mail: silt@mos.com.np      Website: www.silt.com.np 



 

 2

3. GeoSpatial Systems Pvt. Ltd. 
1) 経験 
 GIS ソフト（ESRI の ArcGIS, Arcview, Arcinfo、他 GIS ソフト）を使用した都市管理（都市計画、

土地利用情報、水使用情報）、地域管理（マーケッティング）、所有地管理（土地台帳、住宅情報）、

施設管理（地表／地下の施設情報）用の地図などを作成している。このように地図を作成し、それに

様々な情報を付加しており、例えばカトマンズ市内の上水用配管図も作成している。さらに、このよ

うな地図を作成する際には社会調査も行なうこともある。現在、航空機を利用した測量調査等を実施

している日本企業の下請け的な業務も行なっている。 
 
2) 連絡先 
 Mr. Suresh Shrestha Managing Director, GeoSpatial Systems Pvt. Ltd. 
 Tel: 1-5531131 Mobile: 9851040894 
 Fax: 977-1-5531431 
 E-mail: ssuresh@geosp.com 
 Website: www.geosp.com.np 
 
4. Mr. Nur Junng Thapa（個人コンサルタント） 
1) 専門分野：社会調査 
 
2) 連絡先 
 Tel: 98413-33064  021-524741 
 E-mail: thapanj@gmail.com 



資料７　Ｒ／Ｄ
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